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令和４年３月８日（火曜日）

午前９時58分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和４年度宮崎県一般会計予算

○議案第６号 令和４年度宮崎県山林基本財産

特別会計予算

○議案第７号 令和４年度宮崎県拡大造林事業

特別会計予算

○議案第８号 令和４年度宮崎県林業改善資金

特別会計予算

○議案第12号 令和４年度宮崎県沿岸漁業改善

資金特別会計予算

○議案第21号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第30号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第33号 林道事業執行に伴う市町村負担

金徴収について

○議案第34号 農政水産関係建設事業執行に伴

う市町村負担金徴収について

○その他報告事項

令和４年度環境森林部組織改正案について・

・第13次鳥獣保護管理事業計画（案）について

・みやざきスマート林業指針（案）について

○閉会中の継続調査について

出席委員（７人）

委 員 長 岩 切 達 哉

副 委 員 長 武 田 浩 一

委 員 原 正 三

委 員 山 下 博 三

委 員 右 松 隆 央

委 員 川 添 博

委 員 河 野 哲 也

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 河 野 譲 二

環境森林部次長
田 村 伸 夫

（ 総 括 ）

環境森林部次長
黒 木 哲 郎

（ 技 術 担 当 ）

環 境 森 林 課 長 長 倉 佐知子

環 境 管 理 課 長 佐 沢 行 広

循環社会推進課長 鍋 島 宏 三

自 然 環 境 課 長 藤 本 英 博

森 林 経 営 課 長 島 一 明廣

森林管理推進室長 右 田 憲史郎

山村･木材振興課長 有 山 隆 史

み や ざ き ス ギ
福 田 芳 光

活 用 推 進 室 長

工 事 検 査 監 木 嶋 誠

林業技術センター所長 黒 木 逸 郎

木 材 利 用 技 術
橘 木 秀 利

セ ン タ ー 所 長

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議事課主任主事 木 村 結

ただいまから環境農林水産常任○岩切委員長

委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付いたしました日程案のとおりでよ

ろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

令和４年３月８日(火)
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それでは、そのように決定いた○岩切委員長

します。

次に、当初予算関連議案の審査方法について

であります。

お手元に配付しております委員会審査の進め

方（案）を御覧ください。

まず、１、審査方針についてであります。

当初予算の審査に当たっては、重点事業・新

規事業を中心に説明を求めることとし、併せて

決算における指摘要望事項に係る対応状況につ

いても説明を求めることとしております。

次に、２、当初予算関連議案の審査について

であります。

今回の委員会は、審査が長くなることが予想

、 、されることから 環境森林部については２班に

、農政水産部については３班に分けて審査を行い

最後にそれぞれ総括質疑の場を設けたいと存じ

ます。

各委員におかれましては、関連する質問につ

いては、まとめて行うなど、効率的な審査に御

協力をよろしくお願いいたします。

審査方法について、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○岩切委員長

します。

まず、当委員会に付託されました環境森林部

の令和４年度当初予算関連議案について、部長

の説明を求めます。

。○河野環境森林部長 環境森林部でございます

本日もどうぞよろしくお願いいたします。

座って説明させていただきます。

お手元に配付しております常任委員会資料の

表紙を御覧いただきたいと思います。

本日の説明事項は、提出議案が６件、その他

報告事項が３件であります。

まず、Ⅰの予算議案といたしまして、議案第

１号「令和４年度宮崎県一般会計予算」など４

件であります。

次に Ⅱの特別議案といたしまして 議案第21、 、

号「使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す

る条例」など２件でございます。

次に、Ⅲのその他報告事項といたしまして、

令和４年度環境森林部の組織改正案についてな

ど３件であります。

それでは、１ページをお開きいただきたいと

思います。

令和４年度の当初予算議案についてでありま

すが、１の歳出予算集計表（課別）を御覧くだ

さい。この表は、議案第１号をはじめとする４

つの予算議案に関する歳出予算を課別に集計し

たものであります。一般会計の予算額は、令和

４年度当初予算額Ａの列の中ほどに網かけして

おります小計の欄にありますように 199億3,138、

万4,000円となっております。

また、特別会計の予算額は、下から２段目の

小計の欄にありますように、12億5,791万1,000

円となっております。

この結果、環境森林部の令和４年度当初予算

は、一般会計と特別会計を合わせまして、一番

下の合計の欄にありますように211億8,929

万5,000円となり、令和３年度当初予算額と比較

しますと100.6％となっております。

次に、２ページを御覧ください。

２の債務負担行為（追加）についてでありま

す。

まず、自然環境課の山地治山事業及び森林経

営課の森林環境保全整備事業において、事業期

間が年度をまたがることから、債務負担行為を

設定するものであります。期間は、令和４年度

から令和５年度までであり、限度額は、山地治

令和４年３月８日(火)
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山事業が２億6,000万円、森林環境保全整備事業

が8,000万円をお願いするものであります。

次に、令和４年度に、日本政策金融公庫が宮

、 、崎県林業公社に融資したことによって 万が一

損害を受けた場合の損失補償を行うものであり

ます。これは、林業公社が第４期経営計画に基

づき、経営改善を図るため、現在の借入金残高

の一部について、日本政策金融公庫からの低利

の融資に借り換えることを予定しており、その

借入れに対し損失補償をするものであります。

借入額の限度額は２億3,178万1,000円をお願

いするものであります。

私からの説明は以上でありますが、各事項の

詳細につきましては、それぞれ担当課長及び室

長が説明申し上げますので、よろしくお願いい

たします。

部長の概要説明が終了いたしま○岩切委員長

した。

これより、２班に班分けして議案の審査を行

い、最後に総括質疑の時間を設けることといた

します。

歳出予算の説明については、重点・新規事業

を中心に簡潔に行い、併せて決算における指摘

要望事項に係る対応状況についても説明をお願

いいたします。

それでは、環境森林課、環境管理課、循環社

会推進課の議案の審査を行いますので、順次説

明を求めます。

お手元の令和４年度歳出○長倉環境森林課長

予算説明資料の203ページを御覧ください。

環境森林課の当初予算額は、表の一番上、左

から２列目の令和４年度当初予算額の欄にあり

ますように、一般会計で23億9,370万9,000円を

お願いしております。

それでは、主な内容について御説明します。

205ページを御覧ください。

上から５行目の（事項）エネルギー対策推進

費3,144万1,000円であります。これは、説明欄

にありますように、新エネルギー対策の総合的

な推進に要する経費であり、４の新規事業、企

業の災害対応力強化・ゼロカーボン化促進事業

については、後ほど常任委員会資料で御説明し

ます。

次に、一番下の（事項）環境保全推進費3,434

万5,000円であります。

206ページを御覧ください。

説明欄のうち、７の宮崎県環境基本計画改定

事業701万4,000円につきましては、昨年３月に

第四次宮崎県環境基本計画を策定して以降、地

球温暖化対策推進法の改正や国の地球温暖化対

策計画の見直しなど、ゼロカーボン化に向けた

国の動きが加速し、計画の内容が部分的に国の

方針と整合しない状態となったことから、国の

動きを反映した内容に計画を改定するための経

費であります。

その次の（事項）地球温暖化防止対策費1,476

万3,000円のうち、２の新規事業、2050年ゼロカ

ーボン社会づくりプロモーション事業と３の新

規事業、県有施設ゼロカーボン化推進モデル事

、 。業については 常任委員会資料で御説明します

207ページを御覧ください。

中ほどの（事項）元気な森林・林業・山村づ

くり推進事業費2,220万5,000円のうち、１の新

規事業、森林産業イノベーション人材創出モデ

ル事業と２の新規事業、森林環境マネジメント

調査事業については、常任委員会資料で御説明

します。

それでは、環境農林水産常任委員会資料の３

ページを御覧ください。

新規・重点事業について御説明いたします。
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まず、ゼロカーボン社会づくりの推進に関す

る３つの新規事業についてまとめて御説明しま

す。１の事業の目的・背景ですが、2050年ゼロ

カーボン社会を実現するためには、事業者や県

民一人一人の積極的な取組が不可欠であること

から、訴求効果の高いプロモーションや事業者

の再エネ設備導入の支援等を行って、取組の促

進を図るものであります。

右のページの現状と課題を御覧ください。事

業構築に当たりまして県民意識調査を実施した

ところ、ゼロカーボンについて十分認知されて

おらず、どのように取り組めばよいか分からな

いなど戸惑いが見られたことなどがこの事業の

背景となります。

３ページに戻っていただいて、２の事業の概

要ですが １ 予算額は ３事業合わせて3,789、（ ） 、

万6,000円で （３）事業期間は、プロモーショ、

ン事業が令和４年度、その他は令和４年度から

５年度の２か年としております。

（５）事業内容ですが、①の2050年ゼロカー

ボン社会づくりプロモーション事業では、ゼロ

カーボンに親しみを持ってもらうためのロゴマ

ークやキャッチコピーの作成、具体的な取組を

分かりやすくまとめた啓発パンフレットの作成

など、企画提案公募により民間業者のアイデア

を取り入れながら効果的なプロモーションを実

施したいと考えております。

また、②の企業の災害対応力強化・ゼロカー

ボン化促進事業では、企業の災害対応力の強化

とゼロカーボン化を同時に推進するため、ＢＣ

Ｐを策定済みまたは策定する見込みのある県内

企業を対象に、自家消費を目的とした太陽光発

。電設備の導入について補助するものであります

さらに、③の県有施設ゼロカーボン化推進モ

デル事業では、県庁自身も事業者として取組を

進めるため、モデル的に、環境森林部が入居す

る県庁７号館と出先機関のうち延岡総合庁舎に

ついて、照明のＬＥＤ更新等の省エネ化と太陽

光発電設備の導入を行うもので、令和４年度に

、 。実施設計 令和５年度に施工を考えております

３の事業効果としては、県民や事業者の意識

向上とゼロカーボンに向けての取組の加速化が

図られるものと考えております。

右のページの下段に、2050年に向けた温室効

果ガス排出量の削減目標を掲載しておりますの

で御覧ください。左から、基準年度である2013

年度の実績、直近でデータが出ている2018年度

の実績、2030年度の中間目標、そして2050年度

の目標を示しております。

2018年度実績では、基準年度と比較して30％

削減となり、2030年度の中間目標である26％削

減は達成できる見通しとなっておりますが 2030、

年度の国の目標が46％削減に引き上げられたた

め、本県の目標についても、先ほど御説明しま

した計画改定事業により、来年度見直すことと

しております。

これまでの施策に加え、新規事業を含めた来

年度以降の取組により、ゼロカーボン化を加速

、 。させ 2050年の実質ゼロを目指してまいります

５ページを御覧ください。

新規事業、森林産業イノベーション人材創出

モデル事業であります。この事業は、１の事業

目的・背景にありますように、本県の森林産業

を資源循環型産業に変革させるため、立場や視

点の異なる産学官の関係者により、森林産業の

抱える課題の本質を捉え直すプログラムを実施

し、イノベーション人材創出を推進するもので

あります。

右のページを御覧ください。現状と課題にあ

りますように、イノベーションを起こすために
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は、地域の核となる人材が必要であり、また、

固定観念にとらわれずに、森林産業が抱える課

題の本質を捉えて解決に取り組むためには、産

学官の異分野人材をマッチングさせて、チーム

で学び合うといった取組が必要であると考えて

おります。

このため、事業内容及び効果にありますとお

り、まずは （１）の事前学習会を開催して、県、

内の林業・木材産業関係者を対象に、県内外の

異業種人材等を交えて、森林産業の現状につい

て学び、課題を導き出します。

次に （２）現地訪問やワークショップを開催、

して、地域の歴史や文化を体感しながら課題に

、 、ついて共有・共感し 対話等を繰り返すことで

課題の本質を探り未来の姿を描いていきます。

そして （３）アウトプットとして、対話の結、

果を冊子等の形にまとめて提示することで、関

わった地域人材のモチベーションをアップし、

未来に向けた行動力を高めてまいります。

これらのプログラムにより、地域の核となる

人材づくりや都市との連携、イノベーションを

推進する土壌づくりを進めてまいります。

５ページに戻っていただいて、２の事業の概

要ですが （１）予算額は1,000万円で （３）、 、

事業期間は、令和４年度から令和６年度の３か

年としております。

次に、７ページを御覧ください。

新規事業、森林循環マネジメント調査事業で

あります。この事業は、１の事業の目的・背景

にありますように、市町村や森林組合、素材生

産業等の関係者と連携しながら、森林伐採後の

再造林や天然更新等の実態を調査し、様々な課

、題を分析して有効な対策を検討することにより

森林の経営管理が適切に行われる基盤づくりを

目指すものであります。

。 、右側のページを御覧ください 現状と課題に

農林中金総合研究所が行った森林組合を対象と

したアンケート調査の結果をグラフでお示しし

、 、ておりますが 再造林を実施しない理由として

将来の収益で造林費用を賄えないために、森林

所有者が造林初期費用を投資する意欲が持てな

いことや、所有者が山林所有に価値を見出せず

林業経営への関心がないことが上位に上がって

おります。

また、そのほかにも再造林が進まない要因は

多々あると考えられることから、本県における

実態を把握した上で、再造林を妨げる原因を可

視化し、再造林推進に向けた有効策を検討する

必要があります。

このため、事業内容及び効果にありますとお

り （１）実態調査の実施として、伐採届を天然、

更新で提出している森林所有者に対し、市町村

の協力を得て、森林所有や経営、再造林の制約

となっている要因についての実態調査を行うと

ともに、森林組合、素材生産事業者、製材工場

等に対し、立木販売・原木伐採に係る流通コス

トについての実態調査を行います。

併せて （２）の検討委員会等の開催として、、

関係団体、大学、金融機関等で構成する委員会

、 、において 実態調査の進め方や調査結果の分析

今後の方向性などについて議論し、森林循環マ

ネジメントシステムの検討を進めることとして

おります。

７ページに戻っていただいて、２の事業の概

要ですが （１）予算額は1,000万円で （３）、 、

事業期間は、令和４年度から令和５年度の２か

年としております。

環境森林課の説明は、以上であります。

歳出予算説明資料の209ペ○佐沢環境管理課長

ージを御覧ください。
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環境管理課の当初予算の総額は、左から２列

目の欄にありますように、一般会計で３億6,374

万5,000円をお願いしております。

主な内容について御説明いたします。

211ページを御覧ください。

まず、中ほどの（事項）大気保全費8,655

万8,000円でありますが、説明欄の１大気汚染常

時監視事業5,472万円は、大気汚染防止法に基づ

き、硫黄酸化物や窒素酸化物、光化学オキシダ

ントなどの大気汚染物資を常時監視するもので

あります。説明欄の３の（１）の新規事業、災

害時アスベスト飛散防止対策事業につきまして

、 。は 後ほど常任委員会資料で御説明いたします

次の（事項）水質保全費4,744万8,000円であ

ります。説明欄の１、水質環境基準等監視事

、 、業2,065万5,000円は 水質汚濁防止法に基づき

河川や海域、地下水について、有機性の汚濁物

質やヒ素、カドミウムなどの有害物質などを常

時監視するものや分析装置の更新に要するもの

であります。

212ページを御覧ください。

中ほどの（事項）放射能測定調査費1,334

万9,000円は、国からの委託を受け、県内４か所

のモニタリングポストを用いた空間の放射線量

やゲルマニウム半導体検出器を用いた水道水、

土壌などの放射能を調査するものであります。

213ページを御覧ください。

一番下の 事項 公害保健対策費9,610万6,000（ ）

円は、旧土呂久鉱山のヒ素による公害健康被害

に係る経費で、説明欄の１、公害健康被害補償

対策費7,968万3,000円は、慢性ヒ素中毒症の認

定患者の方々へ医療費や障害補償費などを給付

するものであります。

その下の２、健康観察検診費1,115万4,000円

は、慢性ヒ素中毒症の認定患者を含む土呂久地

区住民などの方々の健康状態の観察、いわゆる

土呂久検診を実施するためのものであります。

次に、一番下の（事項）合併処理浄化槽等普

、 、及促進費１億592万円でありますが 説明欄の４

浄化槽整備促進事業8,941万9,000円は、生活排

水処理率の向上を図るため、市町村が設置する

合併処理浄化槽や単独処理浄化槽やくみ取槽か

ら合併処理浄化槽に転換する個人設置の浄化槽

に補助するもので、これまでの本体設置や宅内

配管工事、単独処理浄化槽撤去の費用補助に加

えまして、新たにくみ取槽の撤去費用につきま

しても補助の対象とすることとしております。

続きまして、新規・重点事業について御説明

いたします。

常任委員会資料の９ページを御覧ください。

新規事業、災害時アスベスト飛散防止対策事

業であります。この事業は、１、事業の目的・

背景にありますように、大規模災害時などに被

災した建物などからアスベストが飛散しないよ

う指導を強化するため、現場に持ち込んで建材

などのアスベストの含有が確認できる機器を整

備するものであります。

２、事業の概要でありますが （１）予算額、

は808万5,000円 （２）財源は大規模災害対策基、

金 （３）事業年度は令和４年度であります。、

右側の10ページを御覧ください。

現状と課題でありますが、県の地域防災計画

において、被災した建築物の解体撤去工事など

に伴うアスベスト対策について、県は被災建築

物の所有者や解体工事業者などに対し、飛散防

止対策を行うよう指導することとしており、ア

スベストを確認する機器を整備する必要があり

ます。

事業内容及び効果でありますが、アスベスト

アナライザーを整備することで、地震等の大規
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模災害や水害・土砂災害等の局所災害の際、下

の写真のように機器を用いて被災した建築物や

建材などにアスベストが使われているか、いな

いかを、現場で即時に確認できます。

そして、この測定データを根拠とした適切な

指導助言を行うことで、アスベストの飛散防止

が徹底され、解体工事の作業者や周辺住民の健

康を守ることができるものと考えております。

環境管理課の説明は、以上であります。

歳出予算説明資料○鍋島循環社会推進課長

の215ページを御覧ください。

当課の当初予算の総額は、一般会計で５

億1,151万9,000円をお願いしております。

主な内容につきまして御説明いたします。

217ページを御覧ください。

上から５段目の（事項）一般廃棄物処理対策

推進費2,204万4,000円であります。

このうち、説明欄の２、海岸漂着物等地域対

策推進事業2,064万7,000円につきましては、国

の海岸漂着物等地域対策推進事業補助金を活用

しまして、テレビＣＭ等による海岸漂着物発生

抑制のための啓発や、市町村が実施する海岸漂

着物等の回収・処理への支援に加え、海岸に漂

。着したごみの組成調査をするものでございます

なお （２）の改善事業、海岸漂着物等発生抑、

制普及啓発事業につきましては、後ほど常任委

員会資料により御説明いたします。

次に （事項）産業廃棄物処理対策推進費４、

億1,107万9,000円であります。このうち、説明

欄の２、産業廃棄物処理監視指導事業8,716

万4,000円につきましては、焼却施設及び最終処

分場でのダイオキシン類の測定や、廃棄物監視

員などによる不法投棄等不適正処理の巡回・監

視により、早期発見、原状回復の徹底を図るも

のでございます。

下から２つ目の５、産業廃棄物税基金積立金

２億7,459万6,000円につきましては、産業廃棄

物税の税収等から徴税経費を除いた額を基金に

積み立てるものであります。

めくっていただきまして、218ページ、上から

３つ目の９、改善事業、優良産業廃棄物処理業

育成支援事業につきましては、後ほど常任委員

会資料により御説明いたします。

その下の（事項）廃棄物減量化・リサイクル

。 、推進費7,839万6,000円であります 説明欄の１

循環型社会推進総合対策事業6,592万8,000円に

つきましては、廃棄物の減量化やリサイクル施

設の整備支援、適正処理に係る意識啓発など、

循環型社会の形成に向けた各種施策を実施する

ものでございます。

続きまして、新規・重点事業について御説明

いたします。

常任委員会資料の11ページを御覧ください。

改善事業、海岸漂着物等発生抑制普及啓発事

業でございます。この事業は、１の事業の目的

・背景にありますとおり、宮崎県海岸漂着物対

策推進地域計画の策定に当たって実施した現況

調査において、本県海岸に満遍なく漂着物が確

認されたことから、海岸の良好な景観と環境を

保全するため、県民の海岸漂着物等への関心を

高め、その発生を抑制しようとするものでござ

います。

、 。右側 12ページの現状と課題を御覧ください

海岸漂着物の状況につきましてまとめておりま

す （１）にありますとおり、海岸漂着物の約77。

％は、流木などの自然物、残りが発砲スチロー

、 、 、ルなどの人工物であり 特に プラスチック類

ペットボトルなどは （２）にありますとおり、、

河川など水の流れによって海へと運ばれてきて

おります。
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これまでも海岸漂着物等の発生抑制対策に取

り組んでおりますが、沿岸部を中心とした取組

だけでなく、河川上流部での発生抑制対策を含

め、県内全域で海岸漂着物対策に取り組むこと

が重要となります。

そのため、次の事業内容及び効果にあります

とおり、継続して行っておりますテレビＣＭや

ポスターの掲示に加えまして、図書館などでの

海岸漂着物等に関する巡回パネル展や、内陸に

所在する市町村の美化活動行事と連携し、海岸

の保全活動に関する講演会の開催とともに、県

職員による出前授業を実施することとしており

ます。

このような取組を通じまして、海岸漂着物対

策の機運を高め、海岸漂着物等の減少、発生抑

制につなげてまいります。

11ページに戻っていただきまして、２の事業

概要でございますが、予算額は561万4,000円、

財源として、国の海岸漂着物等地域対策推進事

業補助金を活用いたします。事業期間は、令和

４年度から令和６年度までの３か年間、事業主

体は県であります。

続きまして、13ページを御覧ください。

改善事業、優良産業廃棄物処理業育成支援事

業であります。この事業は、１の事業の目的・

背景にありますとおり、一般社団法人宮崎県産

業資源循環協会が行います優良産廃処理業者の

認定取得に向けた取組などを支援することによ

りまして、産業廃棄物処理業の持続的な発展を

促進するものであります。

右側14ページの現状と課題を御覧ください。

（１）の排出事業者の委託先の選定につきま

して、産業廃棄物の処理責任は、排出事業者に

ございますが、排出事業者が処理業者を選定す

る際には、これまでの取引関係、また、処理費

用を重視する傾向にございます。

（２）の優良産廃処理業者の認定につきまし

て、優良産廃処理業者とは、廃棄物処理法に定

める制度であり、その下の図の枠囲み、優良認

、 、定取得の要件にありますとおり 実績と違法性

事業の透明性、環境配慮など５つの項目を満た

す産廃処理業者に対し、知事が優良のお墨付き

を与えるもので、これによりまして、業の許可

期間が、通常の５年間から７年間となるなど、

一定のメリットがございます。

令和２年度末現在、本県の優良認定を取得し

ているのは83社でございますが、県内業者に限

りますと927社のうち13社となっております。

（３）の宮崎県産業資源循環協会の取組であ

、 、 、りますが 大企業を中心に 廃棄物の適正処理

、特にリサイクルを重視する傾向を踏まえまして

、 、協会では 優良認定の取得を推奨するとともに

廃棄物処理業の持続的な発展に向けまして、様

々な取組を行っているところでございます。

このような状況を踏まえまして、次の事業内

容及び効果でありますが、まず、①の優良認定

取得支援では、相談窓口の設置や優良認定取得

アドバイザーの派遣などに要する経費を支援い

たします。

また、②の人材育成支援では、産業廃棄物処

理業者を対象に、適正処理に係る技術力向上の

ための講習や講座の受講に要する経費などを支

、 、援するとともに ③の情報発信・啓発支援では

、排出事業者への啓発や優良認定制度の周知など

情報発信に要する経費を支援することによりま

して、持続可能な循環型社会の形成、産業廃棄

物の適正処理を促進してまいります。

13ページに戻っていただきまして、２の事業

の概要でありますが、予算額は854万円、財源は

産廃税基金、事業期間は令和４年度から令和６
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年度までの３か年間、事業主体は宮崎県産業資

源循環協会であります。

当課の説明は、以上でございます。

議案に関する説明が終了いたし○岩切委員長

ました。質疑はございませんか。

ゼロカーボン社会づくりの推進の○右松委員

現状を教えていただければと思います。

委員会資料の３ページと４ページについて、

ゼロカーボンシティということで、宮崎県も宣

言をされ、４ページの事業効果では、全体の数

。字としては今のところ順調に来ているのかなと

一方で、温室効果ガスの排出を押し下げてい

る効果を出しているところと、なかなか難しい

ところが これは事情があるのは十分承知し─

ていますけれども あります。─

そこで、2013年度が基準年度で、そこから現

状、中間目標を既に超えている状況ですので、

取組としてはいい取組をされているのかなと

思っています。

そこで、まず、効果を出しているところ、押

し下げた努力が見える家庭がマイナス49％、業

務がマイナス38％、このあたりの要因を教えて

もらうとありがたいと思います。県の取組と、

押し下げた要因について教えてください。

業務部門、家庭部門につ○長倉環境森林課長

いては、県の取組としましては、まずは普及啓

発ということで、いろいろな省エネセミナーで

ありますとか、事業者向けの取組も進めており

ますし、家庭向けでは、エコふぁみというアプ

リを使いまして、家庭での自主的な取組を促進

する取組も行っているところです。

、この数字が下がった大きな要因としましては

電気の排出係数といいまして、電気を発生する

のにＣＯ をどれくらい使っているのかという２

排出係数がございますが、九州電力は原発の稼

働等により、以前に比べて排出係数が下がった

ことから、全体としての排出量が下がったとい

うのが大きな要因でございます。

もちろん業務部門、家庭部門、それぞれでの

取組も進んではいるところではありますが、数

字的な要因としては、ＣＯ の排出係数が電力２

の部分で下がったというところが要因となって

おります。

そうですね。ＣＯ の排出係数が○右松委員 ２

下がったということで、これは基準年度からい

くと５年間ということです。それで、啓発の取

組でありますとか、もう少し見える化もしてい

くといいかなと思います。

やっぱり、これだけ押し下げている、電気の

電源の元ですよね。国も非常に大きな目標を掲

げていますし、本県もそれに向かって努力をし

ていくということですから、そういった意味で

は県を挙げて、全ての産業が関わっていかなけ

ればいけない大きな課題ですので、もう少し見

える化していただいて、効果がしっかり見える

形で説明をいただくとありがたいと思います。

それで、今後、目標に向かってゼロカーボン

を実現していく上で、運輸部門というのは大変

な努力をされておりますけれども、脱炭素化に

向けた取組、推進に向けて、バスやトラック、

それから鉄道、船舶、航空機もそうだと思いま

すけれども このあたりは、ヨーロッパはか―

なり進んだ取組をしています 電動化とかハ―

イブリットなど、企業が投資をしていく上で非

常に難しいところもあると思うんです。それか

ら開発の速度もあります。

そういった中で、県として、運輸、物流部門

に対して、この求められる対策において、どう

いったサポートをしているのか。そういった体

制、それから、今後に向けての方向性も含めて
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。どのように考えておられるのか教えてください

運輸部門には、実は家庭○長倉環境森林課長

での自家用自動車の運行というのも含まれてお

ります。進めるに当たっては、一番に自動車、

トラック等の電動化ということになろうかと思

います。

自動車メーカー各社がこぞって電動化に向け

た開発競争をしている中で、いずれは電動自動

車しか新車販売されないという時代になってこ

ようかと思います。そうなれば電動車を選ばざ

るを得ないという状況も将来的には出てくるか

と思います。

県としましては、今回新規事業で上げており

ますプロモーション事業の中で、県民事業者の

機運醸成というところで、どのような取組を行

えばいいかという部分の具体例としては、自動

車のＥＶ化等も含めまして訴えていきたいと考

えております。

あと、運輸部門でいきますと、総合政策部の

総合交通課とも連携し、どのような形で訴えて

いくのが効果的なのかというところを探りなが

ら、取組を進めてまいりたいと思います。

それぞれの家庭の自家用車につい○右松委員

ては、ハイブリットとか、電気自動車の普及も

広がってきているかと思います。初期投資は金

額的には大きいですけれども、その分効果があ

りますので、そこはそれぞれの家庭で努力をさ

れているのかなと思います。

こちらのバス・トラックです。ここは、先進

的に取り組んでいるところが、軽油から電気へ

のエネルギー転換で、ＣＯ の排出量が６割削２

減であるとか、あるいはオイルの交換とかメン

テも非常に負担が軽減されているといった効果

の声も出ています。そういった中で、国の政策

的な、民間企業などへの補助といった部分につ

いては、今どういう状況なのでしょうか。

クリーンエネルギ―自動○長倉環境森林課長

車、電動車を含めた購入補助がございまして、

それぞれ車種別に ＥＶでありましたら補助額80、

万円とか、プラグインハイブリッド車、ＰＨＥ

Ｖでありましたら１台当たり補助額50万円とい

う補助は国のほうで行われております。

あと、充電インフラについての補助も国のほ

うでメニューがございまして、実施されている

ところでございます。

国の補助メニューは、本県として○右松委員

はどれぐらい活用されているのか、そのあたり

のデータは取っているんですか。

国の補助事業の実績等は○長倉環境森林課長

把握しておりません。

分かりました。いずれにしても、○右松委員

、 、全体的に 取組としては押し下げていますので

そこは評価させていただきたいと思います。

それを前提としまして、今後ゼロカーボンを

、 。目指す上で どこかを押し下げないといけない

そうなってくると産業と運輸というのはどう

しても、一企業だけでは難しいところがありま

すので、国と県とが一体となって補助なり後押

しをしていかないと、現実的には難しいと思い

ます。そのあたりは引き続き国の動向を見なが

ら、県としても何か補助のメニューなり、いろ

いろと知恵を絞っていただきたいと思います。

国の補助メニューも、脱○長倉環境森林課長

炭素化に関するメニューが充実してきていると

ころでございますが、その補助メニューでは要

件のハードルが高くて使いづらいといった声も

、 、ありますので その隙間を埋めるような部分で

県の支援を今後とも検討していきたいと考えて

おります。

委員会資料の３ページ （５）の②の企業者向、
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けの太陽光発電設備の導入につきましても、国

のメニューもありますが、ハードルが高いとこ

ろがございまして、隙間を埋めるような形でこ

の事業メニューをつくっているところでござい

ます。このように国の施策と連動して、県とし

。ても取組を進めてまいりたいと考えております

この４ページの表で、森林の吸収○ 原委員

量が４つ書いてありますけれども、年々減って

いるんでしょうか これは 実際のこの数が減っ。 、

たということですか。それも、一番最後はちょ

うどプラマイゼロになるようにしてあるんだけ

れども、この数字の根拠を教えてください。

森林等吸収量につきまし○長倉環境森林課長

ては、本県では2018年度の実績で391万トンとい

うところ……

宮崎県全体で相当減ってきている○ 原委員

ということですか。

はい。○長倉環境森林課長

森林面積が減っているということ○ 原委員

ですか。

面積といいますか、本県○長倉環境森林課長

では杉が多いんですけれども、木の成長量に応

じて二酸化炭素の吸収量が変わってきまして、

若い木でありますと成長が盛んなので二酸化炭

素を多く吸収するというところがございます。

この目標に向かって数字的に減っておりますの

、 、は 高齢の樹木になりますと成長量が減るので

二酸化炭素吸収量が減ってしまうという部分が

、 。ありまして 数字的には減っているところです

ただ、それをなるべく維持するために、森林

の若返りということで伐採を進めて、植林をし

て若い木に更新していく、そのような取組を進

めていくことにしております。

ということは、現状においては、○ 原委員

宮崎県の持つ森林の吸収量は減っているという

ことですよね。

当然増やす努力をしないといけないというこ

とになるんですけれども、先ほど、右松委員の

質問に対して、業務・家庭・運輸の部門があり

ましたけれども、業務と家庭部門は宮崎県の努

力じゃなくて、使わない努力をすればそうだけ

れども、これは九州電力の努力ですよね。

エネルギーを供給している側が、そうやって

電源にできるだけ炭素を発生させないものを

使った結果減ったということであって、運輸部

門についても、ガソリン車を電動化、ＥＶ化す

るとか、これも導入する努力は宮崎県の努力だ

けれども他力本願ですよね。その本体が炭酸ガ

、スを発生させないようにする機器を造ったから

後は宮崎県の努力で導入していくことができる

ということだろうと思うんです。

産業についても似たようなところかなと思っ

ていまして、宮崎県が努力して炭素を減らせる

こととは本質的には何なんだというところの議

、 、論も必要かなという気がしたものですから 今

この森林の炭素吸収量を聞いたところでした。

整理して言うと、要は、森林が吸収すること

によって、炭素がもっと減るわけであって、こ

こは環境森林部ですから、そこのところにまず

注意をすべきじゃないのかなということ。

それと、減らすということについては、九州

電力とか自動車メーカーじゃなくて、県として

、 、できるところは何なんだというところ 例えば

太陽光発電設備を設置することもそうかもしれ

ません。その辺りがもう少し視点としてほしい

かなという気がしました。

それで、具体的に聞きますけれども、環境森

林部で持っておられる自動車は何台あるんです

か。たしか全庁で1,000台近くあるはずなんです

、 、が いずれガソリン車はなくなるわけですから
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これを少しずつ、計画的にＥＶに変えていかな

いと、そのうちガソリン車は使えなくなるよと

いう話もしたことはあるんですけれども、環境

森林部に限ってみても、それを全部ＥＶに切り

替わる時期が来ますよね。それまでに更新する

にはどうすればいいのかということも計算して

みないと、今ここで１台、２台、３台入れる話

じゃないと思うんです。今度は県としての努力

ということになると思うんです。本体は自動車

メーカーが脱炭素に努めるわけですけれども。

すみません。部の台数と○長倉環境森林課長

いいますか、知事部局の台数でいきますと……

分からなければ後でもいいです。○ 原委員

知事部局の自動車の台数○長倉環境森林課長

でいきますと、令和２年度末時点で886台ござい

まして、電気自動車はゼロです。ハイブリット

車が67台入っている状況でございます。

やはり、県庁も一事業者ですので、県内の事

業者と同じように取組を進めなければならない

という中で、公用車についても議論はしている

ところではありますけれども、なかなか航続距

離の問題であるとか コストの面で実現には至っ、

ていない状況です。引き続き関係部局と協議を

続けていきたいと考えております。

一部ですけれども、今回、委員会資料の３ペ

ージの③のゼロカーボン化推進モデル事業で、

県有施設の省エネと再生エネルギーの導入とい

うところで、取りかかりたいというところでご

ざいます。

だから、ここが宮崎県の環境政策○ 原委員

を推進する本家ですから、総合政策部に任せる

のではなくて、環境に関して、車に限って言え

ば、いずれガソリン車はなくなるというのが分

かっているわけですから、約900台ある自動車を

どうやって電気自動車に変えていくか、財政の

話もあるでしょうが、環境森林部が主導して、

こうしないといけないぐらいの気概でやってほ

しいと思いますが、どうですか。

おっしゃるとおりだと○河野環境森林部長

思っております。地球温暖化対策、これまでも

ハイブリットが出てくる中で、更新してきた部

分はあるんですけれども、今、課長が言いまし

たように、財政的な面とか、いろいろな課題の

中で進んでこなかったところであります。しか

し、今まさに時期といいますか、世の中として

ゼロカーボン化の流れができている中で、私ど

もしても、今年度は重点としてゼロカーボン社

会づくりというのを掲げて、非常に大きな予算

。獲得に向けての後押しになると思っております

全庁的な取組の中でも、まさに委員におっ

しゃっていただいた公用車もしかり、庁舎に太

陽光発電設備を設置したり、全庁的な影響があ

ります。そういう議論をようやく今、環境森林

部を中心に、各部にいろいろお願いしてきたと

ころです。

太陽光パネルを庁舎に設置するにしても、公

用車にしても、それがようやく今、我々を中心

に、事業者としてもいろいろ考えてもらえるよ

うになってきたと思っております。後ほども出

てまいりますが、専任の担当を置くことによっ

て、そのあたりの庁内としての取組も強化して

いきたいと思っております。

よろしくお願いします。○ 原委員

歳出予算説明資料206ページ、環境○山下委員

保全行政の推進に関する経費の中の７番、課長

の説明の中で、第四次の計画改定をしないとい

けないということで、国との相違点があったと

、 、いうことなんですが 本県の目指す改定方向と

国との指針の違いというのはどういうことがあ

りましたか。
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一番大きなものとしまし○長倉環境森林課長

ては、温室効果ガス排出量の削減目標でござい

ます。

第四次の宮崎県環境基本計画では マイナス26、

％削減ということで目標を掲げておりますけれ

ども、国のほうでは既に46％削減ということに

しておりますので、本県としても国と同等以上

の削減目標に改定すべく温室効果ガス排出量の

推計だとか、そういったところから目標設定を

していきたいというのが一番大きなものです。

あとは、常任委員会資料の４ページにも上げ

ております部門ごとの排出量削減の目標をつく

るようにということで、国のほうで決められて

おりますので、そこの部門別の目標を設定をし

たりといったところが出てまいります。

人類が利便性を求めて文化的な生○山下委員

。活をしてきた結果がこの温暖化の状況なんです

私も、何年か前の一般質問で、この温暖化の

中で、地球が人間の間引きを始めたんだと、そ

ういう話をしたことがあったんですが、どうい

うことかというと、最近、すごい勢いで線状降

水帯とか、世界規模で干ばつがあったり、大雨

災害があったりして、何千人という人たちが一

災害で亡くなっていくような状況です

そんな状況について、地球が身が持たないよ

うになってきて、地球が自ら身を守るために、

人間を間引き始めたんだと、本に書いてあった

ことを話したことがあったんですが、我々がま

だ幼いときから考えると、いかに温暖化してき

たかを我々は体験として分かっているんです。

どういうことかというと、私は農業をしてい

ましたから、若い頃、農業をするときには、９

月ぐらいの秋作は、10月になると霜が降るから

ということで、作付を急いでいたんですが、今

は都城市でも12月にならないと霜が降りないん

です。だから、大体10月の末に初霜が降りてい

たのが、12月の10日以降にならないと霜は降り

ないようになってきた。だから、我々は体験と

してよく分かっているんです。

だけれども、皆さん方がゼロカーボン社会づ

くりを目指す運動というのは、等しく県民に今

の状況を理解させていかないといけない。我々

の年代というのは、以前の状況をよく分かって

いるから、確かに何らかの対策を講じないとい

けないという思いなんですが、県民に広く知ら

しめようというときに、どれだけの認識を得て

いるのかということなんです。

だから、実際に宮崎県の平均気温がどれぐら

い上がってきて、何年前と比べると今どういう

状況ですとか、今いろいろな調査の中で、何年

後は、南極や北極の氷が解けて海面が上昇して

水没する地域が出るとか、そういうことがテレ

ビとかで報道されて分かっているんですが、実

、質的に宮崎県にはどういう影響が出てくるのか

その辺のことも詳しく伝えていく必要性がある

だろうと思うんです。

ゼロカーボンという言葉は特に去年ぐらいか

らはやり出してきましたが、県民運動として知

らしめる必要が 変化の状況を伝えないとい―

けないと思うんです。その辺のところはどのよ

うに認識しているのか、お聞かせください。

委員おっしゃられるとお○長倉環境森林課長

り、県民に向けての普及啓発の中で、具体的に

何をすればいいのかという部分も大事なんです

けれども、なぜ取り組まなければならないのか

という部分を強く訴えていかなければ、県民の

行動は変わらないと考えております。

我々世代でいきますと、昔と変わっていると

ころは感じていますけれども、将来の我々の子

供、孫世代になったときに、宮崎県に住めなく
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なると、だから今から取り組まなくてはいけな

いという部分の訴えかけ方があると思います。

若い世代の方々については、これが当たり前

と思っているかもしれないというところで、将

来的にはこういう世界になって住めなくなって

いく、世界規模で見ても住めない地域が出てく

るとか、甚大な被害が出てくる、そういったリ

スクの部分を訴えて、なぜ今から取り組まなけ

ればならないのかという部分を含めて、このプ

ロモーション事業の中で訴えていきたいと考え

ております。

皆さん方は、平均気温がどれぐら○山下委員

い上がってきているのか把握されていますか。

少しお待ちください。○長倉環境森林課長

調べてみてください。話を続けま○山下委員

すが、1.5度ということが言われています。これ

は世界レベルでの話なんでしょうけれども、我

々が去年の12月に自民党会派の環境農林水産部

会で北海道の小樽市に調査に行ったんです。そ

こでは、山梨県でしたか、東京近郊から移住し

て、将来的な温暖化を見込んで、小樽市でブド

ウ栽培をしていると あと何年かしたら必ず―

北海道のほうが産地になってくるということを

見越して移住されているんです。

だから、私たちは、何をもって県民に危機感

を訴えてそれぞれが努力していかないといけな

いのか、その実例をいろいろ考えて、その辺の

認識をしっかりと訴えないといけないだろうと

思うんです。

ＩＰＣＣと呼ばれる国際的な政府間機関があ

ります。２月28日でしたか、私は新聞を見て非

常に興味を持ったものですから、資料等を取り

寄せたところなんですが、ＩＰＣＣでは、人類

がなした温暖化を、それぞれが認識して、それ

ぞれ部門ごとに、企業体系ごとに責任を課して

改善努力をしていくと、３つの作業部会に分か

れてそれぞれの数値目標を報告しています。

だから、具体的で分かりやすい。どのように

気候変動が変わってきたのか、例えば災害だっ

て、今まであり得なかった線状降水帯といった

甚大な災害があって、テレビのインタビューに

、 、 、出てくる人が 70年 80年生きてきたけれども

こんな災害が起きたのは初めだということを毎

回話されています。

だから、そういった実例や、どのように変化

してきたのかといった辺りをもう少し皆さん方

に数字にして示していただいて、そこから訴え

ていかないと、みんな責任と義務を果たさない

だろうと思うんです。県民にある程度の責任を

課して、義務を果たしてもらうということが、

この運動のテーマでしょうから、その辺の取組

をお願いしておきたいと思います。

気象庁が2021年に発表し○長倉環境森林課長

ました年平均気温については、宮崎県は100年当

たり1.23度の割合で気温が上がっているという

データはございます。

100年の間に大体1.2度ですね。そ○山下委員

のくらいのものでしょうか。だから、一例とし

て、私が農業をしているところからの気候変動

を申し上げましたけれども、気候変動に伴う環

境の変化、その辺のことを、気温が１度上がる

ことによって、これだけ変わってきたんだと、

例えば、お米だって、今はヒノヒカリが主流な

んですけれども、温暖化の中で高温障害が出て

いるとか、新たな品種に取り組んでいかないと

いけない状況もありますし、全ての面で、皆さ

ん方が窓口になっているわけですから、環境の

変化というのを適切に情報発信をしていただき

たい。そうなると、次は農業では、どういう生

産体制を取っていかないといけないよとか、様
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々な取組の課題が出てくると思うんです。その

辺の指針を早く示していただくとありがたいと

思うんです。

あと10年後には気温が何度ぐらい上がるんだ

と、何も努力しなければ、これぐらいの大きな

問題になるんだと。だから、せめて皆さん方が

これだけは努力しながら、ガスの排出を抑えて

いこうとか、そういう形で早く取り組んでいか

ないといけないと思うんです。ぜひお願いした

いと思います。

、○長倉環境森林課長 委員のおっしゃるように

具体的に宮崎県がどうなっていくのか、シナリ

オ的なところを示していく必要はあると考えて

おります。

気候変動への対応としましては、緩和と適応

とがございまして、緩和は、温室効果ガスの排

出を抑制する取組、省エネとか再エネの導入等

による取組。そういった取組をみんなが一生懸

命頑張ったとしても、気温上昇は避けられない

ので、そうなったときに適応という部分で、被

害を軽減するような取組とか、農作物でいくと

高温地域でも作れる作物を開発していくとか、

そういった部分の取組も必要なので、農政水産

部では、独自にグリーン戦略ということで取り

組まれておりますけれども、情報交換を行いな

がら進めてまいりたいと考えております。

、○山下委員 今回のＩＰＣＣの報告書の中にも

大干ばつという状況も出てくるということで、

国の対策としてダムによるしっかりとした治水

についても公表されているんです。

だから、例えば、ため池の整備も急がなくて

はいけないだろうという思いでその報告書を見

ていたところです。ぜひ、皆さん方でいろいろ

な環境調査をして、そういう報告書を見ていた

だいて、全体的な課題として早く取り組むべき

こと、そのことも提案していってもらわないと

いけないと思っていますので、お願いしておき

たいと思います。

環境森林課内に、宮崎県○長倉環境森林課長

気候変動適用センターという看板を置いており

ます。その中で、いろいろな国の情報とかデー

タとかを収集して、定期的に県庁内の関係部署

、等に情報提供をする取組も行っておりますので

そういったセンターを使いながら、各部局との

連絡調整等も行いつつ、また、ゼロカーボン化

に向けて、全庁的な取組を進めるためにも、庁

内連絡会議も設置しておりますので、そういっ

た中で訴えていきたいと思います。

環境データブックの絶滅危惧種と○ 原委員

か、それが宮崎県でどういう状況なのか。

要は、なぜゼロカーボンを今やらないといけ

、 、ないのかというのは 奇跡的にできたこの地球

水があって、生命が生まれてという 銀河系―

の中で恒星というのは1,000億個ぐらいあって、

その中で地球みたいな環境を持っているところ

は10個ぐらいしかなくて、生命が住んでいると

ころは２個ぐらいしかないみたいな話を聞いて

いて 非常に奇跡的なこの地球なんですけれ―

ども、要は、温暖化が進んで、生命体が存在で

きなくなるということです。ということは人間

も住めなくなる、だから今頑張らないと、大変

なことになるんだということだと思うんです。

ある人が、我々のことを、ゆでガエルと言っ

たんです。まさしくそのとおりだなと思って、

この言葉がすとんと落ちたんですけれども さっ、

きも、子供たちはこれが当たり前だと思ってい

るという話がありましたが、知らない間にだん

だんと慣れていってしまって、だんだんと地球

の環境が悪くなって、ほかのいろいろな生物が

どんどん絶滅していって、環境がおかしくなっ
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て、結果的には、人間が引き起こしたことなん

だけれども、そのことによって人間が絶滅して

いってしまうと。過去にも絶滅の歴史というの

は繰り返してきているわけですから、本当はそ

ういう物すごい危機的な状況のはしりのところ

に来ているんだということだと思うので、皆さ

ん、県民への啓発ということであれば、生命が

どうなっているかという視点で、ことの危機感

を皆さんに知ってもらうのは必要じゃないかな

と思っていて、環境データブックの中身につい

ては今ここで聞きませんけれども、またいつか

委員会の中で教えていただくとありがたいなと

思っています。

先ほど 原委員から御質○長倉環境森林課長

問がありました環境森林部の公用車の状況です

が、環境森林部所管で106台ございまして、その

うちハイブリットが３台となっております。

電気自動車はゼロですね。○ 原委員

はい。○長倉環境森林課長

ゼロカーボン社会づくりの推進に○右松委員

おいて、森林等吸収量をプラマイゼロにすると

いうことで、部門計排出量331万トンということ

ですが、参考までに、それぞれ部門でどれぐら

いで計を算出されているんでしょうか。積算さ

れて331万トンまでに持っていく考えでいくの

か、そこを教えてください。

排出量は、部門別には目○長倉環境森林課長

標としては設定しておりませんで、全体として

ということになっております。

先ほど申しました来年度の計画改定の中で、

部門別に目標を設定していくということにして

おります。

分かりました ある程度計画を持っ○右松委員 。

ていくために、どれぐらい削減していくのかは

考えていくのがいいのかなと思っています。

それから、県民意識調査をされています。そ

れで、どのように取り組めばよいか分からない

からというのが４割近くあります。これは改善

をしていくところかなと思っています。

ちなみに、鳥取県は、節電なりそれぞれ一人

一人ができることしていくということで、ウエ

ブで５分で診断ができるうちエコ診断というの

をやっています。いろいろな県が様々な取組を

していますので、それぞれ意識を高めていく、

美しいかけがえのない地球をしっかり後世まで

残していくために、一人一人が何ができるか、

小さいかもしれないけれども、その積み重ねだ

と思いますので 様々な努力を重ねながら頑張っ、

ていただければと思います。

答弁はいりません。

関連しまして、県有施設のＬＥＤ○川添委員

の普及率を把握していらっしゃいますか。

ＬＥＤの普及率について○長倉環境森林課長

は、今把握はできておりません。

太陽光発電設備について、現在、○川添委員

県有施設で、例えば本館から８号館とか、県内

の施設で、何か所に設置されていて、今後の設

置計画というようなものがあるんでしょうか。

、これからまださらに設置していく予定だとか

これまで何か所に設置してきたとかといったと

。ころを把握していらっしゃれば教えてください

現在、太陽光発電設備を○長倉環境森林課長

、 、導入している県有施設は 21施設ございまして

出力は合わせて834キロワットでございます。一

番大きいものは、総合農業試験場で340キロワッ

ト、それから、議会棟の上に10キロワット、防

災庁舎に９キロワットの太陽光発電設備を設置

しております。

今後の計画についても御質問が○岩切委員長

ありましたのでお答えください。
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今後の計画につきまして○長倉環境森林課長

は、今回、県庁７号館と延岡総合庁舎でモデル

的に行いまして、今後、屋根の形状であります

とか、載せやすい部分、載せられないところも

ございますので、施設の調査を行いたいと考え

ております。これは、全庁的に施設の所管課と

連携して、まず、可能性調査を行って、今後の

計画を立てていきたいと考えております。

ぜひ、ＬＥＤにしても、太陽光発○川添委員

電設備にしても、ＰＲ効果も高いので、積極的

に計画をつくって、日当たりとかもあるでしょ

うから、状態のいい場所に設置を進めていただ

きたいと思います。

ゼロカーボンがうたわれている○岩切委員長

んですが、新年度予算におけるゼロカーボン関

連のトータルの予算とはどのくらいになってい

ますか。県庁全体の予算額ということで把握さ

れていますか。

ゼロカーボン社会づくり○長倉環境森林課長

の推進ということで 全て含めますと55事業で96、

億2,300万円ということになっております。

それには森林吸収源としての森林整備等の公

共事業等も含まれておりますので、このような

大きな規模になっておりますが、普及啓発等の

事業でいきますと９事業で9,800万円、あと、産

業のゼロカーボン化の推進ということで、農政

水産部の事業も含めまして14事業で３億1,800万

円で、令和４年度の当初予算を組ませていただ

いております。

森林産業イノベーション人材創出○川添委員

モデル事業ですけれども、御説明を聞いて、少

し抽象的といいますか、産学官の学び合いによ

る森林産業の変革は分かるんですが、具体的に

資源循環型産業に変えていく、そして、産学官

のマッチング、そして、イノベーションをする

人材、例えばどういうことがイノベーションな

のか、具体的な形をもう少し説明していただけ

ないでしょうか。

この事業で一番の目的に○長倉環境森林課長

しておりますのは、地域の核となる人材づくり

でございます。

素材生産業者、製材業者、加工業者、森林・

林業産業に携わる方々はたくさんいらっしゃい

ますが、地域の中で核となって、周りを巻き込

みながら森林産業を成長化させていく、そのよ

うな人材をつくりたいと考えておりまして、今

年度も６月の補正予算でイノベーション人材の

モデル事業をお認めいただきまして進めている

んですけれども、地域のプレイヤー、素材生産

業者、製材加工業者、それぞれ林業の分野で働

いておられる方が、実際は、あまり別の方が具

体的にどういう作業とか仕事をされているのか

というのを知らないという部分も今年度の事業

で分かってまいりました。

切って使って植えるという資源循環型をやっ

ていく中では、森林産業のサイクルの中で、お

互いがどのようなことをやっているのかという

のも勉強しながら、その中で自分はどういう立

ち位置で課題に向き合っていけばいいのか、そ

のあたりを学び取ってもらい、将来に向けての

地域の核となってもらうということでの人材創

出を考えております。

その中のプログラムとして、まず事前学習会

で学んでいただいて、それぞれがどういうこと

をしているのかというのも含めて、本県の林業

の現状を学んでいただいて、現地訪問や職場訪

問とかも含めてやっていただきながら、課題を

共有して、対話を繰り返しながら、将来の課題

解決に向けての方向性を探るといったプログラ

ムにしているところです。
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その中で森林産業を変革させてい○川添委員

くということですよね。

例えば、それは機械化とか、ＩＴ化とか、そ

、ういったところの先端技術も導入していくとか

また、再造林についての新しい考え方とか、造

林する場所によっては困難なところも残されて

いる中で、そこを森林産業全体としてどう取り

組んでいくというところの変革、イノベーショ

ン、そういったところをもう少し具体的に出し

、ていけるといいのかなと思ったんですけれども

いかがですか。

この事業に参画していた○長倉環境森林課長

だく地域の人材の方々が、御自分の置かれた立

、 、場で どこに課題を持っておられるかによって

このイノベーションモデル事業の中で方向性が

変わってきます。例えば、スマート林業を進め

るべきという課題を持っておられる方がいらし

たら、その方向の議論が進んでいきますし、担

い手がいなくて困っているという話でいきます

と、それを変えるためにはどうしていったほう

がいいんだろうかという方向性になりますし、

この事業に参画いただく方によって、いろいろ

な課題が見えてくるものと考えております。

資料の中に妄想という言葉が使っ○ 原委員

てあります。普通、妄想というのは何かあまり

いいイメージとして使わないんだけれども、観

察・妄想・表現、空想でもないし、想像でもな

いし、少し違和感を覚えたものですから 初―

めて公的なことで妄想って言葉を 普通、妄―

、 、 、想というのは 何か少し病的な 何か物を見て

というのが妄想だと思うのですが、何となく意

味は分かるような、分からないような、国語的

にはどうなんですか。

妄想といいますと、いろ○長倉環境森林課長

いろなイメージで捉えられるかと思いますけれ

ども、自分が感じている課題や、目指すべき姿

といったところを、もやもやと頭の中で考えて

いくというところで妄想という言葉を使ってい

るところです。

感じは分かりましたが、幻覚や妄○ 原委員

想とか、そういう心理学的なところに使う言葉

かなと、森林産業イノベーションになじむのか

なという気がしたんですが、御検討ください。

環境森林課で新規事業３つは○武田副委員長

全てリンクしているような気がしまして、イノ

ベーション人材創出モデル事業、マネジメント

調査事業も、これをすることによって、森林の

吸収量がしっかりと安定していくという事業だ

と思うんです。

気になるのが、昔、僕たちのときのイメージ

は、個人が、自分の子供や孫のために一生懸命

、山を育てるといった感じだったんですけれども

今、再造林を実施しない理由は、夢が持てない

とか、仕事、なりわいとして成り立っていない

、 。というのが 今の私たちの感覚だと思うんです

、 、だから これを今後どのように変革しながら

循環型の林業をやっていくために、常にそこの

枕にゼロカーボンというのがついてくると、予

算は森林環境税を使うにしても、都市部では使

われていなくて、積み立てられている状況を見

たときに、これを確実に森林を持っていて国内

で吸収量をしっかりと維持しているところに使

えるように国に対して要望とかをやっていくべ

きだと思うんですけれども、そのあたりはどう

でしょうか。

先ほど、ゼロカーボン社○長倉環境森林課長

、会づくりのところで見ていただきましたように

森林等吸収量のうち、本県の割合は、全体の温

室ガス排出量の40％を相殺できるぐらいの量に

なっております。
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これが全国的な数字で見ますと、４％、５％

くらいになっておりますので、本県は森林等吸

収量で相当なポテンシャルがあり、アドバンテ

ージがある状況になっております。

ただ、先ほど 原委員からの質問にお答えし

ましたとおり、森林の高齢化で吸収量が減って

くるというところがございますので、そこをな

るべく維持するという部分で取り組みを進めて

いかなければならない。

この森林吸収量が本県のポテンシャルですの

で、そこを意識しつつ、森林整備等を行って、

また、スマート林業や高性能林業機械の導入等

で効率化を図りながら、森林経営がうまく回っ

ていく、夢を持って新規就業をしていただける

ような本県の森林施策を進めていきたいと考え

ております。

現状では、森林組合や伐採業○武田副委員長

者の方々が植林されている状況です。

個人では再造林もなかなか難しい状況ですの

で、そこをしっかりと検討をして、業界の皆様

とイノベーション人材創出事業とかマネジメン

ト調査事業を使って ゼロカーボンは本当に―

、 、大変な問題で 宮崎県だけの問題じゃないので

簡単にはいかないと思うんですけれども 環―

境森林部のほうでリーダーシップを取っていた

だいて、しっかりと取り組んでいただきたいと

思います。

今の武田副委員長の御意○河野環境森林部長

見に関しては、誠にそのとおりだと思っており

まして、再造林に関する部分、このマネジメン

トにしても、私ども環境森林部でも問題意識を

持っております。今、再造林率は本県が70％台

、 、なんですが 長期計画の中で80％はいかないと

今後循環していかないというようなことで、ま

だまだ足りないということもあります。

70％というのは、全国においては進んでいる

んですが、今後いろいろな理由で落ちてくる可

能性もありますから、再造林については私ども

としても問題意識を持っておりますので、一旦

ここで本質に立ち返って実態を探るということ

でこういう事業を上げさせていただきました。

先ほどのイノベーション人材でも、いろいろ

な人を育ててほしいんですが、例えば使う側の

製材業の方々が、木がなくなるといけないとい

う意識を持って再造林などの取組をする、先ほ

ど製材業も入っているということでしたから、

いろいろな取組の中でそういうような動きも期

待はしているところです。

ですから、いろいろな変革といいますか、こ

れまでどおりではやっていけないのかなという

ことで、改めて今回、マネジメントでいろいろ

原因を探ったり、イノベーション人材というこ

とで、これまでのようにそれぞれの分野で、素

材は素材だけ、製材は製材だけということでは

なく、全体を見てもらうような交流を通して考

えてもらう人材をつくっていきたいというのが

あります。

そして、ひいては、ゼロカーボン社会、非常

に森林のウエイトは大きいです。課長からもあ

りましたけれども、全国に比べて、本県は一定

程度アドバンテージがあります。先ほど４割と

いう話があり、基本的に森林資源量が多いとい

うことですが、一方では、木が高齢化している

んです。気象条件がいいということは、成長が

いいということで、戦後の拡大造林の中で、ど

んどん植樹した結果、今は８齢級以上の、40年

以上の木が８割程度の資源量になっています。

実際、ＣＯ₂を吸収するのは若い木のほうであ

りまして、それが全国的に言うと35年前後ぐら

い、それからすると、本県は成長がいいという
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ことで、もう少しピークが来るのが早いと思っ

ておりまして、高齢級の森林がある中で吸収量

を維持していかないといけないということで、

引き続き森林資源量というのも確保していかな

いといけないということがあります。

そういう意味で、国に対しても、一生懸命取

り組んでいるということで、森林整備事業で一

定程度造林する上での後押しになるものですか

ら、そのあたりを、ゼロカーボンにも資すると

いうことで引き続き要望もして、今ここで掲げ

た事業を全体的に回していきながら、循環型の

林業であったり、ゼロカーボンというのを目指

していきたいと思っております。

部長がいい答弁をしてくれたなと○山下委員

いう思いで聞いていました。

特に都城市は木材業界が多くて、製材業が多

いんですが、この前もその話をしたんです。ま

だ、問題点が分からないんです。例えば、製材

業の人たちも共に課題を解決していこうと、み

んな20年、30年したら木を切れる山がなくなる

と分かっていて心配しているんです。

その問題を、人手不足も含めて、どういう部

分を誰がどうやって担っていくのか。例えば、

皆さん方が基金を積んで、その基金で人を雇用

してやっていくのか、それとも、製材業の人た

ちが自ら人手を出すのか、そこ辺がまだ明確に

なっていないので、そこのところを、イノベー

、ションのいろいろな事業も組んでおられるので

問題解決のためには、早急にそういう問題は整

理して、40年、50年でまた木は切れるわけです

から、その間に育林をしっかりとやっていく協

。議会の立ち上げが必要かなと思っているんです

まさに委員からおっ○河野環境森林部長

しゃっていただいたように、今後のことを考え

た場合に、現時点でいろいろな実態を把握した

上で、今回のマネジメント調査の中で、これま

で取り組めていなかった方策等を含めて考えて

いきたい。その中の手法として、おっしゃった

ように、どういうやり方、手法も含めて、例え

ば、基金というやり方だったり、いろいろな協

議会という形だったりと、このマネジメント調

査事業の８ページ、事業内容及び効果の（２）

に書いてございますけれども、いろいろな出口

といいますか、課題、実態を基に見てくるもの

への対処を考えていきたいと思っております。

９ページに、アスベストアナライ○ 原委員

ザーを１台配備されるとあります。予算は808万

円ですが、１台がどのくらいするものですか。

808万5,000円が備品購入○佐沢環境管理課長

費で１台当たりの金額となります。

。 。○ 原委員 確認します これが800万円ですか

はい。○佐沢環境管理課長

大きさはどれくらいですか。○ 原委員

ハンディタイプで、10ペ○佐沢環境管理課長

ージの中程に写真がございますが 大きさは 20、 、

～30センチ位かと思っております。

メーカーは、ここしか作っていな○ 原委員

いというものなんですか。正直そんなに高いも

のなのかなとびっくりしていますけれども、ク

ーラーより高いですね。

これを造っているのはア○佐沢環境管理課長

メリカのメーカーであります。九州内でも大分

導入されておりますけれども、このメーカーの

ものを導入しておりまして、ほかのメーカーの

ものは聞いたことがございません。

使い方としては、本課に１台置い○ 原委員

ておいて、要請があったら出動して、県の専門

家がこの機械を使って分析するということです

か。

本課に１台整備をしまし○佐沢環境管理課長
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て、災害とか、そういうことがありましたら出

向いていって測定をします。

被検体に押し当てて、トリガーを引いて、１

秒か２秒で結果が出ます。アスベストが何％あ

ると表示が出ますので、すぐに判断できます。

それは使用料を取るとか、そうい○ 原委員

うことがあるんですか。

使用料は取りません。こ○佐沢環境管理課長

れは本県の大規模災害対策基金を使わせていた

だいて購入しますので、災害時に県民を被害か

ら守るということで、職員が出向いていって、

測定をして、業者への指導、飛散防止対策を徹

底するように指導したいと思っております。

歳出予算説明資料の213ページで○川添委員

す。合併処理浄化槽等普及促進ということで、

その中で１番から６番までありますが、そもそ

も浄化槽整備促進事業ということで、宮崎県の

下水の普及率をちゃんと把握された上で、合併

処理浄化槽の設置をされているのか。令和４年

度はどういった地区を重点的にやっていかれる

のか。

県全体の下水の普及率と重点取組地区、そし

て、今後の浄化槽設置の計画が分かれば教えて

ください。

本県の下水処理の率とい○佐沢環境管理課長

たしまして、公共下水道が大体 54.7％、あと、※

農業とか漁業の集落排水、ミニの公共下水道に

なりますけれども、これが3.7％、合併処理浄化

槽が 23.6％を占めておりまして、全体の 82％※ ※

。の前後の方がこういう下水処理をしております

残りの18％の方々のうち、単独処理浄化槽が9.7

％、くみ取槽が8.1％です。

公共下水道と農業集落排水事業は、環境森林

部では所管しておりませんけれども、県土整備

部や農政水産部に聞きますと、これ以上広げる

計画はないということです。

本県は人口が散在しておりますので、その特

徴に合わせると合併処理浄化槽の設置が一番適

していると思っております。浄化槽の設置につ

いては、市町村が計画して設置するものですの

で、市町村と連携して県からも後押しして、県

内全ての方々が下水処理の快適な生活を享受で

きるよう促進していきたいと思っております。

各市町村と連携して、県内各地に○川添委員

進めていくということですが、浄化槽１件当た

りで平均すると大体幾らぐらいの補助といいま

すか、支援ということになるんでしょうか。

合併処理浄化槽の設置に○佐沢環境管理課長

ついては、国も補助しております。基準額があ

りまして、大体90万円になっております。設置

については大体 90万円で、個人負担が一番小さ※

い５人槽で、 33万2,000円です。※

この個人負担以外を国・県・市町村で通常は

３分の１ずつを補助するというスキームになっ

ております。

ということは、何件ぐらい整備し○川添委員

ていく計画になっているのでしょうか。

県全体で、事務所とか補○佐沢環境管理課長

助対象にならない浄化槽も含めて大体例年2,200

基から2,500基が設置されておりまして、そのう

、ち35％から40％ぐらいを補助しておりますので

浄化槽の基数で言うと、大体800基から900基の

間が補助対象の基数となります。

普及率や、中山間地の状況といっ○川添委員

た難しい面もあると思いますけれども、引き続

き浄化槽設置整備事業を進めていただきたいと

思います。

13ページ、14ページの優良産業廃○河野委員

棄物処理業育成支援事業で、現状として、排出

※50ページに訂正発言あり
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事業者の一部については、処理費用ができるだ

け安価な産廃処理業者を選ぶという傾向がある

ため、対策として優良産廃処理業者の認定を高

める、宮崎県産業資源循環協会で優良業者を認

定する動きを県が支援していくという取組です

よね。

これは、改めての取組ということですが、今

までと違う、ここに力を入れていますよという

のがありましたら教えてください。

本年度も既存の事業○鍋島循環社会推進課長

といたしまして、環境産業育成支援事業という

のも行っております。

その事業につきましては、14ページの下のほ

うの事業内容、①と③は環境産業育成支援事業

で行っておりました。それに人材育成を加えた

ところでございまして、結局は産業廃棄物業に

従事しておられる方々が、廃棄物処理法の内容

をよく理解し、それを実践で使っていただくこ

とが必要になってまいりますので、これを協会

、 、にお願いいたしまして しっかりその辺の教育

人材育成をしていただくということで考えたと

ころでございます。

ここのところを少し変えてポイントとして力

を込めたということでございます。

実態として、県外業者については○河野委員

少しずつの伸びがありますが、県内業者につい

ては１事業者程度の増加ということで、改めた

人材育成支援に取り組んでいけば、この部分は

上がると読まれているんでしょうか。

人材を入れたから認○鍋島循環社会推進課長

定数が増えるということにはなかなかならない

と思っております。

ただ、優良の産廃業者につきましては、先ほ

ども御説明いたしましたけれども、リサイクル

と、廃棄物をゼロにするというところは意識が

高うございまして、その流れが徐々に宮崎県に

も押し寄せてくるだろうと、そうしたときに、

、優良認定を持っているかいないかというところ

また、環境の意識はどれくらいあるのかという

。ところは問われてくるだろうと考えております

そのために、早め早めに手を打って、協会と

連携しながら、そういった業者育成に努めてま

いりたいと考えているところでございます。

２ページの債務負担行為なんです○右松委員

けれども、令和４年度に日本政策金融公庫が林

業公社に融資したことによって損害を受けた場

合の損失補償ということで、20年間で、借入限

度額として２億3,178万円となっていますが、こ

れはあくまでも必要が生じた場合に、その限度

額の範囲内で負担をするということでよろしい

でしょうか。

今、委員から御質問○右田森林管理推進室長

があったとおり、これは限度額ということで、

。この範囲内で補償をするということになります

利率が年2.5％以内ということです○右松委員

が、以内ということは、これはどういうふうに

認識すればよろしいですか。少し高いかなと思

うんですが。

実際の利率はまだ低○右田森林管理推進室長

いんですけれども、利率がどう変動するか分か

らないというところもありまして、毎年高いほ

うの利率で設定させていただいているところで

あります。

政府系金融機関ですから、恐らく○右松委員

高くても１％弱だから、その辺はそれぞれの中

身によって違いますけれども、2.5％ならかなり

、 、高いと感じましたので それ以内ということで

これはまたそのときに応じてしっかりと対応を

してもらうといいかなと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。
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次に、その他報告事項に関する○岩切委員長

説明を求めます。

常任委員会資料の39ペー○長倉環境森林課長

ジを御覧ください。

環境森林部の令和４年度組織改正案について

御説明します。

表内に下線で示しておりますように、環境森

林課にあります温暖化・新エネルギー対策担当

について、環境施策の総合調整機能を担う環境

計画担当と、ゼロカーボン社会の実現に向けて

市町村との連携や全庁的な取組をリードするゼ

ロカーボン社会づくり担当に再編するものであ

ります。

第四次宮崎県環境基本計画の重点プロジェク

トに掲げたゼロカーボン社会づくりを名称とす

る新たな担当を立ち上げることによって、取組

姿勢を庁内外に明確に示すとともに、ゼロカー

ボンの取組を加速化させるため、先に御説明し

ました令和４年度新規・重点事業の推進と併せ

て、これまで以上に関係部局等との調整や県民

・事業者への普及啓発に注力してまいります。

執行部の説明が終了しました。○岩切委員長

その他報告事項についての質疑はございませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で環境森林課、○岩切委員長

環境管理課、循環社会推進課の議案の審査を終

了いたします。

環境森林部の審査の途中ですが、まもなく正

午となりますので、残りの審査は午後からとい

うことで御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、委員会は午後１時か○岩切委員長

ら再開いたします。暫時休憩いたします。

午前11時54分休憩

午後１時０分再開

委員会を再開いたします。○岩切委員長

自然環境課、森林経営課、山村・木材振興課

。 。の議案の審査を行います 順次説明を求めます

歳出予算説明資料の219ペ○藤本自然環境課長

ージを御覧ください。

自然環境課の当初予算は、左から２列目の欄

にありますように 一般会計で37億9,870万3,000、

円をお願いしております。

以下、主なものについて御説明いたします。

221ページを御覧ください。

中段の（事項）自然保護対策費1,306万3,000

円であります。これは、自然環境の保護等に要

する経費で、主な事業は説明欄の６、生物多様

性地域活動等推進事業で、森林生態系をはじめ

とする豊かな自然環境を保護し、生物多様性の

保全を図るため、宮崎県野生動物の保護に関す

る条例に基づいて希少野生動植物やその重要生

息地の指定のほか、森林生態系等の保全活動等

を支援するものであります。

222ページを御覧ください。

上から２番目の（事項）公共工事品質確保強

化対策費1,422万5,000円であります。これは、

治山事業などの公共工事における適正な下請け

契約の履行と公共工事の品質確保を図るため、

宮崎県建設技術推進機構に委託して、施工体制

監視チームによる現場点検を実施するものであ

ります。

次に、下段の（事項）荒廃渓流等流木流出防

止対策事業費3,000万円であります。これは、台

風などの異常な降雨等に伴い、渓流に堆積した

、 、流木や 渓流沿いにある不安定な立ち木の伐採

撤去などを行い、流木の下流への流出を防止す

るものであります。
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次に、一番下の（事項）森林病害虫等防除事

業費9,207万2,000円であります。これは、松く

い虫被害を防止するため、ヘリコプター等によ

る薬剤散布や被害木の伐倒駆除などに要する経

費であります。

223ページを御覧ください。

中段上の（事項）山地治山事業費21億9,277

万4,000円であります。これは、台風や集中豪雨

による荒廃山地を復旧するための復旧治山事業

や、災害を未然に防止するための予防治山事業

などを実施するものであります。

次に、その下の（事項）緊急治山事業費１

億4,794万6,000円であります。これは、当年度

の台風災害等により、新たに発生、拡大した荒

。廃山地を緊急的に復旧整備するものであります

224ページを御覧ください。

上段の（事項）保安林整備事業費３億4,019

万9,000円であります。これは、水源涵養等の公

益的機能が低下した保安林において、植栽や下

刈り、除間伐等を実施し、保安林が有する公益

的機能の維持増進を図るものであります。

次に、その下の（事項）県単治山事業費7,458

万2,000円と、その下の（事項）県単補助治山事

業費１億433万1,000円であります。これらは、

県や市町村において、国庫補助の対象とならな

い小規模な災害復旧や治山施設の維持管理等を

行うものであります。

225ページを御覧ください。

上段の（事項）鳥獣保護費3,271万9,000円で

あります。これは、野生鳥獣の保護等に要する

経費であります。

その下の（事項）鳥獣管理費6,875万8,000円

は、鳥獣被害対策や生息実態調査等に要する経

費であります。

説明欄の５、改善事業、鳥獣保護区等周辺地

域野生鳥獣管理対策事業につきましては、後ほ

ど常任委員会資料で説明させていただきます。

次に、一番下の（事項）狩猟費1,303万9,000

円であります。これは、狩猟免許試験の実施や

免許の更新、狩猟者の登録等に要する経費であ

ります。

226ページを御覧ください。

中ほどの（事項）自然公園事業費１億735

万3,000円であります。これは、自然公園の利用

や維持管理等に要する経費であります。

説明欄の７、自然公園利用拠点整備・魅力発

信事業につきましては、後ほど常任委員会資料

で御説明させていただきます。

次に、その下の（事項）九州自然歩道管理事

業費1,303万4,000円であります。これは、九州

自然歩道の管理等に要する経費であります。

次に、一番下の（事項）自然公園等整備事業

費１億8,498万9,000円であります。これは、国

立公園、国定公園等の整備に要する経費であり

ます。

227ページを御覧ください。

一番下の（事項）治山施設災害復旧費３億円

であります。これは、台風等により治山施設が

被害を受けた場合の復旧に要する経費でありま

す。

それでは、常任委員会資料の15ページを御覧

ください。

改善事業、鳥獣保護区等周辺地域野生鳥獣管

理対策事業であります。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、狩猟が禁止されている鳥獣保護区等

の周辺地域での農林作物被害を防止するため、

電気柵等の設置を支援するとともに、各地域に

。おける捕獲技術者の養成を行うものであります

２の事業概要ですが （１）予算額は1,161、
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万1,000円であります。

（ ） 、 、５ の事業内容ですけれども ①の事業は

市町村への補助事業であり、これまでの助成対

象にソーラー型電気柵及びアナグマ等を捕獲す

る小型箱わなを追加することとしております。

②の事業は、県において専門家による捕獲者

の初心者・経験者それぞれの技術レベルに対応

した実践的なわな捕獲講習会を実施することと

しております。

３の事業効果につきましては、野生鳥獣への

被害防止対策と捕獲技術の向上によりまして、

農林作物被害の軽減を図ってまいりたいと考え

ております。

、 、右のページの上段に 鳥獣被害の現状と課題

下段に事業内容を記載しておりますので、後ほ

ど御覧ください。

続きまして、17ページを御覧ください。

自然公園利用拠点整備・魅力発信事業であり

ます。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、自然公園の利用拠点におきまして、

アフターコロナを見据え、安全・安心な利用環

境を整備するため、感染拡大防止に対応した施

設の整備・改修を行うとともに、自然公園の認

知度を高めるため、ホームページ等を通じてそ

の魅力を発信するものであります。

２の事業の概要を御覧ください。

（ ） 。１ の予算額は8,764万4,000円であります

（５）の事業内容ですが、①の事業は、トイレ

の手洗い場の自動水栓化などを行って、感染拡

大防止に対応した県有施設の整備・改修を行う

ものであります。

②の事業は、ホームページ等を通じまして、

動画コンテストの開催や、地元で観光を楽しむ

マイクロツーリズムの普及を見据えて、県民向

けの魅力発信等に取り組むものであります。

３の事業効果につきましては、自然公園の利

用者の満足度が向上し、長期滞在者やリピータ

ーの増加につながり、地域経済の活性化にも寄

与するものと考えております。

右のページの上段に、自然公園を取り巻く現

状と課題、下段に事業の内容のイメージを記載

しております。

お手元の歳出予算説明資○ 島森林経営課長

料の229ページを御覧ください。

森林経営課の当初予算は、表の一番上、左か

ら２列目の欄にありますように、一般会計と特

別会計を合わせまして91億4,103万5,000円をお

願いしております。

、 。それでは 主な事業について説明いたします

232ページを御覧ください。

下から２番目の（事項）林業担い手育成研修

費の改善事業、みやざき林業大学校担い手育成

総合研修事業につきましては、後ほど常任委員

会資料で説明させていただきます。

233ページを御覧ください。

中ほどの（事項）みやざきスマート林業推進

費の新規事業、新たな森林調査システム検証事

業につきましても、後ほど委員会資料で説明さ

せていただきます。

234ページを御覧ください。

中ほどの（事項）森林整備事業費21億8,283

万2,000円であります。これは、造林や下刈り等

の保育、作業道開設などの森林整備を行う森林

所有者等を支援するものであります。

一番下の（事項）再造林対策事業費１億404

万8,000円であります。これは、下刈り作業の労

働軽減方法の実証や、品種の明確な苗木の安定

供給を支援するものであります。

その下の、235ページにあります説明欄４の改
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善事業、成長に優れたコンテナ苗供給体制整備

事業につきましては、後ほど委員会資料で説明

させていただきます。

次の（事項）水を貯え、災害に強い森林づく

り事業費の改善事業、水を貯え、災害に強い森

林づくり事業につきましても、後ほど委員会資

料で説明させていただきます。

次の（事項）林業公社費６億1,821万1,000円

であります。

説明欄の１、貸付金は、一般社団法人宮崎県

林業公社の円滑な運営を図るため、日本政策金

融公庫等からの長期借入金への償還に必要な資

金を公社に貸し付けるものであります。

次の（事項）地方創生道整備推進交付金事業

費18億3,752万6,000円であります。これは、山

村地域の交通ネットワークづくり及び森林整備

。に必要な林道の開設などを行うものであります

237ページを御覧ください。

中ほどの（事項）林業技術センター管理運営

費１億22万4,000円であります。これは、林業技

術センターの施設管理や試験研究を行うもので

あります。

一番下の（事項）林道災害復旧費25億2,465

万2,000円であります。これは、令和４年度にお

ける林道災害の発生に備えて、国庫補助事業に

よる復旧予算を計上するものであります。

239ページを御覧ください。

山林基本財産特別会計についてであります。

一番上の段、左から２列目の欄にありますよ

、 。うに 予算額は１億4,034万5,000円であります

その下の（事項）県有林造成事業費6,803万円

でありますが、これは、県有林の間伐などに要

する経費であります。

241ページを御覧ください。

拡大造林事業特別会計についてであります。

一番上の段、左から２列目の欄にありますよ

、 。うに 予算額は２億1,469万8,000円であります

その下の 事項 県行造林造成事業費１億5,943（ ）

万7,000円でありますが、これは県行造林の間伐

などを実施いたしますとともに、立木販売によ

る収益を森林所有者等へ交付するものでありま

す。

続きまして、常任委員会資料の19ページを御

覧ください。

改善事業 「みやざき林業大学校」担い手育成、

総合研修事業であります。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、みやざき林業大学校におきまして、

実践的な人材育成を総合的に行うため、各種の

研修を効果的に実施するとともに、研修の充実

に必要な施設の整備を行うものであります。

２の事業の概要ですが （１）予算額は9,753、

万2,000円であります。

（ ） 、 、５ の事業内容ですが ①の研修事業では

右側20ページの表にお示ししていますように、

長期課程など５つの研修コースにおきまして人

材育成を実施することとしております。

②の運営事業では、研修指導員の配置やオー

プンキャンパスの開催など、広報・募集活動を

実施することとしております。

③の研修環境整備事業では、苗木生産研修用

ハウスの整備など、研修生が効果的に学習でき

る環境を整備することとしております。

３の事業効果といたしまして、林業大学校の

円滑な運営や新規就業者の確保、技術の向上が

図られ、本県林業・木材産業をリードする人材

が総合的に育成されるものと考えております。

続きまして、21ページを御覧ください。

改善事業、成長に優れたコンテナ苗供給体制

整備事業であります。
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この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、再造林に必要な成長に優れた優良苗

木の安定供給を図るため、生産技術研修会の開

、 、催や 生産施設の整備などを支援いたしまして

コンテナ苗の生産拡大を推進するものです。

22ページの現状と課題を御覧ください。

（１）にありますように、資源循環型林業を

推進するためには、適切な再造林が不可欠であ

り、再造林に必要な優良苗木の生産拡大が求め

られております。

また （２）の再造林の省力化・低コスト化を、

図るためには、植栽後の活着がよく、通年での

植栽が可能な成長に優れたコンテナ苗の生産拡

大が必要であります。

しかしながら （３）にありますように、コン、

、テナ苗生産には施設整備等の初期投資がかかり

技術の習得も必要であり、生産開始当初は生産

量が上がらず、生産者の経営が安定しない状況

にあります。

２の事業概要ですが （１）予算額は2,152万、

円であります。

（５）の事業内容は、①の生産技術向上事業

では、研修会の開催や苗木経営生産相談員の配

置を、②の生産体制整備事業では、自家採穂園

及び生産施設の整備に対する支援を、③の生産

トライアル事業では、新規生産者及び林福連携

による穂木確保や、試験的生産を支援すること

としております。

３の事業効果といたしましては、コンテナ苗

の生産拡大によりまして、低コスト再造林を推

進し、資源循環型林業の確立や県土の保全、森

林吸収量の確保による2050年ゼロカーボン社会

の実現に寄与するものと考えております。

23ページを御覧ください。

改善事業、水を貯え、災害に強い森林づくり

事業であります。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、公益上重要な森林を対象に、伐採後

の速やかな再造林や、荒廃林地における広葉樹

造林を進めますとともに、広葉樹造林マニュア

ルを作成し、多面的機能を発揮する豊かな森林

づくりを推進するものであります。

。右側の24ページの現状と課題を御覧ください

（２）にありますように、本県の人工林が収

穫期を迎え、主伐が進む中、適切な再造林の実

施が課題となっております。

、（ ） 、また ３ のゼロカーボン社会の実現に向け

ＣＯ の吸収効果の高い森林への若返りによる２

貢献が期待されております。

このため （４）の県では、県森林環境税を活、

用し、広葉樹植栽や速やかな再造林（針葉樹）

、 、により 森林の整備・保全に努めておりますが

引き続き取り組んでいく必要があります。

左側の23ページに戻っていただき、２の事業

概要ですが （１）予算額は１億6,135万4,000円、

であります。

（５）の事業内容は、①の水土保全の森林づ

くり事業では、水土保全機能の低下を防止する

ための伐採後の速やかな再造林を支援すること

としております。

また、②の広葉樹造林等推進事業では、水源

地等の上流で放置された森林を対象に行う広葉

樹の植栽などを支援するとともに、効果的な広

葉樹造林を推進するために、広葉樹造林マニュ

アルを作成することとしております。

３の事業効果につきましては、植栽等の森林

施業を行うことで、水源涵養等の公益的機能が

向上いたしますとともに、2050年ゼロカーボン

社会の実現に寄与するものと考えております。

25ページを御覧ください。
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新規事業、新たな森林調査システム検証事業

であります。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すように、森林の立木本数や直径、樹高等の調

査につきまして、従来行っている毎木調査方法

と、ドローンや地上レーザー機器を用いたレー

ザー計測による手法について、比較・検証を行

いますとともに、産学官が連携し、レーザー計

測データを活用した新たな森林施業モデルにつ

いて検討会を開催し、スマート林業の加速化を

図るものであります。

。右側の26ページの現状と課題を御覧ください

（１）の森林調査の手法につきましては、労

力を要する従来の人力による毎木調査法から、

先端技術を用いた方法への変革による省力化が

求められておりますが、調査精度の確保など、

現場へ導入するために解決すべき課題が残され

ております。

また （２）のレーザー計測による調査で取得、

いたしましたデータを有効に活用して、再造林

、対策等の新たな森林施業モデルについて検討し

普及していくことが必要であります。

左側の25ページに戻っていただきまして、２

の事業概要ですが （１）予算額は1,550万円で、

あります。

（５）の事業内容は、①の事業では、これま

で人力による毎木調査法に頼らざるを得なかっ

た森林調査方法について、ドローンや地上レー

ザーの先端技術を用いた調査手法の検証を、ま

た、②の事業では、レーザー計測データを活用

し、再造林後の下刈りに省力化機械を導入する

など、新たな森林施業モデルの検討を行うこと

としております。

３の事業効果につきましては、省力化機械等

による新たな森林施業モデルや先端技術を用い

た森林調査手法の普及によりまして、森林施業

の効率化、省力化が図られるものと考えており

ます。

当初予算につきましては、以上であります。

続きまして、特別議案を御説明いたします。

常任委員会資料の37ページを御覧ください。

議案第21号「使用料及び手数料徴収条例の改

正について」であります。

１の改正の理由は、試験研究機器の新設等に

伴い、関係する使用料及び手数料の項目を改正

するものであります。

２の改正の内容は、まず、林業技術センター

につきましては、苗木の品種を明確にするため

の林業用種苗のＤＮＡ分析機器の新設に伴いま

して、１件につき5,100円の手数料を設定するも

のであります。

、 、次に 木材利用技術センターにつきましては

中高層建築物等の木質部材の研究開発を進める

ために、老朽化していた短柱圧縮試験機を、大

断面部材の試験にも対応できる機器に更新しま

すことから、減価償却費の増により、手数料を

１万845円から２万5,205円に改正するものであ

ります。

また、老朽化した機器の処分に伴い、９件の

使用料及び手数料を削除するものであります。

３の施行期日は、令和４年４月１日としてお

ります。

38ページを御覧ください。

議案第33号「林道事業執行に伴う市町村負担

金徴収について」であります。

これは、令和４年度に県が実施する林道事業

について、市町村から負担金を徴収するもので

あります。

１の地方創生道整備推進交付金事業について

、 、 、は 林道開設３路線 林道改良２路線について
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事業費の100分の10を延岡市など５市町村か徴収

いたします。

２の森林環境保全整備事業については、林道

開設１路線について、事業費の100分の10を西米

良村から徴収します。

３の山のみち地域づくり交付金事業について

は、林道開設２路線について、事業費の100分の

５を西米良村から徴収します。

４の県単林道災害復旧事業については、事業

費の100分の10を上記に該当する路線において、

県が林道の災害復旧を実施する場合に徴収しま

す。

対象となる市町村からは、既に同意を得てお

りますが、地方財政法第27条第２項の規定によ

、 。りまして 議会の議決に付するものであります

歳出予算説明資料○有山山村・木材振興課長

の243ページを御覧ください。

当課の令和４年度当初予算額は、左から２列

目、当初予算額の欄にありますように49億8,058

万4,000円をお願いしております。

、 、その内訳は 一般会計が40億7,771万6,000円

特別会計が９億286万8,000円であります。

主な事項について御説明いたします。

245ページを御覧ください。

上から６段目の（事項）林業・木材産業構造

改革事業費11億5,068万1,000円でありますが、

下の説明欄にあります４の林業経営構造対策事

業費補助金の１億1,414万7,000円は、高性能林

業機械の導入支援等でございまして、５の木材

産業構造改革事業費補助金の９億1,857万1,000

円は、木材加工流通施設等の整備支援など、主

に国庫補助事業の国への要望額を計上しており

ます。

１つ下の 事項 木材産業振興対策費24億3,733（ ）

万5,000円でありますが、説明欄１の木材産業等

高度化推進資金の13億7,344万9,000円、２の木

材産業振興対策資金の10億1,587万5,000円につ

きましては、素材生産や製品流通の合理化・効

率化等に取り組むための融資を行うものであり

ます。

６の改善事業、流木抑制等バイオマス活用促

進事業につきましては、後ほど常任委員会資料

で御説明いたします。

246ページを御覧ください。

中ほどの（事項）木材需要拡大推進対策費１

億5,172万8,000円であります。

説明欄２、３の改善事業、みやざきＷＯＯＤ

・ＬＯＶＥ推進事業、みやざき材を魅せる「空

間・人」づくり事業、及び４のみやざきスギ快

適空間創出事業につきましては、後ほど常任委

員会資料で説明いたします。

一番下にあります（事項）林業担い手総合対

策基金事業費１億7,539万1,000円であります。

247ページの説明欄の５を御覧ください。

就労環境対策事業１億641万9,000円は、事業

主が負担する社会保険等の掛金を一部助成する

ものであります。

６の林業労働安全対策推進事業657万3,000円

は、林業従事者の安全意識の向上や、労働災害

を抑制するため、安全衛生指導員による伐採現

場等への安全指導や、災害が多く発生している

伐木造材に関する安全教育研修等を行うもので

あります。

次の（事項）しいたけ等特用林産物振興対策

事業費6,859万1,000円でありますが、説明欄３

の日向備長炭生産振興対策事業400万円は、備長

炭用原木林の生育状況の調査等を通じて、原木

の確保が容易となるよう団地化計画を作成する

とともに、新規生産者等に対しまして、原木の

伐採、搬出技術などの研修を実施するものでご
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ざいます。

４のしいたけ等特用林産物生産体制強化事業

については、後ほど常任委員会資料で御説明い

たします。

248ページを御覧ください。

林業改善資金特別会計であります。

これは、議案第８号で提出しております特別

会計でありますが、説明はこの資料でさせてい

ただきます。

一番下の（事項）林業・木材産業改善資金対

策費９億286万8,000円であります。これは、経

営の改善や新たな生産方式を導入するための施

。設整備等に対する無利子の貸付金でございます

常任委員会資料の27ページを御覧ください。

改善事業、流木抑制等バイオマス活用促進事

業であります。

１の事業の目的・背景にございますように、

本事業は伐採後に搬出されない林地残材を収集

運搬し、木質バイオマスとして有効活用する取

組を支援するものでございます。

予算額は2,685万円で、事業期間は令和４年度

から６年度までであります。

右の28ページの現状と課題を御覧ください。

現在、短尺材や枝条、いわゆる伐採した丸太

の端材や枝葉の多くは、収集運搬にコストがか

かり、チップ加工にも手間がかかることから、

その多くが林地に残される状況にございます。

山林に放置された林地残材は、大雨等で流木

となって海岸漂着物や災害につながるおそれが

あるばかりでなく、再造林の支障にもなってお

ります。

一方、県内外では、木質バイオマス発電施設

の新設計画に伴い、今後、木質バイオマスの需

要の増加が見込まれております。

、 、そこで 事業内容及び効果にありますとおり

林地に残される短尺材や枝条を伐採後や伐採搬

出時に収集運搬しまして、木質バイオマスとし

。て活用する取組への支援を行うものであります

これによりまして、流木の抑制や再造林が促

進されるとともに、再生可能な森林資源の有効

活用を図ってまいりたいと考えております。

29ページを御覧ください。

しいたけ等特用林産物生産体制強化事業であ

ります。

１の事業の目的・背景にありますように、本

、 、事業は 県産特用林産物の経営の安定強化など

生産振興を図るため、生産施設の整備等の支援

や、生産技術の習得・向上のための研修・指導

を行うものであります。

予算額は4,151万5,000円で、事業期間は令和

４年度から６年度までであります。

30ページの現状と課題を御覧ください。

生産者の高齢化や担い手不足によりまして、

生産量は減少傾向にあります。しいたけの原木

伐採など重労働な作業が高齢生産者の早期引退

や若年者の新規参入の障壁となっております。

また、生産性の向上につながるグラップル等

、 、の機械は高額で 生産者の負担が大きいことや

担い手として若年生産者が少なく、技術継承が

困難な状況にあります。

、 、そこで 事業内容及び効果にありますように

①の生産基盤強化事業では 人工ほだ場やグラッ、

プル等の機械、軽労化を図るためのアシストス

ーツなどの導入経費を支援しまして、②の新規

参入者等育成・確保事業では、原木しいたけ新

規参入者向けの基礎研修に加えまして、経験年

数５年以上の生産者を対象としたステップアッ

プ研修を実施することとしております。

、 、また ③のしいたけ等品質向上推進事業では

中山間地域の貴重な収入源である干ししいたけ
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の生産意欲の高揚と品質向上を目的とした乾し

いたけ品評会を開催することとしております。

これらの取組によりまして、産地間競争力の

向上や県産ブランドの維持とともに、生産者の

所得向上と山村地域の活性化を図ってまいりた

いと考えております。

31ページを御覧ください。

改善事業、みやざきＷＯＯＤ・ＬＯＶＥ推進

事業であります。

１の事業の目的・背景にありますように、本

事業は、木材利用の意義について県民への理解

を促すため、普及啓発活動等を実施するもので

ございます。

予算額は2,550万5,000円で、事業期間は令和

４年度から６年度までであります。

右の32ページの現状と課題を御覧ください。

昨年の木材利用促進条例や、改正木材利用促

進法の施行等によりまして、木材利用への機運

が高まる中、全県的な木づかい運動を加速化さ

せる取組や、木育活動を着実に推進するための

人材育成を含めた推進体制の構築が必要といっ

た課題がございます。

そこで、事業内容及び効果にございますよう

に （１）みやざき木づかい活動推進事業では、、

県民会議によります木づかい運動の展開や、東

京オリンピック・パラリンピック競技大会の選

手村ビレッジプラザの部材として、本県から提

供しましたオリパラ材を活用しましたＰＲ等を

実施することとしております。

、 （ ） 、また 下の ２ みやざき木育推進事業では

園児等を対象としました木育を推進するための

、木育プログラムの開発や人材育成に加えまして

木育活動及び木製遊具の導入に対して支援する

ものであります。

これらの取組等によりまして、県産材の需要

拡大や2050年ゼロカーボン社会の実現に寄与す

るものと考えてございます。

続いて、33ページを御覧ください。

改善事業、みやざき材を魅せる「空間・人」

づくり事業であります。

１の事業の目的・背景でありますが、非住宅

分野における木材利用を推進するため、木材強

度等を表示したＪＡＳ認証材等の普及促進を図

るとともに、建築士のスキルアップセミナーな

どの開催や中大規模木造施設の設計支援を行う

ものであります。

予算額は、898万8,000円で、事業期間は令和

４年度から６年度までであります。

右の34ページの現状と課題を御覧ください。

人口減少によります住宅着工戸数の落ち込み

によりまして、住宅分野での木材需要の減少が

、 、見込まれる中 非住宅分野における木材利用や

外材から国産材への転換など、新たな需要を創

出していくことが必要となっております。

特に、中大規模建築物が大半を占める非住宅

分野での需要拡大に向けては、ＪＡＳ認証材な

ど品質・性能の確かな製材品の安定供給や、木

造設計に関しては、設計技術だけではなく木材

。に関する知見等の習得が必要となっております

、 、そこで 事業内容及び効果にありますように

①のＪＡＳ認証材等普及促進対策事業では、Ｊ

ＡＳ認証材等の普及に向けた研修会を実施しま

して、ＪＡＳ認証の新規取得に要する経費を支

援することとしております。

また ②のみやざき木材マイスタースキルアッ、

プ事業では、建築士の設計スキルの向上に加え

まして、県内の木材流通に関するセミナーを実

施するほか、③の設計支援事業では、中大規模

木造施設建築に係る設計経費の支援を行うこと

としております。
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これらの取組によりまして、非住宅分野をは

じめ、さらなる県産材の利用促進につなげてま

いりたいと考えております。

35ページを御覧ください。

みやざきスギ快適空間創出事業であります。

１の事業の目的・背景ですが、ポストコロナ

における県産材の需要拡大を図るため、県産材

を活用した快適な生活空間を兼ね備え、感染拡

大防止にも配慮した施設整備等を支援するもの

でございます。

予算額は8,500万円で、事業期間は令和４年度

の単年度でございます。

右の36ページの現状と課題を御覧ください。

感染症の影響の長期化に伴いまして、県民生

活のあらゆる場面で感染拡大防止対策を継続的

に行うことが必要なことや、先ほども御説明い

たしましたように、今後は木材利用が進んでい

ない非住宅分野での木材需要を創出していくこ

とが必要であります。

そこで、事業内容及び効果の写真にございま

すように、３密に配慮した木造施設の整備やリ

フォームによる内装木質化、さらには屋外利用

やパーティションの設置など、県産材を活用し

た施設整備等へ、引き続き支援することとして

おります。

これらの取組によりまして、新型コロナの感

染拡大の防止や、県産材の需要拡大につなげて

まいりたいと考えております。

続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

に係る対応状況について御説明いたします。

決算特別委員会の指摘要望事項に係る対応状

況の10ページを御覧ください。

「県産木材の利用拡大について、引き続き、

木造建築物の専門知識を有する人材の育成に取

り組むとともに、県際収支を意識した木材の地

産外消につながる積極的なＰＲを行うこと」と

いう御指摘をいただいております。

木材の生産県である本県におきましては、県

内需要を地産地消で十分に賄うことに加えまし

て、県外需要を開拓し、県際収支を意識した地

産外消を積極的に進めていくことが重要でござ

います。

このため、県では県内での県産木材の地産地

消の推進に向け、住宅分野はもとより、県有施

設等の公共建築物への利用を進めるとともに、

駅などの公的スペースの木造・木質化への支援

を行っておりまして、先ほど常任委員会資料で

御説明いたしました改善事業、みやざき材を魅

せる「空間・人」づくり事業におきましては、

木材利用が進んでいない非住宅分野の設計スキ

ルを持つ建築士の育成等に引き続き取り組むこ

ととしております。

一方、県外への地産外消に向けましては、住

宅分野はもとより商業施設等の非住宅分野や内

装、家具などにおける新たな需要開拓に向けた

都市部でのイベント等への出展やセミナー開催

など、産地としての魅力を含めて県産木材をＰ

。Ｒするプロモーション活動を展開しております

また、改善事業、都市との連携による「みや

ざき材」利活用推進事業におきましても、川崎

市との連携を継続して進めますとともに、都市

部との連携をさらに強化、拡大するため、改正

木材利用促進法に基づく、建築物木材利用促進

協定締結に向けた支援等に取り組むこととして

おります。

今後とも、このような取組を推進するととも

に、都市部をはじめ県外消費地における県産木

材のＰＲなど、さらなる利用拡大に向けて積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

議案に関する説明が終了いたし○岩切委員長
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ました。質疑はございませんか。

委員会資料の16ページ、鳥獣別被○川添委員

害の状況のその他の欄があるんですけれど、も

しここの内訳が分かれば簡単に御説明いただけ

ないでしょうか。

その他の欄は、鳥類です○藤本自然環境課長

とか小型の動物、アナグマとかタヌキとかそう

いったものになります。鳥類では、カラスとか

ヒヨドリの被害が主に出ておりますので、それ

がその他に含まれております。

主な被害の種類が分かりますか。○川添委員

その他の獣類による被害○藤本自然環境課長

の中身につきましては、先ほど、鳥類と話しま

したけれども、これは果実類です。ミカンとか

柿とか、そういった果実類が鳥の被害を受けて

いるということであります。

あと、アナグマとかタヌキにつきましては、

畑のスイカといった農作物が被害を受けており

ます。

鳥獣別被害の状況については、年○川添委員

々改善どころか被害が増えてきているというこ

とで、なかなか対策が追いついていないという

ことが見受けられるわけですけれども、駆除に

協力してくださる狩猟者の方々は県内に何人ぐ

らいるのか、この人数の推移が分かれば教えて

ください。

狩猟免許の保持者という○藤本自然環境課長

ことでお答えさせていただきますと、県内全体

で、延べ人数になりますが、現在5,617名であり

ます。少し前になりますけれども、平成30年

は5,449名ということで、若干ですが増えている

状況にあります。

ただ、ピーク時の昭和51年頃ですと１万5,000

人ということであります。

あと、年齢構成も60歳以上が７割ということ

、 。で 高齢化も進んでいるという状況にあります

駆除に協力してくださる狩猟者の○川添委員

方々も減ってきているということで、いろいろ

聞くところによると、この免許は警察のほうな

んですけれども、非常に審査といいますか、条

件が厳しくて、例えば本業のお仕事で裁判を抱

えていた経験があったとかいう方は除外された

りするんです。

そういったところで、希望してぜひ狩猟した

いという方も、免許取得の条件に該当するんで

すけれども、希望しても審査を受けられないと

かいう方もいらっしゃいます。そこら辺、また

警察とも意見交換しながら、駆除とか、狩猟に

興味を持ってきちっとした資格を受けたい方の

募集というか、啓発活動というか、そういった

ものも少し視野に入れてやっていかれる予定は

ないのか伺います。

今、おっしゃられた警察○藤本自然環境課長

の取扱いが厳しいという件ですけれども、それ

は銃刀法の関係で銃の取扱いにつきましては過

去のいろいろな法的なところに抵触していない

か、そういったところの調査というのがありま

すので、そのあたりの要件の厳しさというのは

あるかと思います。

ただ、一方で銃ではなく、くくりわなとか箱

わなとかありますが、こういったわなにつきま

しては、比較的、技術的にもそれほど高いもの

は求められておりませんし、道具類の保管とい

うものも銃ほどは厳しいという状況はありませ

んので、これにつきましては今、わなに特化し

た免許を受ける方々に対して、初心者講習会で

、 、すとか この事業にも書いてありますけれども

免許を取った方々に対しても技術レベルを上げ

るための講習会などをやって、効果的に捕獲が

できるように進めているところであります。
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あと、狩猟免許を取るときに費用が掛かりま

すので、わな、銃それぞれの費用につきまして

は、市町村と一緒にその取得費の３分の２を補

助して取得しやすい環境づくりに努めていると

ころであります。

ぜひ、積極的にわなと、また効果○川添委員

的であれば電気柵の普及もお願いしたいんです

が、これまで説明を聞いた限りでは、従来どお

りのやり方が大体並んでいるのかなという感じ

はするんですけれども、この被害状況が悪化し

ている状況をある程度抑えていくための特別な

方策といいますか、例えば他県で先進的に取り

組んでいる事例とか、前は柵を全域に張り巡ら

している県もたしかあったと思うんです。絶対

に入ってこられないような柵を何キロにもわ

、 、たって施すのは 経費もかかるわけなんですが

今後こういった課題と方策について、何か特化

していこうとか、何とか農作物の被害を抑える

ために新しい手立てとか、そういったところを

いろいろ研究されているようであれば教えてい

ただきたいと思います。

農林作物被害対策につき○藤本自然環境課長

ましては、この捕獲という対策と、あと防御、

先ほどフェンスとか柵とかを設置して防御とい

うことでありますが、それは農政水産部と連携

して、国の交付金制度も活用しながら、この県

の事業もありますけれども、こういったものを

組み合わせて現場でいろいろ取組を進めている

状況であります。

地域での追い払いということで、これは農政

サイドの交付金の事業なんですけれども、地域

ぐるみで周辺全体をワイヤーメッシュ等のフェ

ンスで覆って入らせない。また、近づいてきた

ものに対しては、捕獲ということで、現場で捕

獲班が動いて銃あるいはわなで捕獲するという

ことで、そういう組み合わせによって対応を進

めているところであります。

あと、市町村独自の交付金を使った事業で、

、こちらも農政サイドの事業でありますけれども

ＧＰＳとか赤外線カメラといったものを使って

現場の出没状況を調べたり、群れの動きを確認

したりといった事例も見受けられます。

そういったことも含めて、効果的なものが出

てくれば、そこをまた普及していくということ

で農政部局と連携してやっていきたいと思って

おります。

ぜひ、そういった群れの移動状況○川添委員

とかも空撮で把握したりとか、また新しい取組

も入れながら、取り組んでいただきたいと思い

ます。

関連で、この事業は、鳥獣保護区○山下委員

以外のところが対象であろうと思うんですが、

この保護区から半径何メートルとか、何キロメ

ートルとか、そんなくくりがあるんですか。

そういう距離的な要件と○藤本自然環境課長

いうのは設けていないんですけれども、鳥獣保

。護区というのが県内各地に設定されております

そういう保護区から出てきて被害を与えるとい

うことでありますので、その周辺に位置する農

地ですとか、そういったところを守るために被

害を受けやすい場所に対して電気柵を設置した

り、わなによる捕獲をしたりと、そういう取組

内容になっております。

鳥獣被害が、地方の人口減少の中○山下委員

でどんどん拡大してきているんですが、利用さ

れる方の高齢化とか、いろいろなことでもう大

変な被害になってきているんですが、私は都城

市が地元なんですけれども、以前から、西岳と

かあちこちを回ると柵がしてあったり、様々な

取組を今までしてきています。そういうものが
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古くなったりして、いわゆる再申請というんで

しょうか。一度事業を受けて、また受けたいと

いうことになった場合は大丈夫なんですか。

フェンスとか電気柵の老○藤本自然環境課長

朽化に対しての更新ということでありますが、

そこはまた市町村と連携してやっているもので

すから、そのあたり優先度も含めて対応してい

くことになろうかと思っております。

確かに、壊れて使えなくて効果が出ないとい

うところは非常に厳しいと思いますので、そこ

は対応できる方向で対応していきたいと思って

います。

以前、６年ぐらい前ですか、現地○右松委員

で一時解体の処理ができる移動式解体処理車、

ジビエカーの実証を宮崎県でするという話が

、 、あったと思うんですが あれはどうなったのか

どういう実証結果が出たのか。あるいは、今後

そういったニーズがあるのかどうか。多分、結

構な金額だったと思うんですが、そのあたり、

もしデータがあれば、もう６年前だから分から

ないですか。

今のジビエ、肉の利用と○藤本自然環境課長

いうことでありますが、この分野につきまして

は農政水産部で事業に取り組んでおりまして、

こちらではやっておりませんが、確かにそうい

う移動式の解体処理車を使って、鮮度がある食

肉にするような取組をしているということは

伺っております。

西米良村ですとか、延岡市とか、組合だった

り民間の事業者だったり、そういったところで

いろいろと取組をされているということは伺っ

ております。

自然環境課と山村・木材振興課に○河野委員

少し横断する内容なんですが、自然環境課の中

で荒廃渓流流木等対策事業ということで3,000万

円上がっていました。歳出予算説明資料の222ペ

ージです。

先ほど、循環社会推進課のほうで、海岸漂着

物の状況ということで、宮崎県は流木が一番を

占めていて、77.3％となっているんですけれど

も、山村・木材振興課の流木抑制バイオマス活

用促進事業が2,600万円、合わせて5,000万円以

、上の流木を抑制する対策を行っているんですが

改善されているんでしょうか。

自然環境課のこの荒廃渓○藤本自然環境課長

流の流木対策事業につきましては、その年の災

害の状況によります。

ですから、この予算が3,000万円ですけれど

も、3,000万円を満額実行するような状況も見受

けられますし、年によっては災害が少なくて、

流木の発生量が少ないという状況もあります。

そういう発生源でその処理が可能な場所につ

いて、道がないということになるとなかなか運

び出しができませんので、その現場状況にもよ

るかと思うんですけれども、そういうことで対

応しておりまして、今年度のこの予算上の計画

では12か所ということで計画をしているところ

であります。

そういう災害によって、箇所が増えたり減っ

たり、あと現場条件で処理できるかどうかとい

うところによって、少し左右されているという

状況はございます。

我々山村・木材振○有山山村・木材振興課長

興課は常任委員会資料の27ページの流木抑制等

、バイオマス活用促進事業でございますけれども

先ほどの自然環境課の荒廃渓流流木等対策事業

との違いでございますが、自然環境課の事業は

県が森林組合等に委託しまして、渓流等の周辺

にある不安定な流木や渓流等に堆積した流木を

伐採及び除去、搬出するものでございますけれ
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ども、常任委員会資料の27～28ページの流木抑

制等バイオマス活用促進事業は、林業の現場と

か、そういったところで伐採跡地に残された短

尺材、枝葉を搬出したり、伐採、搬出、今まさ

に伐採をやっているときに短尺材を山から搬出

するといった経費に対して助成するものでござ

。 、 、います 通常 伐採時の短尺材につきましては

全体の素材生産量、伐採の約１割発生する見込

みですので、そのあたりをきちんと伐採時に搬

出して、流木の発生を未然に防ぐというか、災

害の起因となる原因物について、林業と一緒に

除去するという取組を標準化していきたい。

一般的に、今はなかなか山から出されないも

のを、経費を助成しまして山から出るように標

。準化していきたいということで考えております

ということは、少し言葉は悪いで○河野委員

すけれども、渓流付近でほったらかしになって

いるものは自然環境課で、伐採時に出るものに

ついては山村・木材振興課でということで、網

羅されているように聞こえるんですけれども、

この77.3％の流木が出るということついてはど

こに原因があるとしているんですか。

今年度、海岸漂着物○鍋島循環社会推進課長

の対策推進地域計画を策定いたしましたが、昨

年10月に調査をしたところでございましす。

その際に、災害とかそういったもの、大雨の

、出水期が過ぎた後の調査であったものですから

適切に管理がなされていたとしても大雨災害に

よって流れ出てきたものがあるのではないかと

考えております。

ただ、平成23年度に策定いたしましたときに

、 、も やはり流木の割合は高かったものですから

この部分につきまして、計画の中で林地残材の

流出の防止とか、そういったものに力を入れて

いきましょうという形で目標を定めているとこ

ろでございます。

。 、○河野委員 分かりました 漁業関係の被害は

流木によるものが大きいというのがあると思う

ので 横断的にいろいろ 課題として捉えていっ、 、

ていただくとありがたいと思います。

委員会資料の17ページ、自然公園○川添委員

利用拠点整備・魅力発信事業、非常にいい取組

で継続してやってこられたとは思うんですけれ

ども、これは県有地の県有施設の整備というこ

とであると思うんですが、具体的には、主だっ

たところで言ったら何か所くらい、身近なとこ

ろとか、分かりやすいところで言ったらどんな

。ところをこれから整備されていくんでしょうか

来年度の施設整備につき○藤本自然環境課長

ましては、高千穂峡に県の管理しているトイレ

があるんですが、これが築30～40年ということ

で非常に老朽化しておりまして、水洗の状態も

よろしくない、浄化槽関係もよくないというこ

ともありますので、コロナ対策も含めた仕様で

整備するというものであります。

それともう１か所、これは県南のほうですけ

れども、栄松海浜公園に県の管理棟があるんで

すが、そこのシャワー設備が悪いということも

ありまして、一般の方が利用しているんですけ

れども、それについての改修ということであり

ます。

あと、あわせて、魅力発信事業で○川添委員

動画コンテスト。これはいろいろコンテスト的

にコンペというか、競って優秀作品を県庁のホ

ームページにアップするということですか。

一般の方々に、この自然○藤本自然環境課長

公園、県内国定・国立公園で５か所、県立公園

も入れますと11か所ほどあるんですが そういっ、

た身近な自然公園の魅力について、景色であっ

たり、動植物であったり、時間帯によっても、
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また季節によってもいろいろと変化があります

ので、そういったものについて見どころを動画

で公募したいと思っております。

また、その中で優れたものを抽せんして、ホ

ームページ等で商工サイドや市町村とも連携し

ながら、広くその情報を発信して、公園の利用

促進につなげたいと考えております。

これは、いつ頃コンテストされる○川添委員

んですか。

４月に要領等をつくりま○藤本自然環境課長

して、季節の関係がありますので、できるだけ

早く事業に着手したいと考えております。

ぜひ、大々的に県民の人たちが見○川添委員

れるように、また県外の人たちにも見てもらえ

。るように進めていっていただきたいと思います

全額国庫、臨時交付金で8,700万円○右松委員

ということですので、大いに活用していただき

たいと思います。

8,700万円ということで、結構なボリュームか

なと感じたんですが、この１番と２番、施設整

備と魅力発信、コロナ禍の中でマイクロツーリ

ズムが広がってきていますので、そういった意

。味では両方とも非常に大事かなと思っています

これはどういった内訳で、施設整備のほうは恐

らく１か所だけではないと思ったんですが、こ

こをもう少し説明いただくとありがたいと思い

ます。

①の施設整備につきまし○藤本自然環境課長

ては、先ほどトイレとシャワー設備と言いまし

たけれども、トイレのほうが利用者数の規模の

大きいものをつくることとしておりまして、こ

れが浄化槽の入替えも含めて7,000万円ほどかか

るというものであります。男女別々に手洗いと

か、洋式化等も含めてですけれども、そういっ

たことで、トイレ設備関係は金額が少し高くな

るという傾向であります。また、資材費が少し

高騰していることもありまして、浄化槽も少し

高いということであります。

、 。あと 魅力発信関係は800万円ほどであります

当初ということで、これから入札○右松委員

をかけて、年度内に工事を終えるということで

でよろしいでしょうか。

建築物でありますので、○藤本自然環境課長

県土整備部の建築担当とも連携して、概算の金

額等もはじいて、着手に向けてのスケジュール

を詰めているところであります。

あと、施設整備につきましては、国の臨時交

付金を使うことにしておりますが、それ以外の

老朽化した施設につきましては、公園事業関係

の国の補助事業がありまして、これにより、施

設整備を併せて進めているところであります。

委員会資料の19ページ、林業大学○山下委員

校です。開校して今年が４年目になるのかな。

前にも言ったと思うんですが、当初、心配し

ていましたけれども、予想を上回る入学者の状

況で、いろいろ追加して、研修内容を充実した

いということで、個々の予算が増額となってい

ますが、この9 700万円を含めて、林業大学校で,

必要とする予算というのは、合計でどれぐらい

になっていますか。

林業大学校に必要な予算○ 島森林経営課長

についてでございますが、林業大学校は、長期

課程を含めて、20ページの中段の表にあります

ように５つの研修コースがありまして、その５

つの研修コースの研修を合わせたものが9,753

万2,000円ということになっております。

それで、メインになるのが、１年間の長期課

程です。それにつきましては、カリキュラムの

都合上、短期課程と併催で研修をしているとこ

ろでございます。
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分かりました。総体的に9,700万円○山下委員

で済んでいるということですね。

。○ 島森林経営課長 そのとおりでございます

それで、今、定数が何名になって○山下委員

いるんですか。当初計画からして、今現状が何

人になっているのか教えてください。

、○ 島森林経営課長 当初基本計画では15人で

現在も募集は15人としております。

現在、林業大学校の長期課程で就学していた

だいているのは20名でございます。

皆さん方が募集をかけるときに 20○山下委員 、

名にしますとおっしゃいますが、どんな募集の

仕方をされているんですか。その辺を教えてく

ださい。

募集につきまし○黒木林業技術センター所長

ては、毎年募集要項をつくっておりまして、推

薦選考と一般選考の２種類に分けて募集をして

おります。

推薦選考については10名程度、一般選考につ

いては５名程度ということで募集をかけており

ますけれども、推薦選考が多いのですが、今年

度は特に多かったので、今年度は11名の合格を

出しております。それから、一般選考について

は５名程度としましたけれども、これについて

も10名の合格として、来年度は21名ということ

で計画しておるところです。

話を聞いたら、落とさないといけ○山下委員

ない人がいるということでした。その現状を少

し教えてください。

今年度の募集に○黒木林業技術センター所長

つきまして、申請が推薦で16名ありました。そ

れから、一般で申請が19名です。受験されたの

は、推薦が16名、一般が17名ということで、33

名が受験され、そのうちの21名が合格となって

おります。

33名受験して、21名が合格という○山下委員

ことですが、合格にならなかった理由は何です

か。定員で、もうこれ以上は面倒を見られない

。 。ということなのか 年齢的な問題があったのか

審査基準を教えてください。

推薦選考につき○黒木林業技術センター所長

ましては、学校の推薦とか、自己ＰＲをしても

らったりとか、あと推薦選考をするときには面

接も行います。その内容を総合的に判断して、

、センターから４名それから本課のほうから４名

その８名で面接官を組んで、協議して合格、不

合格という形でやります。

一般選考も同じような形で、学校の推薦はな

、 、いんですけれども 自己ＰＲをしてもらうのと

面接の中で、本当に学習意欲があるかとか、林

業について理解しているかとか 今後うまくやっ、

ていけるか、その辺を総合的に判断して決定し

たところです。

もったいないなと思うんです。志○山下委員

があって受けに来て、33名受けて21名合格とい

うことは、倍率がどのくらいになるんですか。

高校受験と比べたら、物すごく倍率が高いとい

うことになりませんか。

私が何を言わんとするか、それは、これだけ

山の問題を抱えていて、いろいろな課題が山積

する本県の林業界にとって、募集をかけて来た

いという人がいるのであれば、なぜ皆さん方は

その人たちを受け入れようとしないのかと。

以前、農業大学校でこういうことがあったん

です。あくまでも、農業大学校という名称がつ

くから偏差値を決めていたんでが、農業という

のは、偏差値以上に根性と、やっぱり農作物に

対する思い、こういうものがないと農業でも林

業でも事業は成り立たない。

だから、あなた方が面接でどういうことをし
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ているのか分かりませんが、33名も来てくれて

いるのに、12名も落とさないといけないという

のは何かこうおかしい、今の時代に合わないと

いう気がするんです。果たして、それだけ落と

さないといけない理由があったのか。

それとも、もったいないけれども、残したい

けれども、いわゆる受入れのパイがないから断

らざるを得ないということなのか。どっちです

か。

面接と、それか○黒木林業技術センター所長

ら論文を書いていただくんですけれども、一応

点数というのは６割ぐらいを目安で、そこを合

否のラインと考えております。

６割と言っても、それより低くてもやる気と

か、思いがあるとか、そういうところを見なが

ら、そういう人たちは引き上げるし、もし点数

が60点ぎりぎりで、少し上ぐらいでも、この人

はやる気がないのかなというところがあれば、

それは将来的に林業の技術者、担い手としてや

れるのかどうか心配ですので、そのあたりはき

ちんと線引きをして落とすということもやって

います。

もったいないというのは言われたとおりなん

ですけれども、もちろん、パイという部分も確

かにあります。一番問題なのは、20名で研修を

やっているんですけれども、現地研修です。座

学は、教室に集まってやるので全然問題ないん

ですが、現地では、例えば下刈り、除伐、間伐

、などで目が届かない部分がどうしても出てきて

木が茂っていたり、草が生えていたり、その部

分での安全確保という部分が一番問題になりま

す。

今の職員数で、できる範囲で20名というのが

最大のところだと考えているところです。確か

、 、に 24名とか25名とか取りたいんですけれども

点数の部分と、おっしゃるように受入れできな

い部分というのが確かにあります。

土曜日か日曜日だったと思うんで○山下委員

すが、それにもかかわらず私のところに来てく

。 、れた青年がいたんです どういう方かというと

通りすがりに私の家の前を通っていて、ずっと

気になっていたというんです。というのは、私

の家の屋根の瓦が少しずれている。それが気に

なっていたから、私のところを訪問されたんで

す。私は、ありがとうと言って、屋根に上った

ら悪いところがあったから、何か所か修繕をお

願いして、契約の段階になりました。

そのときに話を聞いていたら、その子は全日

制の高校に行きたかったけれども、偏差値が高

くなくて、定時制を出たと。定時制も３年で辞

めましたと。それで、瓦職人で、大工でも何で

もやるところの会社に勤めていて、都城市辺り

に来るんです。何でもできる大工みたいなこと

で。話をしていたら、非常に頼もしいです。人

、 。間性がいいし 自分の仕事に誇りをもっている

だから将来独立したいという話もしている。

偏差値的にはそうでもなかっただろうと思う

んです。だから、あなた方に判断をしっかりと

、 、してほしいのは やっぱり受けたいという人は

それだけの思いと、やりたいという思いがあっ

て来ると思うんです。

33名も受けてくれたのに、21名ぐらいが限度

だから落とさざるを得ないと。それをやったら

大変な問題です。

人間というのは、あなた方が面接をしたり論

文や筆記試験をして、それだけで判断したらだ

めなんです。やっぱり、その人の目の輝き、ど

れだけの人生を歩いてきているのか。そして、

年代がいろいろあるでしょうから、私はもう少

し全体的な枠を広げて、職員が足りないんだっ
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たら増やす。部全体として、そういうことを考

えていかないと、どうも話を聞いていると、落

とさないといけない理由が、教える先生方の体

制づくりとか、その辺の限度があるからそれで

落としたような話をするものだから、もったい

ないことをするんじゃないよということを私は

言いたいんです。

もう少し、受入れ態勢をしっかりつくってい

くように考えるべきじゃないでしょうか。どう

ですか。

確かに20名、15○黒木林業技術センター所長

名が定員で、来年度は21名が合格なんですけれ

ども、もったいないということは、みんな同じ

認識を持っています。

ただ、今できる範囲で、15名のところを20名

に増やしているという部分もあります。

それから、やる気とか、今から本当にちゃん

とできるのかなという部分については、例えば

推薦選考で高卒の人が受けるんですけれども、

２名については不合格の後、もう１回一般選考

で受け直しました。その方たちは、小論文とか

面接の内容を見ても 推薦選考のときよりももっ、

と一生懸命やってくれた。これは、確かにやる

気があるなということで、その２名については

当然、合格になっています。

だから、言われるように、簡単に研修の職員

を増やせればいいんですけれども、そこはなか

なか難しいので、今できる範囲の最大限のとこ

。ろで合格を出しているというところがあります

それと、研修フィールドの問題が一番大きい

のかなと思います。20名が一遍に山に入るとい

うのは非常に危険なんです。だから、フィール

ドを２か所、３か所 今は、２か所に分けて―

やったりしているんですけれども、それが３か

所、４か所に増えれば、目がますます届かない

部分が出てくると思うんです。

全国の林業大学校の研修の定員を見ても、10

名前後が一番多いです。宮崎県が15名のところ

を20名にしているというのは、割と多いほうだ

と考えています。

ただ、確かにもっと増やしたいという気持ち

は、我々としても持っているところで、ジレン

マ的なところがあります。

私も、なかなか人手がい○河野環境森林部長

ない 担い手が少ない中で それだけ手が挙がっ、 、

ても絞らざるを得ない、そこは本当にもったい

ないという思いは同じでございます。

ただ、現状においては、委員もおっしゃった

ように、能力というよりも体制があるからやっ

ぱり一定程度、キャパの中に収めないといけま

せん。

センター長が申しましたけれども、やはり座

学よりも現場での実習で不慣れな生徒たちへの

安全管理という意味で、不慣れな生徒たちです

から、そこにはかなり気を遣う、現在の体制の

中で枠といいますか、数が決まっている。

それが要綱上では、現在の人員体制では15名

というのが教えられる数だろうというところな

んですが、やはりもったいないというか、１人

でも多くということで、今年度は20名の学生を

、 、受け入れて 来年度は21名の予定ということで

成績で切ろうと思ったら、確かに15名で切れる

かもしれませんが、それではいけないというこ

とで、今の体制の中で１人でも多くということ

で今、20名なり21名ということで御理解いただ

ければと思っております。

どうしても、あなた方が大学校と○山下委員

いうイメージに、ある程度ハードルを上げてい

るような気がしてならんのです。

受け入れても事故がないようにするというこ
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、 。とは 大事な人材ですから当たり前のことです

だから、研修のやり方やメニューを変えたり

してうまく回していくとか、うまくその辺の知

恵を出してほしいなと思うんです。

本県のこれだけの森林資源の中で、今も、人

材を求めているんです。清武町にある、２年過

程の建設技術専門学校だって 定数がどんと減っ、

て、オーバーしたりしてきたんです。

今、林業というのは人材が求められているん

。 、 、です だから あなた方が検討課題にしていて

去年も募集に対して20名の合格としているわけ

でしょう。去年は応募してきた人はどれぐらい

でしたか。

昨年が、推薦と○黒木林業技術センター所長

一般合わせて26名の応募がありました。それ

で、20名の合格です。

。 、○山下委員 もったいないと思うんです 多分

去年受けて落ちた人がまた今年も受けたのかな

と、そういう人もいるのかなと思うのですが、

もう今年度はどうしようもないでしょうけれど

も、早急に来年度に向けて、希望する人を受け

入れられるような体制づくりをしてほしいと思

うんです。検討してください。

昨年度、26名申○黒木林業技術センター所長

請がありまして、実際受けられたのは25名。合

格者が23名です。

体制、職員の配置等にも○河野環境森林部長

関わる問題でもありますし、委員おっしゃった

ようにどういう工夫ができるかというのがあり

ますので、そのあたりは、どのようなことがで

きるのか考えていきたいと思います。

また、森林経営課になりますけれ○山下委員

ども、23ページの水を貯え、災害に強い森林づ

くり事業なんですが、年間の伐採面積はどのぐ

らいになっていますか。直近の伐採面積の推移

が分かれば教えてください。どれぐらい、何％

ぐらい伸びてきているのか。

伐採面積は、過去３か年○ 島森林経営課長

で、平成30年が2,687ヘクタール、令和元年

が2,829ヘクタール、令和２年度が2,935ヘクタ

ールです。

10年前はどれぐらいだったか分か○山下委員

りますか。

10年前の数字は、今、手○ 島森林経営課長

元にありません。

ぜひ、教えてほしいと思うんです○山下委員

が、我々が見る限り、かなりの勢いで今、山の

。 、 、木が伐採されている 多分 10年前と比べると

何倍という木が切られているような気がするん

。 、 。 、です もちろん 材価も上がってきた それは

我々が日々車で移動するときに、大量の材木を

積んだトラックがたくさん走っている。輸出も

しているし、国内の材木の需要も高まってきた

ということで、それで材価も上がってきたので

しょう。

だから、多分、10年前からしたら何倍という

木が切られていると思うんです。その現状は、

、 、我々も見て分かっていますから 心配するのは

この事業の水を貯え、災害に強い森林づくりと

いうことがうたわれているところで、去年の10

月ぐらいからか、少し降水量が少ないなと思っ

ているんです。私は大淀川の上流域に住んでお

りますが、川の水がほとんど流れていないんで

す。

これが、森林が豊富であれば、森林が水を蓄

えていて、渇水期には森林が水を放出して、森

林の河川というのが守られるんです。

私は、やっぱり伐採がこれだけ進んできたか

ら、そういった水資源の涵養も悪くなってきた

のではないかという思いなんです。
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このまま行くと、もう早期水稲の植えつけが

始まります。多分、日南、串間沿岸の水田だと

これだけ雨が少ないと、この田植え時期に水が

足りなくなるんじゃないかなということを心配

しているのです。もう、３月20日過ぎからは田

植えに入りますから、その状況を見ないと分か

、 。らないんですが まとまった雨が降っていない

その状況もあるし、山の木の伐採がかなり進

んでいるから、はげ山が多くなってくると水の

放出が多いですから、気化して沢の水が減少し

てくる。

この水の減少というのは、しっかりとあなた

方も見ておかないと、せっかくこの事業をやっ

ていくわけですから、やっぱりそこら辺の河川

の水の状況も、年間通して調査していくべきで

はないかと思うんです。そこをぜひ、よろしく

お願いしておきます。

この事業の目的は、水源○ 島森林経営課長

の涵養とか災害の防止などで、この事業でしっ

かり効果が発揮できますように、特に水源地域

として重要な森林の保全だとか、そういうよう

なところをこの事業でしっかり手当をしていき

たいと思います。

また、水量の変化等につきましても、現場の

声をしっかりキャッチしていきながら、総合的

な事業の推進していきたいと考えております。

みやざき林業大学校ですが、参考○右松委員

までに教えてください。

令和元年度に開校したみやざき林業青年アカ

デミーの卒業生の就職関係なんですが、およそ

林業関係だと思うんですが、森林組合とか、あ

るいは民間企業とか、そのあたりがどうなって

いるのか年度ごとに教えてください。長期課程

の卒業生です。

林業大学校の長○黒木林業技術センター所長

期課程は令和元年度からですけれども、元年度

は森林組合、それから宮崎県森林組合連合会を

含めて10名です。

全体は何名ですか。○右松委員

。○黒木林業技術センター所長 全体が21名です

それぞれ教えてもらっていいです○右松委員

か。

、○黒木林業技術センター所長 組合関係が10名

民間企業が８名、自営が３名、合わせて21名に

なります。

令和２年度が、森林組合等が５名、民間が12

名、自営が１名です。それから、１名の方が役

場に入られています。１名の方は病気で未確定

です。

今年度が、今、予定なんですけれども、20名

のうち、７名が森林組合等になります。それか

ら、９名が民間、３名が自営です。その他に宮

崎大学の田野演習林に入られる予定の方が１名

ということになります。

ほぼ林業関係にそのまま進んだと○右松委員

。 。いうことですね あと給付金制度もありますね

年間で141万9,000円かな。

それで、この返還免除というか、確認をさせ

てもらったら、製材工場等に就職した場合は給

付金の返還対象になりますということだった。

この辺の給付金の支給関係と、それから返還が

。どういう状況になっているのか教えてください

製材工場に就職○黒木林業技術センター所長

されたら、返還は来年度からになります。今年

度までは大丈夫です。

、 。今のところ 返還に至っている人はないです

製材工場に就職した場合は来年度○右松委員

から返還対象になるということですが、これは

どういう経緯ですか。

これは、国の給○黒木林業技術センター所長
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付金事業があるのですが、その対象外になった

ということになります 国の事業の中身が変わっ。

たということになります。

、 、○右松委員 引き続き フォローといいますか

続けていただければと思います。

、○川添委員 基本的なことで恐縮ですけれども

林業大学校の所在地はどちらになりますか。

メインは、林業○黒木林業技術センター所長

技術センターで美郷町になります。

これは、寮とか宿舎みたいなもの○川添委員

も併設されているんですか。

地元の美郷町○黒木林業技術センター所長

に10戸 単身寮をつくっていただいて そこに10、 、

。 、名入っています 今年20名いるんですけれども

自宅から通う方と、日向市の公営住宅をお借り

しまして、そこから通っている方がおります。

、○川添委員 先ほど給付金の件がありましたが

林業大学校に入られた方が支払うお金というの

はどういうものがあるのでしょうか。

受講料として 11○黒木林業技術センター所長 、

万円程度を前期、後期に分けて払っていただく

ことになります。

年間11万円の支払いがあるけれど○川添委員

も、給付金制度はありますということですね。

貴重な担い手育成の機関であり、また、先ほ

ど出たイノベーション人材の土台になる人材育

成機関であると思うんですけれども、そもそも

林業の就業人口、過去５年間ぐらいのスパンで

行くとどれぐらい減少しているんでしょうか。

現在の林業就業者○有山山村・木材振興課長

数ということで申し上げますと、直近のものが

大分遡るんですけれども、もう少ししたら新し

い国勢調査の数字が出るんですが、平成29年４

月に公表された国勢調査で平成27年の数字にな

りますが、2,222人。前回調査が５年前の平成22

年で2,690人でしたので、平成27年調査の時点で

は468人減少して2,222人でございます。

ということは、年齢的に定年で仕○川添委員

事を辞められる方も含めて毎年100人ぐらい減少

しているということでしょうか。

新規に就業する方○有山山村・木材振興課長

が200名ぐらいおられて、逆に定年等でリタイヤ

していく高齢の方も同数ぐらいいて、その新規

就業の中には、より就労条件がいいとか、自分

の希望に合った勤務地だとか、そういったこと

で事業体から事業体に移ることもあるんですけ

れども、そういった出入りが毎年200名ぐらいご

ざいます。

先ほど山下委員から、10○ 島森林経営課長

年前の本県の伐採量について御質問がございま

したが、10年前の平成22年は1,782ヘクタールと

いう面積になっておりました。

直近で、1,000ヘクタールぐらい増○山下委員

えたということですね。これだけの森林が切ら

れているということですから、もう本当にたく

さん切られているなという思いなんです。木の

動く量がもう半端じゃないです。

だから、人材の確保も含めて、皆さんはしっ

かりと後の育林もしてくわけですから、いろい

ろな事業はつくるけれども、人手がないのでは

何にもならないです。

先程の林業大学校の倍率が1.63倍となれば、

県立高校入試の最高クラスです。そんな人材を

もう少し有効に生かす、何らかの手立てを考え

、 。ていかないと 本気を出さないといけないです

受入れ態勢なんていうのは、県の職員が対応し

て、今、いろいろな嘱託制度もあります。県の

ＯＢを配置するとか、その辺はできることをし

ないと、今大事なのは、人口減少と人材確保を

どうするかです。これだけ来てくれるんだった
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ら、山の事業というのを一番中心に置いてしっ

かり検討してください。

ほかに質疑はございませんか。○岩切委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他報告事項に関する○岩切委員長

説明を求めます。

常任委員会資料の41ペー○藤本自然環境課長

ジを御覧ください。

第13次鳥獣保護管理事業計画案について御説

明いたします。

、（ ） 、 、まず １ の趣旨でありますが この計画は

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律に基づき、国の定めた基本方針に則して

定めることとなっております。

（２）の計画期間については、令和４年４月

１日から５年間であります。

次に （３）は11月定例会中の常任委員会で12、

月７日に御報告しました計画素案に対する意見

であります。

①のパブリックコメント、③の宮崎県自然環

境保全審議会におきましては、特に意見はござ

いませんでしたが、②の市町村等から近年被害

の多いヒヨドリの有害鳥獣捕獲許可日数を延長

してほしいという意見がありまして、許可日数

を１か月以内から３か月以内に変更しておりま

す。

（４）に、計画策定の経緯を示しております

が、本日の常任委員会報告後、今月中に計画の

策定、公表を予定しております。

続きまして、右のページの（５）の計画案の

主なポイントについて御説明いたします。

左側の枠、鳥獣の保護では、１つ目の丸で、

鳥獣保護区等の指定につきまして、生物多様性

の保全に資するため、鳥獣保護区を99か所、５

万3,739ヘクタール、保護区内で一定の開発が規

制される特別保護地区を７か所、1,892ヘクター

ルの指定等を行います。

、 、３つ目の丸 錯誤捕獲の防止につきましては

カモシカ等の錯誤捕獲を防止するため、わなの

設置場所の変更等について追加しております。

右側の四角枠、鳥獣の管理ですが、こちらの

１つ目の丸、鳥獣の捕獲等の許可につきまして

は、農林作物被害の多いイノシシ、鹿、猿の有

害鳥獣捕獲許可日数を１年以内に延長します。

また、３つ目の丸の猿等が市街地に出没した

場合に円滑な対応を可能とするための対応方針

を定めておくことや、４つ目の丸、感染症への

対応として、豚熱への対応を追加し、関係機関

と連携したウイルス保有状況調査の実施体制の

整備を行います。

また、下の枠にあります鳥獣の保護管理の推

進としまして、左側の丸、鹿、猿や野鳥など鳥

獣の生息状況の調査を実施し、右側の丸の鳥獣

管理事業の実施体制としまして、鳥獣保護管理

員の配置や狩猟者の育成・確保、警察等と連携

した狩猟取締りを実施してまいります。

本計画におけるこれらの取組によりまして、

一番下にあります生物多様性の確保や生活環境

の保全、農林水産業の健全な発展を図ってまい

ります。

なお、別添の資料１としまして、案本体を配

付しておりますので、後ほど御覧いただければ

と思います。

みやざきスマート林○右田森林管理推進室長

業推進指針案について御説明いたします。

お手元に、資料２として配付しておりますけ

れども、常任委員会資料に指針案の概要をまと

めておりますので、そちらで説明させていただ

きます。

常任委員会資料の43ページを御覧ください。
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まず、１、指針策定の趣旨であります。

林業は、急峻かつ広大な森林を対象とし、造

林から育成まで長い年月を要するなどの特徴を

持った産業であり、厳しい自然条件下での人力

作業が多いことなどが、低い労働生産性や高い

労働災害発生率の一因となっております。

今後、人口減少に伴う労働人口の減少が予測

される中、持続可能な森林経営と成長産業化を

図るためには、近年、発展が目覚ましいＩＣＴ

等の新たな技術を活用したスマート林業の推進

が不可欠であります。

本指針案は、第八次宮崎県森林・林業長期計

画の重点プロジェクトである 林業イノベーショ、

、ンプロジェクトのスマート林業の推進に基づき

森林の状況把握や施業方法など、地域の実情に

応じたスマート林業の推進に取り組むため、関

係者が適切な役割分担の下で、具体的な取組を

展開するための指針として策定するものであり

ます。

、 、（ ） 、２ 指針の構成等では １ 構成としまして

第１、趣旨等、第２、本県の森林・林業・木材

産業を取り巻く状況、第３、国が描くスマート

林業の方向性、第４、スマート林業の普及・定

着に向けた本県の取組の方向性、第５、スマー

ト林業の推進と普及のほか、参考１から３に本

県の取組状況や他県の事例、用語の解説を示し

ております。

（２）取組期間は、令和４年度から第八次森

林・林業長期計画の中間年であります令和７年

度までの４年間とします。

３、スマート林業の推進に向けた取組では、

（１）目指す将来像としまして、森林の経営管

理、造林・下刈り、木材の生産・流通等の分野

において、ＩＣＴ等の新たな技術を積極的に活

用し、生産性の向上や、安全で働きやすい環境

、 、整備により 担い手の確保や効率的な森林施業

木材の安定供給などを図り、林業が持続可能で

魅力ある産業となることを目指します。

次のページの（２）取組項目では、本県のス

マート林業を推進するため （１）森林資源の把、

握から（10）病虫獣害対策までの10の取組項目

、 、ごとに それぞれの主な取組内容を示しており

これらの項目や取組内容は、情勢の変化等に応

じて適宜見直しを行うこととしております。

また、その下には取組事例の写真を示してお

ります。

、 、（ ）４ スマート林業の推進・普及体制では １

産学官が連携した推進体制を構築し、山村地域

の持続的発展推進本部にワーキンググループを

、 、（ ）設置し 本指針の展開に向けた検討を進め ２

、スマート林業の現場への普及と定着を図るため

林業大学校等において、コア技能者や林業普及

指導員の育成、経営者がスマート林業の理解を

深めるための研修にも取り組むことにしており

ます。

執行部の説明が終了しました。○岩切委員長

その他報告事項についての質疑はありません

か。

、○ 原委員 41ページのヒヨドリですけれども

これを延長したのは野菜の被害とかがあるんで

すか。

これは、中部・南那珂管○藤本自然環境課長

、 、内の市町村 現場からの要望なんですけれども

かんきつ類がヒヨドリによって被害を受けてい

るということで、この期間をさらに延ばしてほ

しいということで、３か月ということで調整し

たところであります。

これ、いつからいつまでですか。○ 原委員

この許可の期間につきま○藤本自然環境課長

しては、市町村によりますが、このかんきつ類
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を収穫する時期ということになりますので、秋

口になるかと思うんですが、秋から春です。

これは南那珂だけですか、県内全○ 原委員

域ですか。

。 、○藤本自然環境課長 全域になります これは

県の計画ですので、この計画を基にまた市町村

がそれぞれの地域の実情に応じてこの期間を設

定するということになります。

みやざきスマート林業の、直近の○右松委員

状況を教えてもらいたいんですけれども、林業

推進指針の31ページですが、無届伐採とか、誤

伐、盗伐の対策として、このＧＩＳ等のデジタ

ル活用、この表の中、情報の見える化の実証を

進めていますと、ＧＰＳ機能を持ったスマート

フォンアプリ等を使って、作業員の位置状況と

かトラック関係とか、この辺をクラウドで管理

をするというもののようですが、ここの伐採現

場情報で、立木や境界確認も含めて、かなり伐

採現場の情報がクラウドで管理ができるという

ことで実証を進めているとのことですが、今、

どういったところでどこまで進んでいるのか。

それともこれからなのか教えてください。

こちらのほ○福田みやざきスギ活用推進室長

、 、うは スマートフォンのアプリを利用しまして

作業班の方に持たせまして 現場に行ってもらっ、

てその位置情報でどこに動いたかとか そういっ、

た作業の工程とかそういったところを位置情報

。 、に落としているというような状況です 例えば

、この範囲内を作業しなさいというのがあったら

それから少し出たときにはそれで分かったりと

いった形で山側はそういう管理にしています。

あと、運搬についても、トラックの運転手が

ＧＰＳをつけて、それでどういった運搬をして

いるのか。そういった情報が地図上に表示され

るようになっていて、県北と県南の２か所で実

証・検証をやっている状況です。

その具体的な市町村と、それから○右松委員

、実証実験を進めているということでしょうから

進捗と今後の展開も含めてもう少し詳しく説明

してください。

県南のほう○福田みやざきスギ活用推進室長

は、串間市でやっております。あと、県北のほ

うは美郷町から日向市にかけてのエリアでやっ

ておりまして、今年も一応これをやるつもりで

ございます。

今後の展開というか、手応えとい○右松委員

うか、その辺はどうでしょうか。

現在は手探○福田みやざきスギ活用推進室長

りでやっているような状況なんですが、実際、

、情報は落とせることは落とせるんですけれども

それを実際に動かすに当たって、そういった作

業に対して 作業班の方々とか事業体がどういっ、

たメリットがあるのかとか、そういったことを

含めて今後も話合いをしながら、県北と県南で

そういった検討委員会を開きながら進めるとい

うことで考えています。

委員会資料の44ページ、山村地域○ 原委員

の持続的発展推進本部にワーキンググループを

設置となっていますけれども、大体、どういう

メンバーでどのようなグループをイメージでさ

れるのか教えてください。

、 、○右田森林管理推進室長 林業関係団体 行政

そして大学等の先生方、学識経験者の先生方、

そういった方に、必要に応じてメーカー等のそ

ういった技術にたけた方、そういった方も参考

として御意見を伺ったりすることができればい

いかなと考えております。

あと、農業でもそうなんですけれ○ 原委員

ども、農機具メーカーはメーカーで、やっぱり

機械を入れて自分たちの企業を持っていかない
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といかんわけだから、トラクターだとかいろい

ろなものを開発して、ＧＰＳだったり、スマー

ト農業を進めてやって、こういう農村風景にす

。ればいいとかいう自分たちの絵を描いています

それと同じで、やっぱりメーカーが持ってい

るノウハウ。大きな会社というのは、結構世界

、 、的なネットワークを持っていますから だから

そのあたりのコンソーシアムはどうとか、何か

ほかのところはやったりしていたけれども、意

外とやっぱりメーカーの知恵、先端的なことを

やっている方が必要じゃないかなと思ったりす

るんです。今も少しメーカーという言葉が出て

、 。きましたけれども 具体的に入られるんですか

このスマート林業の○右田森林管理推進室長

技術の開発が遅れているといいますか、これか

らの分野が非常に多いということで、メーカー

も一緒になっていろいろ考えていただければと

思っているところです。

ドローンであったり、下刈りの機械であった

り、そういった技術を持っているメーカーに一

緒になって、現場での検証と実証等繰り返しな

がら、現場で活用できるような形に持っていき

たいと考えております。

恐らく研究室とかをつくって、い○ 原委員

ろいろなことをやっていると思いますから、そ

のノウハウを入れる。こっちは、現場の情報を

入れるということでうまくミックスしてやって

いくといい結果が出るんではないかなと思うの

で、この前もありましたけれども、産業別特化

指数でしたか、本県は14か15です。すばらしい

ことです。国の平均の14倍もあるというわけだ

から、あとは北海道とか青森県とか、向こうに

もすばらしいものがあるんでしょうけれども、

それに特化して優れているところなわけですか

ら、先進県としてそのあたりを頑張っていただ

きたいと思います。

一番、やりづらいスマート化の分野なんだろ

うと思います。まだ、農業のほうがいい、やり

やすい。見通しが効くし、林業はその都度現場

、 、が変わるし フィールドが変わるわけですから

やりにくい。これを作業を標準化してやってい

くというのは非常に難しいとは思います。でも

限りなく進めていかないと、さっきも話があり

ましたが、５年で400何人就業者が減っているわ

けだし、この委員会が始まったときに申し上げ

ましたけれども、ネクタイしながらできるよう

な林業になるといいですねと、それぐらいのこ

とで、そうすれば女性だって入ってこれるわけ

だし、ぜひこのスマート化ということについて

は 先進県として大いに力と予算を投入してやっ、

ていただきたいと思います。

それと、やはりメーカーの力を入れることは

重要かなということはお願いしておきたいと思

います。

このスマート林業、まさ○河野環境森林部長

に委員におっしゃっていただいたように、林業

はやっぱり山という自然環境、傾斜が厳しいと

ころで収穫までの期間も長い。植えてから40

年、50年。そして、収穫する物も非常に重いと

いうことで、マンパワーを要する。そして、危

険な分野でございます。

室長が言いましたように、まだ開発等は遅れ

ている部分がございます。

それで、以前の委員会でも御指摘があったよ

うに、自動で伐倒する機械があったりしたら、

その伐倒時の災害が減るとか それとおっしゃっ、

たように、いろいろ軽労化することで女性も含

めて若い人も入りやすい産業になるので、林業

におけるスマート化というのは、私どもとして

。も進めていかないといけないと思っております
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、 、こういう指針をつくって 具体的に検討して

こういうことを、年々、日々技術等も進化して

いきますので、随時見直す必要は出てくるかと

思うんですけれども、一定の方向を示して、具

体的にスマート林業を進めていきたいというこ

とで、今回つくろうとしているところでござい

ます。頑張ってまいります。

「伸び代」という言葉があります○ 原委員
しろ

よね。この林業のスマート化というのは、非常

に「工夫代」が大きいと思いますから、工夫し
しろ

ていただいて、大いに知恵を絞ってやっていた

だくと近い将来、面白い林業が展開できるよう

になるんじゃないかと思うので、頑張っていた

だきたいと思います。

33ページのＪＡＳ認証です。この○山下委員

ＪＡＳ認証というのは、どういう基準なのか教

えていただけるとありがたいんですが。

ＪＡＳ認証○福田みやざきスギ活用推進室長

は、その材の強度や乾燥状況といった材の品質

とか性能を表示する制度でございます。

今後、住宅の減少がいろいろと懸念されてお

り、非住宅分野の木材利用を進めていかなくて

はならないということがあります。住宅関係の

普通の２階建てとかでは、そういったＪＡＳ材

とか、構造計算が必要ではないということであ

ります。

しかし、非住宅分野を進めるに当たっては、

そういった構造計算において、数値化された材

料が必要なものですから、その点でＪＡＳ材の

普及を進めていこうということでございます。

このＪＡＳの規格を取るというの○山下委員

は 柱材のことですか 例えば椅子の板とかいっ、 。

た板材じゃなくて、柱のことですか。柱とか、

桁とかありますよね。大きな１尺の桁とかあり

ますけれども、どういうものにこのＪＡＳ規格

を求めていくんですか。

ＪＡＳ材に○福田みやざきスギ活用推進室長

ついては、構造材という分野もございますし、

今言われたように造作材とか下地材とか、そう

いった規格もございまして、全てにおいてＪＡ

Ｓの基準が設けられている状況でございます。

以前、品確法というのがありまし○山下委員

た。乾燥してどれぐらいの強度とか何とかとい

うことが 私が市議会議員の時代だったから 15、 、

～16年前かな、それ以上前かもしれません。そ

ういうのが出てきて、どんどん材の品質という

のが求められるようになってきました。

今、ＪＡＳ規格の認証を受けているのは何割

ぐらいのシェアを占めているんですか。

全国で言い○福田みやざきスギ活用推進室長

ますと、ＪＡＳの格付け率が16％ぐらいです。

宮崎県は大変低い状況で、１％程度しかまだ格

付けされていないということで、そこを引き上

げていこうと考えております。

１％ですか。全国で16％だという○山下委員

ことですが、何でこれが遅れているのか。初め

てこういう問題が出てきたような気がするんで

すが。

ＪＡＳの認○福田みやざきスギ活用推進室長

定自体の取得率は宮崎県は20％程度あるんです

けれども、全国では14％ということで、実際、

宮崎県の場合は住宅需要がかなり多くて、住宅

については、ＪＡＳのそういった性能が必要な

、 、い状況で出荷していたものですから それで今

。低くなっているということで認識しております

分かりました。では、非住宅用の○山下委員

材を、今から市場を狙っていこうということだ

から、ＪＡＳ規格の比率を高めていこうという

ことで、この事業を組んだということですね。

そういった○福田みやざきスギ活用推進室長
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意味でございます。

次のページですけれども、快適空○山下委員

間創出事業です。宮崎県の木材市場の拡大を目

指すためにはこれが一番だろうという思いで、

東京ビルのことに例えて、機会あるごとに私も

そのお願いをしてきました。

どれぐらいこれを東京というところでＰＲで

きるか、それはもっともなことなんです。いつ

も言うようにゼネコンというのは東京に集中し

ていますから、そこでＰＲするためには東京ビ

ルはもう絶好の場所になるわけですから、東京

、 、ビルは総務部ですから そことの折衝の状況や

取組状況について少しお聞かせいただくとあり

がたいんですが。

まず、東京○福田みやざきスギ活用推進室長

ビル関連ですが、事業者から総務部に質問がご

、 、ざいまして そういった質問状況の確認だとか

回答の最後の調整そういった提出書類の準備を

しておりました。総務部では、11月１日から11

月12日の間、募集要項に関する質問の受付をし

ておりまして、その中で県産材に対しての質問

がございましたものですから、それについては

総務部と回答の調整を行いまして、１月13日に

回答を行ったところです。

あと、２月24日と25日に２日間にわたりまし

、 、て 応募予定者との意見交換会がございまして

そちらの中で木材利用については別途時間を設

けていただいて、県産材の利用についての補足

説明を、直接対面して行ったという状況でござ

います。

皆さん方の思いというのは、財産○山下委員

、総合管理課にしっかりと伝わったわけですから

あなた方が自信を持って、宮崎県のこの創意と

工夫と知恵を生かせる場づくりだと思って、ぜ

ひ頑張って、交渉を続けていただくとありがた

いと思います。

それと、技術次長に確認していきたいんです

が、宮崎県の技術力、これは誇れるものがある

と思うんですが、本県の木材に対する技術力、

その辺の思いというのをここでお聞かせしてい

ただきたいんですが。

木材の技○黒木環境森林部次長（技術担当）

術力の高さということでございます。

本県は、平成３年から原木、素材生産量日本

一を続けているわけですが、今回、製材品出荷

量につきましても日本一になっております。

その製品を県内で当然使うわけにもいきませ

んので、その７割以上が県外に出荷していると

ころでございます。

いろいろな付加価値をつけて、県外に出して

いるわけなんですが、単純に製材品だけじゃな

くて、いろいろな集成材、それからＬＶＬとか

いろいろなもので加工して外に出しているとこ

ろでございます。

木材利用技術センターもございますが、全国

的にも技術力も非常に高いものがございますの

で、いろいろなメーカーともタイアップしなが

ら研究を進めているところであります。さらに

この東京ビルにつきましても、自分たちが持っ

ている知見をいろいろ提案させていただく場面

がありましたらどんどん提案していって、私た

ちにとっても魅力ある、誇れるようなものがで

きればいいなと思っておりますので、頑張って

行きたいと思っております。

、 。○山下委員 ぜひ お願いしたいと思うんです

今、環境森林部の大きな課題はゼロカーボン社

会でしょう。世界でもどんどん数値目標が出て

きますから。山の木という資源がもう海外の面

倒を見る余力がなくなってくると思うんです。

だから、国内では、外材に頼らない、日本で

令和４年３月８日(火)
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できる材の利用、これを高めていくために、今

、からのビジネスチャンスだと思っていますから

その技術力をぜひ全国へ発信していただいて、

。中国や韓国に木材を運ばなくてもいいんですよ

原木や加工した材が海外に行っているみたいで

すけれども、国内で生産した材の国内での利用

を高めていく施策を中心にやっていかないと。

この前、串間市の港に行ったらびっくりしま

した。漁協の港なのに、木材の港になっていて

木材ばっかり積んでありました。海外行きだと

いうことでびっくりしました。

だから、その辺の方向をしっかりと、環境森

林部を挙げて対策を講じていただくとありがた

いと思っています。

ほかに質疑はございませんか。○岩切委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で自然環境課、○岩切委員長

森林経営課、山村・木材振興課の議案の審査を

終了いたします。

、 。総括質疑の準備のため 暫時休憩いたします

午後３時13分休憩

午後３時16分再開

委員会を再開いたします。○岩切委員長

。各課の説明及び質疑が全て終了いたしました

これから総括質疑を行います。

川添委員から浄化槽につ○佐沢環境管理課長

いて御質問がありましたが、その際、答弁に誤

りがありましたので、訂正させていただきたい

と思います。

浄化槽の設置費用が90万円で、個人負担が33

万2,000円と申しましたが、正しくは設置費用が

約83万円、個人負担が50万円であり、33万2,000

円というのは補助金の金額でございました。

それから、下水の処理率について答弁いたし

ましたが、数字が令和元年度のものでありまし

た。最新の令和２年度の下水の処理率は、公共

下水道が55.1％、合併浄化槽が23.9％、農業集

落排水施設などが3.7％であり合計で83％となり

ます。お詫びして訂正いたします。

環境森林部全般について質疑は○岩切委員長

ありませんか。

常任委員会資料の37ページ、森林○ 原委員

経営課と山村・木材振興課、木材利用技術セン

ター手数料の改定について、1.5倍になっていま

すが、もう少し詳しく内訳を教えてください。

機器の更新に伴○黒木林業技術センター所長

う手数料の改定でございますけれども、これは

具体的には短柱材、言わば角材の長さが短い柱

の縦方向に圧縮をかけて強度を図る機械の手数

料の改定でございます。

現行の１万円は、約20年前に導入した機械の

費用に基づいて算定した費用でございます。

改正後については、今年度末で整備いたしま

すけれども、その新しい機械の導入費用が、20

年前に比べてかなり上がったところでございま

す。それで適切に計算しますと約1.5倍ぐらいに

なったといったところでございます。

今まで90センチ程度のものまでしかできな

かったのが、長さが２メートル40センチまで、

より大きな部材にも対応できるといったことで

ございます。

それから、機械の導入経費もかなり高額でご

、 、ざいましたので 研究でもちろん使うんですが

企業からの依頼試験もありますので、この価格

に改定いたしたいという事情でございます。

企業からの要望というか、要請と○ 原委員

いうのは大体どのくらいあるんですか。

昨年度ですけれ○黒木林業技術センター所長

ども、年間４件でございます。これまでは非常
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に短い材でしか対応できなかったのでニーズが

なかったのかなと思っておりますが、今回新た

な機械を導入しましたので、依頼件数も増える

のではないかと期待しているところです。

。○岩切委員長 ほかに全般で何かありませんか

その他で何かありませんか。

４ページの、環境森林課ですけれ○ 原委員

ども、吸収源としての森林の整備です。森林吸

収量は2013年度から減っているわけですけれど

も、平成25年から平成30年とすれば47万トンぐ

らい減っているんですかね。５年で47万トンだ

から年間で約10万トンも減っているわけです。

その後はずっと比較的緩やかになって 令和32、

年、平成25年から足すと37年ぐらいたっている

ので、ここは押しなべると数万トンになるんで

しょうけれども、先ほどから再造林の話がでて

いますが、これは下げる量に対してプラマイゼ

ロにするために何かやったような数字で、お釣

りが来てもいいはずなんです。

何が言いたいかと言いますと、森林はもっと

もっと再造林をして、苗を植えてどんどん木を

太らせる。一方では我々の生活、産業活動の中

でＣＯ₂の排出量は下げていくけれども、一方で

は森林を増やすことによって吸収量はどんどん

増えていって、プラマイすると、プラマイゼロ

ではなくて、宮崎県は最終的にプラスになる。

大気に境界はないわけですから、鹿児島県の

空気も来れば、外国も来るわけで、ここはプラ

マイゼロにするんじゃなくて、産業活動とか、

家庭とか業務とか産業とかは、いろいろな努力

で精いっぱいどんどん減らします。一方で、吸

収源として林業はいっぱい面積を増やしますか

ら、もう１回言いますけど、プラマイにすれば

宮崎県はプラスになるんですよという、何かそ

ういう計画はつくれないんですか。

駄目かな。我々民間であってもそういう感覚

というのはあると思うんだけれども、何か数字

合わせをやっているみたいなことで、大体数字

。合わせをした数字はそのとおりにならないです

森林・林業・木材○有山山村・木材振興課長

産業における2050年ゼロカーボン社会に向けた

取組の中で、ここで言う森林等吸収量につきま

しては、森林はＣＯ を成長過程で吸収すると２

いうのはございますけれども、その後切って使

うと、木材で炭素を貯蔵する。これは午前の部

長の答弁でもありましたけれども、その後に使

うということで、木材は省エネ資源で、資材と

いうことがございます。

建築物に使う場合、鉄等の製造時のエネルギ

ー消費が少ない、ほかの産業の排出減にも寄与

するとか、使った後に木質バイオマスで燃料と

して利用する場合は、ほかの化石燃料の代替と

しての排出減の効果がございますので、2050年

ゼロカーボンの実現に向けた森林・林業・木材

分野の貢献としては、切って使ってまた植える

といったサイクルで、ゼロ以上の効果を、この

ゼロカーボンに対しては貢献していきたいと考

えております。

細かい数字は今持ち合わせませんが そういっ、

たことで頑張ってまいりたいと思います。

頑張っていただいているのはよく○ 原委員

分かっているし、今も非常に理論的だと思うん

ですけれども、ゼロカーボンだからゼロじゃな

くて、マイナスカーボンでもいいのですよね。

それと、その計画というのは、ゼロに持って

いってゼロって合わないので、大体目標って達

成されないから、宮崎県としては、例えば2050

年で言えば、最終的にこれだけのものを減らし

てきましたけれども、吸収源としてはこれだけ

持っていますよという、そういう計画があって
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いいんじゃないかなと思うんです。

そうすると、再造林とか、いろいろなことと

関わってもっと森林づくり頑張れよという話に

なるじゃないですか。ほかの県のところまで、

この国の分まで吸収源をすることができますみ

たいな計画はできんのかなと思います。

午前中も少し申し上げま○河野環境森林部長

したけれども、確かに本県は他県に比べると非

常にアドバンテージがあると思っています。豊

富な森林資源を有しているということは、確か

にアドバンテージでございます。

ただ 現時点では 右松委員の御質問にもあっ、 、

たように、この331万トンがどうやって出てきて

いるのかという部分もありましたが、まず、今

は2030年の46％減に向けて、各分野でどのよう

にしてやっていくのかというところが、これか

らの中で積み上げといいますか、確度というも

のを精査していくことになります。

その中で、気持ちとしては、多分本県は全国

よりも森林資源によるＣＯ 吸収で貢献できる２

と思っております。

しかしながら、論議的な積み上げの中で、今

現時点では2030年に向けての精査がこれからと

いう段階の中で、今のところとんとんという意

味で、ニュートラルといいますか、イコールと

いうことにさせていただいております。

ただ、気持ち的には、林業先進県として、森

林の再造林率は全国よりも本県は進んでいると

いう分がございます。

ただ、もっともっと上げていかないといけな

いし、山村・木材振興課長からもありましたよ

うに、どんどん非住宅も含めて、都市部におい

て大輪の森林をつくるというようなのを林野庁

も言っておりますけれども、山林以外でも、都

市部でも木材を使って炭素を貯蔵させて、都市

部も森林にするんだというような方向性、そう

いうのも含めて 本県としては貢献できると思っ、

ております。

そのつもりでやっていきたいと思いますが、

計画上は、現時点ではゼロというのを目標に上

げさせていただいております。

分かりました。計画上プラマイゼ○ 原委員

ロで、気持ちとしてはマイナスカーボンと。

環境森林部全般について質疑は○岩切委員長

ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって環境森○岩切委員長

林部を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後３時28分休憩

午後３時37分再開

委員会を再開いたします。○岩切委員長

明日の委員会は、午前10時から農政水産部の

説明ということでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○岩切委員長

すが、その他で何かございますか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

暫時休憩いたします。○岩切委員長

午後３時37分休憩

午後３時37分再開

委員会を再開いたします。○岩切委員長

委員長報告については、また明日伺わせてい

ただきます。

以上をもちまして、本日の委員会を終了いた

します。

午後３時37分散会
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午前９時56分再開

出席委員（７人）

委 員 長 岩 切 達 哉

副 委 員 長 武 田 浩 一

委 員 原 正 三蓬

委 員 山 下 博 三

委 員 右 松 隆 央

委 員 川 添 博

委 員 河 野 哲 也

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

農政水産部

農 政 水 産 部 長 牛 谷 良 夫

農政水産部次長
斎 藤 孝 二

（ 総 括 ）

農政水産部次長
菓子野 利 浩

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
鈴 木 信 一

（ 水 産 担 当 ）

畜産新生推進局長 三 浦 博 幸

部 参 事 兼
殿 所 大 明

農 政 企 画 課 長

中山間農業振興室長 海 野 俊 彦

農業流通ブランド課長 松 田 義 信

農業普及技術課長 上 田 泰 士

農業担い手対策課長 小 林 貴 史

農 産 園 芸 課 長 川 上 求

農 村 計 画 課 長 戸 髙 久 吉

鳥 浦 茂畑かん営農推進室長

農 村 整 備 課 長 押 川 浩 一

水 産 政 策 課 長 西 府 稔 也

漁 業 管 理 課 長 大 村 英 二

漁港漁場整備室長 否 笠 友 紀

畜 産 振 興 課 長 河 野 明 彦

家畜防疫対策課長 丸 本 信 之

工 事 検 査 監 日 髙 誠

総合農業試験場長 東 洋一郎

県立農業大学校長 戸 髙 朗

水 産 試 験 場 長 坂 本 龍 一

畜産試験場副場長
稲 用 裕 史

（ 総 括 ）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議事課主任主事 木 村 結

委員会を再開いたします。○岩切委員長

当委員会に付託されました農政水産部の令和

４年度当初予算関連議案について、部長の説明

を求めます。

。○牛谷農政水産部長 農政水産部でございます

よろしくお願いいたします。

説明に入ります前に、お礼を申し上げます。

３月５日の令和３年度県立農業大学校卒業式

では岩切委員長に、また、令和３年度県立高等

水産研修所修業式では武田副委員長に御出席い

ただきました。お忙しい中御出席いただき、あ

りがとうございました。

お手元の環境農林水産常任委員会資料の表紙

の目次を御覧ください。

本日は、Ⅰの予算議案、議案第１号「令和４

年度宮崎県一般会計予算 、議案第12号「令和４」

年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計予算」に

ついて、Ⅱの特別議案では、議案第21号「使用

料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例」

のほか、議案第30号「宮崎県における事務処理

令和４年３月９日(水)
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の特例に関する条例の一部を改正する条例 、」

議案第34号「農政水産関係建設事業執行に伴う

」 。市町村負担金徴収について 御説明いたします

１ページを御覧ください。

令和４年度農政水産部予算案の基本的な考え

方についてであります。

（２）の農政水産部の予算編成における基本

的な考え方にありますように、令和４年度は第

八次農業長計及び第六次水産業長計がスタート

して２年目ということになります。

、農水産業分野のグリーン化に重点を置きつつ

先人達がこれまで築き、育ててきた本県の農畜

水産業と農山漁村のすばらしい資源及び本県農

水産業の宝や強みを次世代にしっかり引き継ぎ

ますとともに、５年後、10年後を見据えた持続

可能な魅力ある農畜水産業の実現のための予算

として構築したところでございます。

具体的には、まず、アの農業分野では、①の

“農の魅力を生み出す”人材の育成と支援体制

の構築といたしまして、多様な新規就農者等の

確保・育成等はもとより、経営資源の承継や外

国人やダブルワークなどの多様な雇用人材の確

保を推進してまいります。

②の“農の魅力を届ける”みやざきアグリフ

ードチェーンの実現では、野菜の周年供給、効

率的な輸送体制づくりや食資源の高付加価値化

など、生産・流通・販売が一体となり、賢く稼

げる農業のスマート化の取組を推進してまいり

ます。

③の“農の魅力を支える”力強い農業・農村

の実現では、中山間地域で稼げる体制づくりの

強化、資源循環型の産地づくり、セーフティー

ネットの推進、家畜防疫や植物防疫への対応な

ど常在化する様々なリスクに対応した新防災の

取組を推進してまいります。

次に、イの水産業の分野では、①人口減少社

会に対応した生産環境の創出といたしまして、

新規就業者へのワンストップ支援や操業の効率

。化等の漁業のスマート化を推進してまいります

②の成長をつかむ高収益化と流通改革では、

高収益型漁業への転換や輸出バリューチェーン

の構築等を推進してまいります。

③の水産資源の最適な利用管理と環境保全へ

の対応では、水産資源の回復や漁場の管理保全

をなお一層推進してまいります。

、④の成長産業化を支える漁村の基盤強化では

漁港の津波・地震対策の強化や安全操業支援等

を推進してまいります。

また、昨年開設しました農政水産部ホームペ

ージ「ひなたＭＡＦｉＮ」を強化しまして、タ

イムリーな情報発信、意見集約等により、この

２つの長期計画や各種施策を積極的に推進して

まいります。

なお、２ページに両長期計画に基づきます重

点的な予算を整理しておりますので、後ほどお

目通しいただければと思います。

次に、３ページの議案第１号「令和４年度宮

崎県一般会計予算 、議案第12号「令和４年度宮」

崎県沿岸漁業改善資金特別会計予算」について

であります。

一般会計と特別会計を合わせた農政水産部全

体の令和４年度予算額は、令和４年度歳出予算

課別集計表のＡ列の一番下の段にありますとお

り437億4,002万円をお願いしております。

次に、右側の４ページを御覧ください。

債務負担行為についてであります。一覧表に

あります事項につきまして、追加をお願いする

ものでございます。
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次に、６ページを御覧ください。

このページから34ページまでは、令和４年度

当初予算案における新規・重点事業の説明資料

となっております。詳細につきましては、後ほ

ど関係課長から説明させていただきます。

私からは以上であります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。

部長の概要説明が終了いたしま○岩切委員長

した。

、これより３班に班分けして議案の審査を行い

最後に総括質疑の時間を設けることとします。

なお、歳出予算の説明については、重点・新

規事業を中心に簡潔に行い、併せて決算におけ

る指摘要望事項に係る対応状況についても説明

をお願いします。

、 、 、それでは 農政企画課 農業流通ブランド課

農業普及技術課、農業担い手対策課の議案の審

査を行います。順次説明をお願いします。

歳出予算説明資料の農政○殿所農政企画課長

企画課のインデックスのところ、293ページを御

覧ください。

農政企画課の令和４年度当初予算は、一般会

計のみで17億1,693万円をお願いしております。

主な内容について説明いたします。

295ページを御覧ください。

１番下の（事項）新農業振興推進費の説明

欄、296ページに移っていただきまして、新規事

業 農を核とした みやざき新価値創造プロジェ、 「

クト」推進事業985万9,000円につきましては、

後ほど常任委員会資料で説明いたします。

次の（事項）中山間地域活性化推進費の説明

欄の新規事業１、みやざきの持続可能な農山村

、づくり支援事業2,619万9,000円につきましては

中山間地域において暮らしやなりわいの基盤と

なる集落機能の維持・強化を図るため、農業作

、業受託組織の機能強化や農泊ビジネスの再生等

農業者を母体とした取組を強化するとともに、

、これら農業者組織と自治会などとの連携を促し

農地保全や農業振興と併せて生活支援等を行う

組織の形成を促進するものです。

３つ目の（事項）鳥獣被害防止対策事業費の

説明欄の１、鳥獣に打ち勝つ魅力あふれる農山

村づくり事業７億3,157万4,000円につきまして

は、鳥獣による農林作物被害を軽減するため、

集落の実態に応じた総合的な対策を支援すると

ともに、捕獲鳥獣をジビエとして利活用し、新

たな所得や雇用創出による地域振興を図るもの

です。

常任委員会資料の７ページを御覧ください。

新規事業、みやざき農水産業グリーン化推進

事業でございます。

１の目的・背景にありますように、農政水産

部では、国の緑の食料システム戦略を踏まえ、

環境に配慮した農水産業の推進、いわゆる農水

産業のグリーン化に総合的に取り組むこととし

ており、その具体的な取組と行程を取りまとめ

たみやざき農水産業グリーン化推進プランを策

定したところであります。

、 （ ） 、令和４年度は ２の ５ にありますように

５つの課で６つの事業に取り組むこととしてお

りますので、その全体像について、農政企画課

から説明いたします。

８ページを御覧ください。

事業内容の欄にありますように、ⅠからⅢの

３つの柱で構成しており、Ⅰでは、畜産バイオ

、 、マスについて エネルギーとしての利用の検討

堆肥としての利用拡大に向けた支援、肥料等と

しての利用推進、Ⅱでは、温室効果ガス排出削



- 56 -

令和４年３月９日(水)

減につながる技術の導入・普及、有機農業の産

地づくり支援、養殖における人工種苗への転換

支援、Ⅲでは、環境に配慮した農水産物のブラ

ンド化に向けた認証基準の創設、ＰＲ支援など

に取り組むこととしております。

７ページに戻っていただいて、２、事業の概

要を御覧ください。

予算額は、６つの事業を合わせて１億5,510

万7,000円になります。

（５）に各事業を掲げておりますけれども、

それぞれの事業につきましては、後ほど関係課

から説明いたします。

続きまして、９ページを御覧ください。

新規事業、農を核とした「みやざき新価値創

造プロジェクト」推進事業でございます。

10ページで説明いたします。

事業の目的・背景につきましては、市町村の

農の魅力や特色を活かした地域活性化の取組に

民間企業のコロナ禍で芽吹いた新価値やニーズ

を取り込むため、農を核としたみやざき新価値

創造プロジェクトを実施し、ポストコロナを見

据えた新たな地方創生を促進するものでありま

す。

事業内容につきましては、ステップ０からス

テップ３で構成された一連の取組について体系

的なコーディネートを実施します。

事前準備のステップ０では、プロジェクトに

参加する市町村の募集・選定 構想を創るステッ、

プ１では、選定された市町村の計画策定への支

援やマッチングプレゼンテーションに参加する

企業の募集、構想を伝えるステップ２では、首

、長によるマッチングプレゼンテーションの開催

構想をつなげるステップ３では、市町村と民間

企業の連携による計画実現に向けた支援を行い

ます。なお、この取組につきましては、本年度

モデル的に実施しており、参考として本年度の

取組状況を記載しております。

プロジェクトに応募があった市町村は、８市

町村で、このうち、西都市、新富町、延岡市、

美郷町の４市町がマッチングプレゼンテーショ

ンを実施しました。

マッチングプレゼンテーションには、民間企

業32社が参加し、このうち15社が４市町との具

。体的な協議を継続しているところでございます

マッチングプレゼンテーションに参加した４

つの市町からは 「地域の課題を解決するために、

民間企業の視点を取り入れることは効果的であ

る」など、高い評価をいただくとともに、民間

企業からは 「首長が直接関わることで、トップ、

ダウンで指示が通り、連携が取りやすいと感じ

た」など、好意的に受け止めるコメントや継続

の要望などをいただいたところです。

９ページの２、事業の概要を御覧ください。

予算額は985万9,000円で、全額、地方創生臨

時交付金を活用します。事業期間は、令和４年

度の１年間です。

歳出予算説明資○松田農業流通ブランド課長

料の299ページを御覧ください。

農業流通ブランド課の予算額は、一般会計の

。みで11億2,090万1,000円をお願いしております

主な内容について説明いたします。

301ページを御覧ください。

下から２番目の（事項）新農業振興推進費の

説明欄の３、県産農畜水産物応援消費推進事業

の４億6,350万円につきましては、新型コロナウ

イルス感染症の拡大に伴う本県農畜水産業への

影響を緩和するため、県内外における県産農畜

水産物の消費喚起や販売拡大に係る取組を支援
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するものであります。

次に、その下の（事項）新みやざきブランド

推進対策事業費でございます。

302ページを御覧ください。

一番上の説明欄の１、みやざき農水産業グリ

ーン化推進事業のうち改善事業、信頼と情熱を

未来につなぐ新たなブランド対策推進事業

の1,350万円であります。

本事業は、環境負荷低減に向けた社会的気運

の高まりやコロナ禍における消費行動の変化等

を捉え、ブランド認証制度の見直しを行うとと

もに、新しい価値観や消費ニーズに対応した商

品づくり、販売・ＰＲ活動を支援するものであ

ります。

次に、その下の（事項）農産物流通体制確立

対策費の３億214万5,000円につきましては、農

産物の合理的な流通の促進、並びに農産物の輸

出に取り組む産地の育成や販売拡大等に係る取

組を支援するものであります。

次に、下から２番目の（事項）構造政策推進

対策費の説明欄の２、改善事業、みやざきロー

カルフードプロジェクト（ＬＦＰ）強化事業に

、 。つきましては 委員会資料で御説明いたします

委員会資料の11ページを御覧ください。

１の事業の目的・背景にありますとおり、本

事業は、地域食資源の高付加価値化に向けた取

組を強化するため、多様化するポストコロナの

消費ニーズに対応した新商品・サービスの開発

等を支援するもので、令和３年度補正事業、ポ

ストコロナ食農連携プロジェクト推進事業等で

進めてまいりましたＬＦＰの取組をさらに発展

させていこうというものでございます。

12ページを御覧ください。

上段の現状と課題にありますとおり、この取

組を進めるに当たり みやざき食農連携プロジェ、

クト（ＬＦＰ）プラットフォームを令和３年７

月に設立いたしまして、現在100者を超える多様

な事業者に参画いただいているところです。

このプラットフォームを母体に、さらなる新

商品・サービス開発を進めるとともに、一方で

これらの取組をしっかりと情報発信し、販売促

進につなげていくことが重要であると考えてお

ります。

そこで、下のポンチ絵にありますとおり、２

つの対応策を実施いたします。

まず、１のＬＦＰ新商品・新サービス開発支

援事業でございますが、大きな円盤で描いてお

ります多様な業種が結集したプラットフォーム

を母体に、保存食や輸出、有機といった消費ニ

ーズに合わせた個別のプロジェクトを複数の事

、業者でグループをつくって取り組んでいただき

新商品の開発等を進めてまいります。

次に、２の地域食資源の魅力発信・販売促進

事業でございますが、ＬＦＰ商品の背景にある

作り手の思いや工夫、製造された土地柄や町の

魅力や特徴をストーリーコンテンツとして動画

等にまとめて情報発信するとともに、これらの

商品をふるさと納税の返礼品や企業とコラボし

ての店舗販売、ネット販売等につなげてまいり

ます。

11ページの２、事業概要を御覧ください。

予算額は4,930万円で、事業期間は、令和４年

度から令和６年度までの３年間を予定しており

ます なお ２ の財源にあります寄附金1,600。 、（ ）

万円につきましては、企業版ふるさと納税制度

を活用する予定にしております。

続きまして、別冊資料の決算特別委員会指摘

要望事項の対応状況について説明いたします。
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資料の11ページを御覧ください。

⑫の「県産農畜水産物応援消費の推進につい

て、ふるさと納税制度を活用した県産品の消費

拡大を図るとともに、付加価値のある商品づく

りのための支援策を検討すること」についてで

あります。

県のふるさと納税制度における返礼品の件数

は、令和２年度実績で約3,200件となっており、

完熟マンゴーや宮崎牛をはじめとする農畜水産

物とそれらを原材料とした加工品の割合は７割

を超えている状況にあります。このため、県産

農畜水産物の応援消費を推進し、本県農畜水産

物の良さを全国の消費者に知っていただく機会

の一つとして、ふるさと納税制度を活用するこ

とは重要であると考えております。

このため、今後は県のふるさと納税返礼品に

おいては、本県農畜水産物等に係る魅力的な情

報を記載したチラシ等を返礼品と併せて寄附者

へ発信する取組を進めるとともに、市町村のふ

るさと納税返礼品においても、市町村等関係者

の協力を得ながら情報の発信に努めてまいりた

いと考えております。

また、付加価値のある商品づくりのための支

援として、みやざき食のイノベーション推進事

業等で取り組んでおります機能性成分に着目し

た保健機能食品の商品化を引き続き進めるとと

もに、先ほど説明させていただきましたみやざ

きローカルフードプロジェクト（ＬＦＰ）強化

事業の取組を通した商品づくりを一層進めてま

いります。

歳出予算説明資料○上田農業普及技術課長

の305ページを御覧ください。

当課の当初予算額は、一般会計のみで35

億2,575万4,000円をお願いしております。

主な内容について御説明します。

307ページを御覧ください。

中段の（事項）農業情報・技術対策費の1,827

万4,000円です。これは、産地競争力の強化につ

ながる革新的な技術開発や、試験研究体制の強

。化に向けた人材育成のための経費等であります

308ページを御覧ください。

中段の（事項）農業経営改善総合対策費の説

明欄の２、改善事業、農業で「稼ぐ」経営力強

化事業の2,261万3,000円です。

これは、各産地の産地ビジョンの実現に向け

て、新規就農者から担い手・法人までの発展段

階に応じて、経営コンサルティングや研修等を

実施するほか、中でも法人への経営支援を強化

することで、経営管理能力の高い産地の担い手

の育成に取り組むものであります。

その下の３、新規事業、みやざき農業ＤＸス

タートアップ事業につきましては、後ほど常任

委員会資料で御説明します。

次に、ページ下段の（事項）農業金融対策費

の５億3,039万5,000円です。これは、農業近代

化資金等の制度資金借入れに対する利子補給等

に要する経費であります。

令和４年度も引き続きコロナ禍における農業

者の資金繰りを支援するため、経済変動・伝染

病等対策資金等によりまして、資金調達の円滑

化を図ってまいります。

310ページを御覧ください。

上から２つ目の（事項）農産物高品位生産指

導対策費の説明欄の１の（１）新規事業、持続

可能なみやざきグリーン農業構築事業の4,418

万6,000円です。

、 、これは 環境にやさしい農業を構築するため

減化学肥料・減化学農薬に寄与する技術や温室
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効果ガス削減技術等の実証、また農薬の効果的

で適正な使用を推進するとともに、市町村等が

中心となった地域ぐるみの有機農業の取組支援

や技術指導者の育成などに取り組むものであり

ます。

委員会資料の13ページを御覧ください。

新規事業、みやざき農業ＤＸスタートアップ

事業について御説明します。本事業は、１の事

業の目的・背景にありますとおり、スマート農

業技術のさらなる普及・定着に向けて、デジタ

ルデータを効果的に活用するため、指導人材の

育成やデータの活用、民間企業等との連携強化

を推進する事業であります。

14ページを御覧ください。

この事業では、中段の２、課題と具体的な取

組内容にあります課題１から３の３つの課題の

解決に取り組んでまいります。

まず、課題１、指導人材の育成では、①の専

門サポート体制構築事業としまして、データ活

用や通信等の外部専門家で構成します相談窓口

を設置し、現場で技術支援を行う普及指導員等

に対する研修等を通して、必要な技術的助言・

指導を受けられる体制を構築します。

次に、課題２のデータの活用では、現在、施

設園芸を中心に、栽培環境データを活用し、生

産性を高める取組が始まっておりますが、デー

タを活用するための整理・分析に多くの労力を

かけている状況がありますことから、②のデー

タ分析体制構築事業としまして、データを整理

・分析するためのツールを開発し、生産性向上

に向けて様々なデータの活用を進めてまいりた

いと考えております。

次に、課題３の民間企業等との連携では、自

社の技術やノウハウを農業分野で活用したいと

いう民間企業の力を生かすため、③の民間連携

強化事業としまして、農業者や民間企業等で構

、 、成する共同体 コンソーシアムを募集しまして

モデル事例の創出を進めてまいりたいと考えて

おります。

これらの取組によりまして、農業現場におけ

る生産性向上を実現してまいります。

13ページを御覧ください。

２の事業の概要にありますとおり、予算額

は973万3,000円、事業期間は、令和６年度まで

の３か年を予定しております。

常任委員会資料の４ページを御覧ください。

債務負担行為についてであります。当課から

は４件お願いをしております。

表の一番上から４件の事項につきましては、

農業制度資金の融資に対する２年目以降に必要

な利子補給の債務負担をお願いするものです。

歳出予算説明資料○小林農業担い手対策課長

の313ページを御覧ください。

当課の当初予算額は、一般会計のみで29億293

万4,000円をお願いしております。

主な内容について御説明いたします。

315ページを御覧ください。

一番下の（事項）青年農業者育成確保総合対

、 、策事業費の説明欄 316ページをお開きいただき

説明欄の４、改善事業、地域と産み出す次世代

型農業参入連携構築事業の478万8,000円でござ

います。

これは、担い手不足が懸念される本県農業を

維持するため、地域と調和の下、新たな担い手

として 他産業からの参入誘致や参入前後のフォ、

ローアップなど支援体制を構築するものでござ

います。

次に、説明欄の６、新規事業、みやざき新規
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就農者育成総合対策事業につきましては、後ほ

ど常任委員会資料で御説明いたします。

次に、下から２段目の（事項）担い手育成総

合対策事業費の説明欄の４、改善事業、みやざ

き農業経営者総合サポート事業の2,433万2,000

円でございます。

これは、意欲ある農業者の経営発展へ向け、

、 、専門家派遣等の支援により 法人化や労務管理

事業承継などの経営課題の解決を図るものでご

ざいます。

次に、説明欄の５、新規事業、農業外国人材

。確保定着促進事業の795万3,000円でございます

これは、農業分野において外国人材の受入れ

体制を構築するため、就労現場での多言語化対

応の環境整備や研修の実施、国内外の機関との

連携強化や情報収集などに取り組むものでござ

います。

317ページを御覧ください。

一番上の（事項）構造政策推進対策費の説明

欄の１、改善事業、農地中間管理機構等支援事

業の５億3,586万円でございます。これは、農地

中間管理機構による担い手への農地集積と集約

化を推進するものでございます。

常任委員会資料の15ページを御覧ください。

新規事業、みやざき新規就農者育成総合対策

事業について御説明いたします。

この事業は、１の事業の目的・背景にありま

すとおり、本県農業の次世代を担う農業経営者

を育成するため、就農準備段階や経営開始時の

経営確立支援と、就農者の確保に向けたサポー

ト体制の充実を図るとともに、地域リーダーと

しての実践力等を備えた農業経営者を育成する

ため、農業大学校の教育カリキュラムを強化す

るものでございます。

16ページを御覧ください。

、中段左の①新規就農者育成事業につきまして

アの就農準備資金では、就農に向けて研修を受

ける方の研修に必要な資金を、イの経営開始資

金では、独立・自営就農する方の経営開始に必

要な資金を、それぞれ１年当たり150万円交付し

ます。

また、ウの経営発展支援資金では、経営開始

する独立・自営就農者または経営継承後の経営

発展を目指す親元就農者が行う機械や施設等の

導入に対し、国と県が一体となって最大750万円

を交付します。

さらに、エのサポート体制構築支援では、市

町村が行う就農相談員の設置等を支援します。

次に、中段右の②農業大学校教育カリキュラ

ム強化事業では、ＧＡＰなど農業大学校の教育

カリキュラムを強化し、地域リーダーとしての

資質を備えた実践力のある農業経営者等を育成

します。

15ページの２の事業の概要を御覧ください。

予算額は10億1,257万5,000円、事業期間は令和

６年度までの３年間を予定しております。

常任委員会資料の４ページを御覧ください。

債務負担行為についてであります。当課から

は１件お願いしております。

表の上から２番目の事項は、県農業振興公社

が農地取得等を行うために必要な無利子資金を

全国農地保有合理化協会から借り入れる際、国

の規程に基づき、損失補償を行うためにお願い

するものです。

議案に関する説明が終了いたし○岩切委員長

ました。質疑はございませんか。

常任委員会資料の９ページ、農を○河野委員

核とした「みやざき新価値創造プロジェクト」
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推進事業について、令和３年度にモデル的に実

施したプロジェクトの状況ということで、４市

町 西都市 新富町 延岡市 美郷町 それと15、 、 、 、 、

社が具体的な協議を開始したとあるんですが、

、この15社の傾向というか業種といえばいいのか

分かる範囲で結構ですので、延岡市だけ少し具

体的に教えていただきたいと思います。

ただいま４つの市町と連○殿所農政企画課長

携を調整しておりますけれども、この15社につ

きましては、例えばスマート農業の実証をした

いといった企業、それからバイオマス発電等の

再生エネルギーの導入で協力をしたいという企

業、それから有機溶液栽培の実証等、新しい技

術を活用して市町村と組んでみたいという様々

な分野がございまして、企業も九州電力、旭化

成、ソフトバンクといった大企業から、スマー

ト農業をやっているベンチャー的な企業まで様

々でございます。

このうち延岡市につきましては、シキミを中

心とした中山間地域の活性化というテーマで、

延岡市はシキミの産地で、さらにこれを発展さ

せたい、企業と連携してやってみたいというこ

とで市長がプレゼンをされました。

その結果、６つの企業・大学等がぜひ組んで

みたいということで手を挙げられまして、現在

そのシキミの生産においてのスマート農業の実

証であるとか、鮮度保持に関する新しい技術、

こういったものについて、自社で持っているも

のを何とか有効に活用できないかという協議を

していただいている状況でございます。

これは報道されましたか。○河野委員

このマッチングプレゼン○殿所農政企画課長

を昨年11月12日に開催いたしまして、私どもか

ら記者投げ込みをいたしまして、報道されたと

ころでございます。

関連してですけれど、本年度○武田副委員長

の事業の内容は大体分かったんですが、来年度

はこの予算でどれぐらいの市町村を予定されて

いるんでしょうか。

募集については、広く県○殿所農政企画課長

内全市町村を対象に募集するつもりでございま

、 、すけれども マッチングプレゼンということで

企業に来ていただいて、プレゼンをして聞いて

いただくという場の設定が必要でございますの

で、今年度と同じく４市町村程度になるのでは

ないかと思っております。具体的には今後詰め

ていきたいと思っております。

委員会資料の７ページ、みどりの○右松委員

食料システム戦略は、今後の農業を進めていく

上で核となる取組ですので、幾つかお伺いした

いと思います。

１つは、予算額が１億5,510万円となっていま

すが、これは国の当初予算なのか、それとも令

和３年度の補正予算なのか教えてもらってもい

いですか。

７ページの２、事業概要○殿所農政企画課長

の（２）に財源として、国庫と書いております

けれども、これにつきましては、国がみどりの

食料システム戦略を推進するために緑交付金と

いう予算をつけておりますほか、地方創生交付

金を活用することにしており、いずれも令和４

年度の予算を活用することとしております。

国がみどりの食料システム関連の○右松委員

中で、本県への配分が１億5,510万円ということ

について内部でどのように評価されているのか

教えてください。

具体的な配分というもの○殿所農政企画課長

があったわけではございませんけれども、私ど
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もとして、本県としてこれぐらいの事業をしっ

かりやっていきたいというのを積み上げたもの

でございますので、これからしっかり申請等を

行い、その中でしっかり必要性を訴えて予算を

獲得していこうと思っております。

昨年９月の代表質問で取り上げさ○右松委員

せていただきました。当時は概算要求の話をさ

せていただいて、グリーン化というのが脱炭素

、 、で 政府の特別枠として大きな柱になっており

その中でみどりの食料システム戦略というのが

出てきたわけです。

あのときはまだ構想でしたけれども、先日、

みどりの食料システム法案が閣議決定されて今

国会で成立するということであります。

、 、これは明確に２つに分けられていて １つは

土づくりとか化学肥料 今ちょうどバイオマ―

スのお話が出てきていますけれども 有機農―

業の団地化とかいったＣＯ ガスの排出量削減に２

取り組む農林業者に対するもの。

それからもう一つは、先端技術のＩＣＴも含

めて、スマート化に取り組む企業等、事業者に

対する支援、それに対して様々な税制も含めた

有利性が出ています。

資料の７ページの（５）事業内容に①から⑥

まで事業がありますが、かなりの事業メニュー

がある中からこれを選ばれたわけですよね。そ

こで、この中でスマート農業関係というのはど

のように位置づけておられるのか教えてくださ

い。

この農水産業のグリーン○殿所農政企画課長

化を進める上では、今、委員からお話がありま

したように、ＣＯ の削減といった環境負荷の軽２

減に取り組む部分と、もう一つは、そういった

中でもしっかり生産性も上げていかなければい

けませんので、スマート農業であるとか農地の

集積、集約、大区画化といったことにも取り組

まなければなりません。

このうち今御質問のありましたスマート農業

につきましては、この中では整理しておりませ

んけれども、スマート農業については別途事業

を組んでおりましたので、その中でしっかり推

進を図っていきたいと思っております。

国が基本方針を策定して、それを○右松委員

受けて都道府県と市町村が共同で基本計画を策

定をするという形で、それぞれの事業者の認定

を行うという流れになっていますが、今後これ

をさらに進めていくうえでの方向性というか取

組の姿勢について教えてください。

このグリーン化につきま○殿所農政企画課長

しては、８ページの事業内容のところにも書い

ておりますが、本県の場合は、畜産という大き

な産業がございます。あわせて、そこを耕種部

門とどう連携させるか。また、Ⅱの中には、養

殖等水産関係も入っております。

本県の特徴として、こうした農・畜・水に、

しっかりバランスよく事業に取り組めると思っ

ておりますので、委員から御紹介のありました

計画等につきましても これから市町村等としっ、

かり話をして進めていけるように努めていきた

いと思っております。

。 、○右松委員 分かりました 農業先進県として

しっかりと取組を進めていただきたいと思いま

す。

。○ 原委員 ８ページにバイオ炭とあるんです

奨励しようという話だけれども、どういうもの

か教えてください。

温室効果ガスの排出○上田農業普及技術課長

抑制ということで、炭素を炭という形にして土
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中に保留するといいますか ため込むことによっ、

て、炭という形であれば外部への放出を長期間

少なくできるということで進められている取組

であります。特別な手法で作った炭ということ

ではございませんで、通常と同じ炭ということ

で御理解いただければと思います。

このバイオ炭って、バイオってい○ 原委員

うのは何か特別な炭かなと。普通でもそれは木

で作った炭、竹で作った炭があって、それが炭

、化されているというのは分かるんですけれども

バイオ炭とうたっているから、バイオ茶とかそ

、 、ういうものもあるし だからこの炭というのは

農業のグリーン化と関係あるわけでしょう。

バイオ炭と申しますのは、○東農業試験場長

これは有機物 バイオマスを炭にしたという─

ことで、先ほど説明のありました木炭とか竹炭

とかが入っておりまして、これを総称してバイ

オ炭と呼ばれているものでございます。

だからイメージとしてグリーン化○ 原委員

。 、でしょう 農作物の茎だったり葉っぱだったり

そういうものを燃やしたりするとＣＯ が出る、２

放っておくとそれが腐って炭酸ガスが出てしま

うので、意図してそういうものを炭化する装置

なり方法があって、それを土中に埋めてしまお

うという、何かここに特殊な意味合いがあるの

かなと思ったので聞いたところです。

私もバイオ炭という名前○牛谷農政水産部長

を聞いたときに、疑問を持ったので調べてみた

んですけれども、頭にバイオという言葉がつい

ているのは、バイオマス資源ということです。

生物由来ということですか。○ 原委員

はい、今のイメージの中○牛谷農政水産部長

でありますのは、例えば果樹の剪定枝とか、本

県でも栗などでよくありますけれども、剪定し

たものをチップにして畑の中に、圃場の中に、

果樹園の中にそのまま返すということをよく

やっていますが、それを燃やした後に水をかけ

て消し炭を作りますけれども、ああいう形にし

て炭を作って、それを土壌中に戻せば、それは

炭として簡単に腐敗しないので、土壌中に炭素

が長期間固定されるということになります。石

油由来の燃料を減らしましょうということが一

つありますけれども、いきなりゼロということ

、 、はできませんので それを減らすということと

一方で、その炭とかにして土中に固定するとい

うことで、両方でカーボンニュートラルを目指

しましょうという取組をしていくということで

ございます。

それで今おっしゃった木とか葉っ○ 原委員

ぱとか、残ったものをどうやって消し炭にする

のか、そこのところがないと、考えとしては分

かるんですけれども、このグリーン化事業の中

で、一般の農家でできるように指導というか、

ノウハウというか、方針というか、そういうも

のをおつくりになるのかなと。わざわざバイオ

という非常にいい名前を使っているので。

このバイオ炭の先進○上田農業普及技術課長

地として、山梨県がその炭の製造も含めて取組

をされております。この事業では、令和４年度

から、すぐにバイオ炭の炭作りとかバイオ炭の

投入を行うということではなく、炭の作り方で

すとか導入効果とかを山梨県等の先進地に学ば

せていただいて、それが本県に合うものかどう

かというところをしっかり検証・検討をしてま

いりたいと考えております。

そういうことですよね。だから簡○ 原委員

単に作れるシステムなり方法なりをモデル化し

て、各農家の皆さんにどんどん消し炭にして田
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んぼに返しましょうと、そのやり方の周知を図

らないと、これは本当にお題目だけになると思

う。すみに置けない話だと思います。よろしく

お願いいたします。

歳出予算説明資料の316ページ、担○山下委員

い手育成総合対策事業の中の４番、みやざき農

業経営者総合サポート事業について、先ほどの

説明では、農業者の労務管理関係をひっくるめ

た指導体制の確立と事業承継という話が出たん

ですが、今はどういう相談でどんな対応をして

いるのか、少しその内容をお聞かせください。

このみやざき農業○小林農業担い手対策課長

経営者総合サポート事業につきましては、国庫

事業で本年度も予算化していただいて実施して

いるところでございまして、具体的には、相談

される農業者の皆様のところに相談内容に応じ

て、税理士や社労士といった経営のプロの方々

を県の農業再生協議会が派遣して、いろいろと

御相談に乗るという事業内容でございます。本

年の状況でございますけれども、経営承継をし

たいということで御相談をいただいております

が、12月末時点におきましては12件、県内から

の御相談をいただいている状況でございます。

企業の事業承継を３年、４年ぐら○山下委員

い前からやっているんですは、やっぱり農業関

係も事業承継についての体制づくりをして、具

体的な話を進めていかないと。

今までも相談してきたんですが、実際、家族

、経営型でやっていた人たちが後継者がいなくて

特に畜産関係をやっていた人たちは 施設があっ、

て、特に農家の既得権というのが僕はあると思

うんですよ。

特に畜産関係はブロイラーにしても養豚にし

ても、和牛でもそうですが、新たに畜産の施設

、造ろうとすると同意を取らないといけないとか

やはり臭いとかいろいろな迷惑をかけるから集

落の同意を取らないといけないと。造ろうとし

て、段取りをしていたけれども、周りで反対運

動が起きてなかなかできないと。

それから新規で畜産をするというのは難しい

んです。だから、今いる人達の既得権を事業承

、 、継をしていく中で どれだけ評価してあげるか

そういう相談です。そこの中に県がちゃんと絡

んで、土地の評価とか既得権の評価とか、ある

程度その辺も評価できるような、そういう相談

ができるような体制づくりまでは、まだ到って

いないんですか。

委員御指摘のとお○小林農業担い手対策課長

りだと我々も考えてございまして、先ほどは事

業の御説明ということで承知いたしておりまし

、 、たので 事業内容を御説明したんですけれども

この事業外で県といたしまして、第三者への経

営資源の承継というところで、委員がおっしゃ

るとおり、特に現在の施設の資産価値をどう評

価するかというところは、非常に現場において

は難しいというお話も承っております。

昨年の８月でございますけれども、県と東京

の三菱総研や事業性評価研究所といったコンサ

ル業者と経営資産の評価システム開発等に係る

連携協定というのを締結したところでございま

して、現在は、農業用施設 ハウスの資産評─

価システムをある程度開発しているというとこ

ろでございます。今後も対象を広げていく予定

でございまして、今のところは畜舎の評価もシ

ステムでできるようにしていきたいと思ってお

ります。

やはり現場の実勢価格 あるいは立地とかいっ、

たもので、この立地だったらこれというところ
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は、トライアンドエラーで詳細は詰めていこう

と思っておりますけれども、それを開発して、

現場の普及センターや市町村、関係機関の皆様

と情報共有して、そういった相談、事業承継が

円滑に進むように検討して、しっかり取り組ん

。でまいりたいと考えているところでございます

まず状況を知ってほしいという思○山下委員

いがあるんです。やめていかれる人たちは、ほ

とんどが負債を抱えているんですよ、赤字なん

です。

だから 例えば畜舎の施設だって もう40～50、 、

年前のものを頑張って使ってきた、老朽化して

いる施設もあるんですよ。それが使えるかとい

、 。うと かなりの投資をしないと再生はできない

でも解体すると、解体費用がかかってしまう。

土地の評価も 田舎に行くと１反当たり20～30、

万円するような農地はほとんどない状況です。

やめる段階で、負債整理の問題、そして、不動

産業者が入ってくると、土地の評価でいくと価

値がないんですよ。

畜舎を解体をしたら、プラスマイナスゼロ、

それぐらいの評価しか出てこないっていうこと

で私にも相談があります。だから私はやっぱり

既得権を、どれだけやっぱりそこに現物が今ま

であって営みがなされていたら、もうそこは既

得権があるわけですから、その辺の評価はどれ

だけしてあげられるのか。

そして、個々の農家の、差があるでしょうけ

れども、施設、土地も処分するともう本人たち

は年金しかないわけでしょう。なおかつ負債を

抱えて老後を過ごすということになると、何の

ために今まで農業をやってきたか、悲しい老後

になると思うもんですから、だから相談があっ

た分についてはやっぱり評価を、今までやった

既得権というのをなるべく評価してあげる、そ

して周りの土地もある程度高い値段で評価して

あげて、やっぱり既得権というのは大事にして

いきたいと、その思いなんですね。

だから一般の耕種農業だったら、既得権とい

うことは何も発生しないんですが、畜産の場合

は、特に牛、豚、鶏、これはかなりの既得権と

いうのがあるから、やっぱりそこ辺も必ず、そ

の辺の内容を協議していただいて、そこ辺をあ

る程度コンサルなどに入ってもらって、そこを

。強調していただくと大変ありがたいと思います

よろしくお願いいたします。

それから、その下の317ページですが、改善事

業の農地中間管理機構関係です。

今空き農地が増えているということで大変な

問題を抱えているんですが、農地中間地域機構

もこの制度になって10年以上、所期の目的を達

成するためにいろいろされてきただろうと思い

ます。管理機構に農地を貸したいという希望が

物すごく多いだろうと思うんです。機構として

は、次に借手とか作り手がいないと、預かれな

いという問題を抱えていると思うんですが、今

機構に対して、皆さん方にどれぐらいの貸した

い希望が上がってきていて、その実績としてど

れぐらい預かっているのか、分かっていたら教

えてください。

委員がおっしゃっ○小林農業担い手対策課長

りたいのは、まず、どれだけ貸したいという御

希望があったのかというところの数かと承知し

ているんですけれども、大変申し訳ないんです

けれども、相談段階の農地の面積と件数につい

ては、機構でカウントしていないところでござ

います。その上で、これは２月上旬時点ですの

で若干変動はあるかと思うんですけれども、本
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年度は県内で1,197ヘクタール、約1,200ヘクタ

ールの農地を新たに県内の農地の地権者の皆様

から中間管理機構がお預かりしているという状

況でございます。

これは目標値をつくっていると思○山下委員

うんですが、どれぐらい達成していますか。

中間管理機構の業○小林農業担い手対策課長

務上の目標といたしましては、年間の再転貸の

面積を単年で3,000ヘクタールに設定をしている

ところでございます。ただ、3,000ヘクタールの

内訳の中には、新たに中間管理機構でお預かり

して、その他の農業者の皆様に転貸するものに

加えて、過去に中間管理機構でお預かりして、

ほかの農業者に転貸をして、その再転貸部分が

戻ってきたものをさらにほかの方に、あるいは

同一の方でもいいんですけれども、再転貸のし

直しも合算して3,000ヘクタールという目標を立

てております。

その数字で申し上げますと、先ほどの中間管

理機構に預けた分とその転貸のタイミングが若

干ずれているので一致しないんですけれども、

令和３年度におきましては、新たに転貸をした

面積が1,174ヘクタール、そして再転貸をやり直

したものが783ヘクタールというところで、２月

上旬時点におきましては1,957ヘクタール、目標

の３分の２程度の達成状況となっているところ

でございます。

今、国が法律をどんどん変えてき○山下委員

ていますよね。どういうことかというと、中山

間地域における荒廃農地、そういうところをゼ

ロカーボン社会を目指すということで長年使わ

れていない中山間の棚田みたいなところ、谷間

のそういうところを農振除外して林地化すると

か、それで貸与していったらどうかとか、いろ

いろなことが今叫ばれていて、農政がどんどん

変わってきています。

管理機構もそういう国の農地の在り方をしっ

、 、かりととらまえて 農地の預かり方というのを

新たな宮崎県の農地の在り方ということをどん

どん提案できないかなと。もう管理機構しかな

いと思うんです。その辺のことを内部で検討し

ていることは何かないですか。

委員おっしゃると○小林農業担い手対策課長

おり、現在国会に提出されております農業経営

基盤強化促進法等の一部改正法案では、中間管

理機構と集積の強化というところ、あるいは人

・農地プランの法制化というところが打ち出さ

れておりまして、今後の地域の農地の在り方を

どうするのかというところを関係機関の皆さん

と連携をしてしっかりと進めていくんだという

打ち出し方になっていると承知しております。

若干答弁がずれるところがございますけれど

も 歳出予算説明資料の317ページの一番上の 事、 （

項）構造政策推進対策費の説明欄の２、人・農

地将来ビジョン確立・実現支援事業という事業

もお願いしておりまして、これは、法制化され

ますけれども、人・農地プランを地域で作成を

していただくときの専門家、コーディネーター

の派遣等を行う事業というところでお願いして

おります。

県といたしましては、もちろん中間管理機構

も各市町村、あるいは農業委員会と連携して、

しっかりと中間管理を拡大していくという方向

で、今内部で具体的な方策を検討しているとこ

ろでございます。実際に農村、農業の現場に行

きますと、預かっていただく人が誰になるのか

というところは、皆さんとても気にされるとこ

ろでございまして、私がお話を伺った都城市の
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法人も、田を結構預かっていらっしゃるのです

が、それはそこの社長さんだから頼んでいるん

だというお話も伺っておりまして、その地域で

合意というところで守るべき農地、守るのが難

しい農地、預けるのは皆さん、その集落の中で

保全をするのか、あるいはもう外にそういうの

に任せるのかというところの最低限の合意とい

うところがないと、なかなか実際に中間管理を

するにしても、いろいろと現場で軋轢といいま

すか、問題が発生すると思います。

県としましては、まず機構等にしっかりと中

、間管理の拡大というところの検討を進めながら

この人・農地の事業を使いまして、地元の皆様

の合意形成を併せて図っていきまして、農地の

集積、あるいは保全に取り組んでいきたいと考

えております。

問題をしっかり捉えておられるな○山下委員

という思いで聞かせていただきました。農業産

出額が熊本県に追い越されて第６位になりまし

たよね。40億円前後だったと思うんですが、こ

の原因は何だと思いますか。

皆さん分からないでしょうから、私のほうか

ら少し見解を述べたいと思うんですが、これは

。家族経営体の生産力がなくなってきたからです

団塊の世代、70代、80代の人たちが家族経営体

で農業産出額を支えてきた その団塊の世代が75。

歳ぐらいになってきますから、その人たちの生

産力が下がってくる。これはもう止められない

んです。現実として優良農地がどんどん空いて

きている状況があります。

それと同時に、中山間を多く抱えている本県

の農業の特徴があります。対策を急がないとい

けないなという地域を見ていると、まだ団塊の

世代が心配している、何とかしないといけない

という機運があるんです。

だから、この人たちがまだ物が言える、そし

て集落をまとめる力がある、そういう人たちが

まだ元気な内に、できるだけ早く国の事業とか

中山間地対策関係を急いで基盤を山林に戻して

いくのか、それとも基盤整備をして、担い手に

その農地を預かってもらうようにするのか、そ

の辺を管理機構を中心に問題提起をしていただ

いて、早めの対策をいろいろなメニューを使い

ながらやっていってくれると、まだ捨てたもん

じゃないです。まだ一生懸命、この地域をどう

しようかとか、まだその意気があって相談が来

ていますから ぜひその中にどんどん入っていっ、

ていただくとありがたいと思います。

そうなってくると、振興局なのか市町村なの

か、普及センターが窓口になるのか、そこ辺の

連携の取り方というかしっかりとメニューを

持って地域に下ろしていくこと、皆さん方が地

域に下りていかないと、問題は何があるかとい

うことだけ意見聴取したって解決にならないん

ですよ。だからぜひ現場にそれぞれ出向いてい

ただいて、意見をまとめていただくとありがた

いと思います。よろしくお願いします。

、○ 原委員 私も田舎のほうに住んでいますが

確かに高齢化が進んで大変な状況です。

まだ我々団塊の世代の上のどうかすると80代

の人が 私たちは農業青年と呼んでいますけ─

れども この人達が頑張っているからどうに─

か耕されています。これがあと５年たつと大変

な状況になるんだろうなと、一体どうなるんだ

ろうと思っています。

もうそんなに時間はないと思うんです。だか

らこれは本当に急がないと、方針は急がないと

大変な状況になってくるなと。３年も放ったら
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かしたら田んぼもほとんど使えなくなりますよ

ね。竹が生える、カヤが生える。

それで、一件だけ聞きますけれども、中間管

理機構の土地の預かりについては、来るもの拒

まずですか。対象となる預かる農地の条件とい

うのはないんですか。

中間管理機構とし○小林農業担い手対策課長

て預かる農地につきましては、一定の条件がご

ざいますけれども、具体的には、極端な話を申

しますけれども、狭いですとかそこに行くまで

の道が悪いというところで、条件の極めて悪い

農地というところと、それから、あとは明らか

に猫の額の農地と言ったら失礼かもしれません

けれども、そういう矮小な農地のような、明ら

かに総合的に判断をして転貸ができる可能性が

ないと考えられる農地につきましては、中間管

理事業の対象外というところで整理させていた

だいております。

だから需要と供給という関係はあ○ 原委員

ると思うんですけれども、そうなると中山間地

のあの預かり手のいない土地、高齢化が進む、

人も少なくなる。

これまでは農地法でいろいろ縛られてきて、

息子のために家を建てたかったんだけれども、

サラリーマンだけど、兼業農家もできるからと

いうことでお願いしたら、農地転用ができない

ので、結果的にその若者は町部に家を造ってし

まって、農業に見向かなくなったと、土地は荒

れるしかないと。

そういう現実があって、今に立って見れば農

地保全という法の縛りがかえって結果的には農

地の荒廃を加速してしまっているということで

いろいろなところから話があるわけです。

その中間管理機構の条件については、条件が

あるというのは分かりましたが、今山下委員も

現実の話されましたけれども、この農地が荒れ

ていく、もう中山間地というのは本当に大変な

状況だということはしっかり認識いただいて

しっかり調査をして、先ほど課長がおっしゃっ

た将来のビジョンですか、この中でしっかりと

方針を出していただきたいと思います。

委員会資料の９ページ、農を核と○川添委員

した「みやざき新価値創造プロジェクト」推進

事業は昨年、モデル的に実施されて、マッチン

グが行われて今動いているということですけれ

ども、これは、企業と自治体がしっかりマッチ

ングして、具体的にどういうものができ上がる

というのことなんでしょうか。ゴールのイメー

ジが少し抽象的で、読んでいてなかなか理解が

できなかったので。

市町村の側はいろいろや○殿所農政企画課長

りたいことがある、例えば先ほどの延岡市の例

でいきますと、シキミという地域でもう少し有

効に活用していきたい あるいは生産拡大を図っ、

ていきたいという思いはあるけれども、技術面

であるとか体制面でなかなか難しいところが

あって、生産者だけでは解決が難しいところが

ある。

そういうところに対して、企業でこういった

技術を持っている、それを使わせてもらいたい

という企業とマッチングをすることで、生産拡

大していくと流通の問題も出てきます。鮮度の

保持という課題も出てくるんですけれども、そ

ういうところに対して自社の鮮度保持技術をを

ぜひ使ってほしいという企業も手を挙げていま

して、そのあたりがマッチングをしてくると。

そうすると市町村としては生産拡大を図るこ

とができて、企業としては当然自分たちの技術
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を使ってもらうことで、そこももちろんボラン

ティアではありませんので、一定の収入につな

がっていくというような形を目指して、それぞ

れが今協議を進めているという状況でございま

す。

分かりました。企業が持っている○川添委員

技術と、市町村がこれから伸ばしていきたいそ

れぞれの品目とか、そこの発掘とマッチングさ

せて新しい進展を図っていくことですね。

今申し上げましたような○殿所農政企画課長

具体的な技術を使って、もちろんその企業とし

てもお金にならなければいけない部分もありま

す。10ページを見ていただきますと、一番上の

民間企業という欄の下のほうに少し小さい文字

で環境・地域貢献への意識とかＳＤＧｓとか

いったことが書いております。企業としてはも

ちろんしっかり儲けを出すことも大事ですけれ

ども、企業の価値という中に環境問題にしっか

り取り組んでいるとか、地域への貢献をしてい

るかというところが投資家の皆さんから評価さ

れたりする時代になっていますので、企業とし

てはそういった部分も非常に意識しておられる

というのを今回のプロジェクトを通じて感じて

おります。

農政企画課の予算で、鳥獣被害防○川添委員

止対策事業費７億3,100万円ですけれども、被害

対策指導者の育成、また技術開発ということで

すが内訳をもう少し具体的にどういったことに

使って進めていっているのか御説明をお願いし

ます。

鳥獣に打ち勝つ魅○海野中山間農業振興室長

力あふれる農山村づくり事業におきましては、

被害防止活動の推進といたしまして、リーダー

の育成ということで、鳥獣被害対策マイスター

と呼んでおりますけれども、野生鳥獣の生態で

すとか効果的な防止技術、こういったものを習

得をするための研修を開催いたしまして、各地

域で鳥獣被害対策をリードをする方の育成を進

めております。

それから各地域で集落ぐるみの被害対策を先

導する集落リーダーの皆様、この方に鳥獣被害

対策の基礎的な技術の講習、それから集落をま

とめていっていただくための側面的な支援、こ

ういったことを担っていただくための集落リー

ダーの育成、こういったものを進めておりまし

て、今回お願いをしている事業でも引き続きこ

ういったソフト面でのリーダーの育成を進めて

まいります。

それからハード事業といたしまして、侵入防

止柵の整備を引き続き進めながら、猿など新た

に被害が増えている獣種に対する新しいタイプ

の柵の追加設置でありますとか、御指摘のあり

ました新技術・ＩＣＴ等を活用して、効果的に

省力的に鳥獣被害の対策を行う技術の実証・普

及に取り組んでまいりたいと思います。

、○川添委員 環境森林部でもわなの設置の補助

それからワイヤーメッシュ柵の助成みたいなも

のがあるんですが、これは環境森林部と連携し

ながらそれぞれ進めていらっしゃると思います

が、どういう役割分担になっているのでしょう

か。

例えば、駆除されたときの報奨金はどちらの

部の所管になるんでしょうか。

鳥獣の捕獲に対す○海野中山間農業振興室長

る助成金につきましては、私ども農政水産部で

も用意しておりまして、国の鳥獣被害対策交付

金を活用いたしまして、獣種に応じた金額を捕

獲者の方に交付をさせていただいております。
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環境森林部でも一部類似の予算があると伺って

おりますけれども、大半につきましては農政水

、産部で対応させていただいているということで

引き続き捕獲についてのこちらの予算について

もお願いしたところでございます。

昨年度の捕獲頭数とかそういった○川添委員

ものの数字はございますか。

令和２年度の捕獲○海野中山間農業振興室長

頭数でありますが、有害捕獲全体で２万9,000頭

を捕獲をしております。このうち先ほど申し上

げました農政水産部の国の交付金事業で対応を

いたしたものがございまして、内訳につきまし

ては、イノシシが１万3,000頭ほど、鹿が１

万7,000頭ほど、その他、猿等もございます。

、○川添委員 大きさにもよるでしょうけれども

鹿とかイノシシの１頭当たりの助成金はそれぞ

れ幾らずつ出るんでしょうか。

成獣と幼獣での区○海野中山間農業振興室長

分けがございます。イノシシで成獣の場合、基

本的には１頭当たり7,000円でございます。これ

をジビエのほうに活用するというようなことで

ありますと単価が少し上がりまして１頭9,000円

ということでございます。ちなみに幼獣です

と1,000円でやらせていただいております。

鹿につきましても同様に7,000円、ジビエに活

用した場合には9,000円、幼獣は1,000円でござ

います。猿につきましては成獣と幼獣でそれぞ

れ8,000円と1,000円を助成させていただいてお

ります。

令和３年度の捕獲数は２万9,000頭○川添委員

ぐらいということですね。

先ほど申し上げま○海野中山間農業振興室長

した２万9,000頭は令和２年度の数字でございま

す。令和３年度につきましては現在集計中でご

ざいますが、市町村等からの聞き取りによりま

すと、令和２年度よりも若干多い数の捕獲をし

ていただいているということでございます。

、○川添委員 鳥獣被害の被害額が４億を超えて

歯止めがかかっていないという状況について先

日、環境森林部から報告がありました。中山間

地の方々とか、これが死活問題になっている農

家もあります。

ぜひともこの分野につきましては、状況を把

握した上で今後取組を強化して、被害額を減少

するための取組を引き続きお願いしたいと思い

ます。

最後に、少し事務的なところの確認ですけれ

ども、歳出予算説明資料の295ページ、部内連絡

調整費3,780万7,000円とありますが、政策調査

研究に要する経費ということで年間3,700万円を

どういったことに使われていらっしゃるのか説

明をお願いします。

295ページの中ほどの（事○殿所農政企画課長

項）連絡調整費の部内連絡調整費でございます

けれども、これは農政企画課で農林振興局を所

管しておりますので、農林振興局の会計年度任

。用職員を雇用する経費が中心になっております

それから政策調整研究費につきましては、今

後の農政水産政策を進めていく上で、まだ事業

化まではいかないけれども、あらかじめ調査等

をして事業化に向けた動きをやっていくような

ものについて調査を行うときに使う経費でござ

います。

資料の11ページ、農業流通ブラン○右松委員

ド課に伺いたいと思います。

みやざき食農連携プロジェクト（ＬＦＰ）で

、 、すが これは予算づけと事業がうまく流れれば

食農連携で大きな成果が出てくる内容だと思っ



- 71 -

令和４年３月９日(水)

ております。

昨年度から農林水産省が推進されていて、国

では中央ＬＦＰの事務局が受託をして、実施主

体が株式会社アール・ピー・アイというところ

で実施をしています。

もう一つ、国から都道府県に事業費が下りて

きて、民間団体等で事業を実施していくという

ことで、先ほど課長の説明では、昨年７月に100

社を超えるみやざき食農連携プロジェクトプ

。ラットフォームが設立されたということでした

そのプロジェクトチーム、100社を超えるとい

うことですが、実際に実施していく上で主体と

なってくる業種と、それからその周りをどのよ

うな形で固めているのか、そこをまず教えてく

ださい。

本年度の事例で○松田農業流通ブランド課長

いきますと、農林水産省が打ち出しました。プ

ロジェクトを１つ、農林水産省のお金を使って

推進しております。これは綾の有機野菜の取組

でして、これは主体としては綾の有機野菜のグ

ループがおられますけれども、そこを主体に進

めております。

、 、残り７プロジェクト 合計８つあるんですが

８つのプロジェクトで、どういうところが主体

になってきているかということですけれども、

例えば観光業と結びついたオンラインツアー、

そういう取組のプロジェクトがございます。

観光事業関係とタイアップをしてということ

で、ここの主体は観光の大手になりますけれど

、 ． ． 、も Ｈ Ｉ Ｓが宮崎県内のいろいろな農業者

果樹関係や野菜関係、そういったところと結び

ついてオンラインツア―を仕組んでいくと。で

すから主体としては観光面のほうが主体となっ

てきているかと思っています。

あとは物流を交えたソラシドエア 宮交シティ、

の親会社といいますかいちご株式会社ですね、

そういったところと結びついて、ここはソラシ

ドエアと宮交が中心となって、宮崎のものを運

んで、東京周辺の消費地で提供していくという

ことで、流通関係の方々、それと宮交といった

ところが主体となって動いている状況にござい

ます。

一番下の取組実践数で令和３年度○右松委員

は８件ということでした 今課長から説明があっ。

たオンラインツアー、それからソラシドエアを

中心とした流通物流関係、これはその中の２件

ということで、あと６件について、簡単に教え

てください。

８つのプロジェ○松田農業流通ブランド課長

クトを簡単にお話します。

１つ目は、先ほどの綾の有機野菜です。

２つ目はベジフル甘酒協議会という取組をし

ていまして、これはミルクラボというところが

ございまして、例えばキンカンを使った甘酒と

か、あと経済連が系統の野菜を使って甘酒にし

ていくという取組が一つございます。

３つ目は、先ほどの観光と結びついたオンラ

インツア―主体の取組です。

４つ目がソラシドエアといちご株式会社に中

心となっていただきまして、届ける仕組みとい

う物流の取組です。

５つ目が高千穂町内の加工グループが複数ご

ざいまして、これが横に連携をして統一パッケ

ージで、統一的な売り方をしようという取組が

ございます。

６つ目は、宮崎地頭鶏事業協同組合がコロナ

の影響がありましてマーケットを求めているわ

けですが、海外に出していこうということで、
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本年度は香港、地頭鶏でいきますとエー・ピー

、カンパニーが香港に店を持っていますけれども

そこで地頭鶏の６つのレシピを作りまして、香

港で地頭鶏を現地に合ったメニューで出してい

くという取組がございます。

それから７つ目が、香りですけれども、かん

きつ関係です。グレープフルーツですとか、そ

ういったかんきつの香りとかも含めて、アロマ

やそういった新商品を開発をやっている取組が

ございます。

８つ目、最後はシイタケですけれども、こち

らは高校の調理科で教えていらっしゃるシェフ

の方と結びついて シイタケを高校の調理で使っ、

ていただくと同時に、そのシェフとメニューを

開発しようという取組でございます。

簡単でございますが、今の８つが本年度進め

ているプロジェクトです。

分かりました。どれも大変興味深○右松委員

く、すばらしいアイデアだと思いました。

これは企業版ふるさと納税寄附金として1,600

万円を財源としていますが、企業版ふるさと納

税は具体的な事業メニューを企業が選択して、

それでその事業に対して企業が支援しますとい

う形で企業版ふるさと納税というのがあると思

うんですが、これはそういった具体的事業じゃ

なくて、みやざきローカルフードプロジェクト

ということで企業版ふるさと納税を考えておら

れるのか、どういう企業から受けていくのか、

教えてください。

企業版ふるさと○松田農業流通ブランド課長

、 、納税に関してですけれども 宮崎県においては

本年度は２つの事業が利用されています。

みやざき産業人財確保支援事業とみんなで支

え未来に繋げるみやざきの「宝」継承事業とで

企業版ふるさと納税を活用しているんですが、

こういった事業でお金を、どうぞ御協力くださ

いという形で提示します。

内閣府のホームページを見ますと、各県がこ

んな事業で企業版ふるさと納税を募集していま

すということで事業名が載ることになりますの

で、今委員がおっしゃったローカルフードプロ

ジェクト強化事業においても、公募の一つの対

象事業として掲載をしまして、そこに呼び込ん

でくるということになります。

事業内容で、これから特に4,930万○右松委員

円のうち2,400万円予算立てをし、ポストコロナ

の消費ニーズに対応した新商品・サービス等の

開発支援ということになっています。令和６年

度までに26件まで持っていくということですか

ら、ある程度年々、さらに知恵を絞りながら顧

客ニーズにマッチしたような形で事業を増やし

ていくことになると思うんですね。

これはもう具体的な支援先、それが言えなけ

ればどういった分野なのか、その辺の2,400万円

の支援先について伺いたいと思います。

委員会資料の11○松田農業流通ブランド課長

ページの下のほうに目標として令和６年度26件

と書いてございまして、今回審議いただいてお

りますこの事業に関して、年間６つほどのプロ

ジェクトで取り組んでいこうと思っています。

３か年で18プロジェクト、それに本年度８つ取

り組んでおりますので、合計26件ということで

頑張っていきたいと思っております。

次年度の取組に関しましても、本年度、保存

食関係の取組ですとか香りの取組、そういった

ものも数案提案いただいておりますので、審議

いただいて御承認いただければ、そういったも

のを確定させていきたいと考えております。
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イメージとしてこのプラットフォ○右松委員

ームで年に数回、例えば中小の食品メーカーで

、 、あるとか それから大学関係であるとか商工会

地域商社とかいろいろな形で国の想定としては

置いておられて、そこで定期的に集まってアイ

デアを出していくのか、こういった事業という

のはどういうふうにつくり出していってくるの

か、そこを教えてください。

プラットフォー○松田農業流通ブランド課長

ムは２月末現在で、110者になりました。委員も

御承知のとおり、農林漁業者だけではなく、い

ろいろなところが入ってきているんですけれど

も、その中でコロナの消費行動の変化の中で、

こういった商品を今取り組んでいるんだという

ようなところを横に話し合っていただいて、結

びついていった感じです。

ただ、１年たちましたので、中間発表会とか

そういうところで外部からも来ていただいて発

表いただいたので、その発表を聞かれて、うち

と一緒に組めるんじゃないですかと、こういう

ところどうなっていますかというところで、横

に有機的につながっていっている状況がござい

ます。

その中でその結びつき、例えば、農林漁業者

の素材とソラシドエアみたいな運ぶ人、それか

らいちご株式会社の系列でいきますと、東京に

ホテルをお持ちであったり、保育園と向こうで

連携されているとか、そういったところで一回

この素材を使ってみようと、そういうお話の中

で今後組み上げていくということになろうかと

思います。

一方で、一つやはり核となるようなところを

お持ちの業者もいらっしゃいますので そういっ、

たところで進めていっております。

最後にしますけれども、１つは、○右松委員

県の研究資源になります商工観光労働部の食品

開発センターとのコラボというか、県の資源を

活用した展開を考えておられるのかどうかとい

うことと、先ほど課長が言われた販促につなげ

ていくかというところって非常に重要だと思う

んですね。

アイデアとしてはいいけれども、やっぱりビ

ジネスとして成り立たなければいけないわけで

すから、いろいろな要素が絡まってビジネスと

してしっかり成り立っていくということになれ

ば、これは県の発展として大いに役立つもので

ございますので、そういったところまで伴走し

ながらしっかり支援していく体制でいくとは思

うんですが、そのあたりの今後の展開について

教えてください。

あと、予算額として4,930万円、まずはこの中

でスタートして結構だと思うんですけれども、

やっぱりここって非常に重要なところだと思う

んですね。

だから、さらに予算獲得の面で国の補助も活

用しながら、ふるさと納税もさらに活用しなが

ら、ぜひとも予算をさらに獲得して、本県の様

々な発展、食農連携に大いにこれは活かしても

らいたいと思っていますので、その辺を最後に

伺いたいと思います。

ありがとうござ○松田農業流通ブランド課長

います。先ほどの補足と併せて御回答申し上げ

たいと思いますが、今力強い応援の言葉という

ふうに受け止めました。

現実的にこのＬＦＰの取組は、全国の中でも

宮崎県がトップを走っているという自負を持っ

ております。そのためにしっかりと財源の要求

もしていきますし、この取組を、先ほど販売ま
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でしっかり持っていくという話の中で商品に仕

上げていきたいと思います。

その一つの事例として、例えば綾の有機野菜

においては、今「ななつのしあわせベジ畑」と

いう商品ができ上がっていまして、これをタマ

チャンショップというところで店舗販売、ネッ

ト販売しております。そこの反応はどうかとい

うことを聞いているんですけれども、非常にこ

れはいいと。綾ですので有機で、今健康志向で

ございますのでフィットしているというような

御意見もございますので、そういったところで

商品を打ち出しながらしっかりやっていくと。

ただ、全てのプロジェクトが１年で卒業でき

るかというところに関しましては、２年目も再

度ブラッシュアップが必要だというところは、

この予算の中でも100万つけておりますけれど

も、専門家を派遣しまして、強化してしっかり

仕上げていくというアフターフォローも考えて

おります。

それから、こういった知恵、工夫というのを

次々にやっぱり生み出していくということで、

どんなところからこのアイデアが出てくるのか

、という先ほどの御質問に絡むわけですけれども

令和３年度におきましては２回のワークショッ

プをしております。それぞれどういった分野に

興味があるかという班分けして集まっていただ

いて、ホワイトボードにどういうことを狙って

いくかと、どういう思いがあるかというのを張

り出していく、ワークショップを２回ほどやっ

ております。

先ほど食品開発センターという言葉が出まし

たけれども、それこそ２回目のワークショップ

を食品開発センターで行いまして、県の関係機

関も総出でといいますか、協力をしてこの取組

を進めていっているところです。

先ほどの言葉を追い風にして この取組をしっ、

かりと進めてまいりたいと思っております。あ

りがとうございます。

頑張ってください。○右松委員

これは全国展開かと聞こうかと○ 原委員

思っていましたが、47都道府県のうち何県ぐら

いが取り組んでいるんでしょうか。

令和３年度にお○松田農業流通ブランド課長

いては22都道府県が取り組んでいるということ

で承知しております。

トップランナーということでした○ 原委員

から去年より頑張ってほしいということが一つ

と、それとふるさと納税です。11ページの②の

イのところ、ふるさと納税による販売促進とあ

りますが、これはいわゆるふるさと納税に対す

る返礼品という意味でのふるさと納税ですか。

御指摘のあった○松田農業流通ブランド課長

委員会資料の12ページの下のほうに書いており

ますふるさと納税、企業コラボという記載に関

して、このＬＦＰの取組で商品化したものを県

のふるさと納税の返礼品に取り込んでいくとい

う意味で書かせていただいております。

市町村が取り扱うというか各市町○ 原委員

村にあるものを、この中でこういうふうに支援

をして、市町村で使うということではないんで

すね。あくまでも県のふるさと納税の返礼品と

してということですね。

まずは県からと○松田農業流通ブランド課長

いうところで、御指摘のとおり市町村のふるさ

と納税の返礼品としても、宮崎県の魅力を伝え

る良い商品だということでお願いをしていこう

と思っております。

26市町村のふるさと納税額の一覧○ 原委員
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表が出たんですけれども かなりでこぼこがあっ、

て、恥ずかしながら私の町、２万6,000人いるん

ですけれど、人口の少ないところよりも低い順

位でございまして、どうすればいいか町議会の

皆さんにも言ったりしているんですけれども、

それだけの光るふるさと納税の返礼品に値する

ものがないのかなと思いながら。

ですから、市町村だけではできないことがあ

るので、県のその組織力というか情報力という

か、そういうことで応援してもらうと、また県

全体としても特に県外からのふるさと納税が増

えるということは、地元の県産品のいわゆる地

産外消にもつながることなのでありがたいこと

かなとずっと思っていまして、これは市町村の

ふるさと納税品としても使えないことはないと

いうことですよね。

各市町村にこう○松田農業流通ブランド課長

いった商品を御紹介する中で、市町村ごとで公

募をしてふるさと納税返礼品を決めていらっ

しゃると思いますが、そういった中に入り込む

ように、またそういったものをお使いいただく

ように県のほうからも御協力をお願いしていき

たいと思っております。

観光という話が出ました。これは○ 原委員

杉山教授、宮崎大学の元宮崎銀行におられた方

がいらっしゃいますが、あの人のポストコロナ

の経済復興に向けてという題の中で、結局、宮

崎県の観光地の各お土産品が県外で作られたも

。のが意外と多いんだという御指摘があるんです

これって興ざめなんですよね。限定品に弱い日

本人って言われますけれど、北海道に行って北

海道限定となっていると買って帰るってやっぱ

りなるんですね。

ところが、例えば大阪府なり東京都なり福岡

県の人が、宮崎県にやって来て観光地に行って

土産物を買って、裏を見たら大阪府の吹田市で

できていたとか、もうこれは本当に興ざめです

よね。やっぱりそこで作って、そこの産品とい

うか、そうでないとありがたみもないし、大阪

でできたものを大阪の人がお土産と持って帰っ

てもあまり意味がないと思うので、だから果た

してローカルフードプロジェクトに合うものか

どうかわからないけれども、そういう視点で、

宮交シティが入っていらっしゃるとかいうこと

でしたので、ソラシドエアですとか、何かそう

いう意味での地元産のお土産を作ろうという、

そういう視点での開発をやっていただくといい

のかなと思ったので、意見として申し上げてお

きたいと思います。

お話いただいた○松田農業流通ブランド課長

ような状況はあろうかと思います。

先日、直売所セミナーで私も参画したんです

けれども、やはり地元に関しては、品ぞろえが

あるからお客さんが来ると。それをするために

は、よそから持ってきて品をそろえるというお

考えのところもありますし、やはり地元のもの

で構成していこうというような、そこここの経

営の状況に応じてそういった品ぞろえをされて

いらっしゃると思います。

ただ国産回帰という機運が高まる中で、例え

ば今回、先月でしたけれども、宮交シティの中

にサンクスマーケットというのができまして、

いろいろな地域のものを並べていただいたり、

今はこのＬＦＰの商品あたりも並べていただく

とか、ソラシドエアが空を飛んで運んでいくと

いうソラチョク便でも、そういったものの受付

窓口もするとか、そういう形で地元の食材を基

にして結びついていこうじゃないかという気運
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は非常に高まっていると思いますので、今御指

摘のあった部分をぜひ地元の中で高めていくよ

うに進めてまいりたいと思います。

農業大学校についてここ数年○武田副委員長

で何人受験されて、今何人いらっしゃるのか。

先日、林業大学校の話を聞いたら、定員15名な

んだけれど20名以上毎年採っているみたいなん

ですけれども、農業大学校の現状を少し教えて

ください。

先ほど卒業した学生○戸髙県立農業大学校長

については、定員65名中58名が卒業になりまし

た。今の１年生は、定員65名中52名の学生があ

ります。

本年度はまだ最終的な合格者 入学者は決まっ、

ていないところです。定員の65名の募集があっ

て 受験されたんですけれども まだ入学を迷っ、 、

ている学生がいるということで、最終的には60

。名を割るぐらいの人数になるかと思っています

受験者数は何人ですか。○武田副委員長

受験者は65名です。○戸髙県立農業大学校長

定員内でほぼ入学させてい○武田副委員長

らっしゃる。

そうですね。ただ試○戸髙県立農業大学校長

験と審査会をやっていますので、何人かは不合

格者も出るという形になります。

ほかに質疑はございませんか。○岩切委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、 、○岩切委員長 それでは 以上で 農政企画課

農業流通ブランド課、農業普及技術課、農業担

い手対策課の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時50分休憩

午後１時０分再開

委員会を再開いたします。○岩切委員長

農産園芸課、農村計画課、農村整備課の議案

の審査を行いますので、順次説明を求めます。

歳出予算説明資料の319ペ○川上農産園芸課長

ージを御覧ください。

農産園芸課の当初予算額は、一般会計のみ

、 。で 31億2,058万6,000円をお願いしております

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

321ページを御覧ください。

下から２つ目の（事項）産地パワーアップ事

業費の説明欄の１、産地パワーアップ計画支援

。 、事業９億7,307万5,000円でございます これは

各地域の産地パワーアップ計画に基づき、意欲

ある農業者等が取り組む生産・出荷コストの削

減や高収益な作付体系への転換を図るため、園

芸ハウスの整備や農業機械のリース導入などの

取組を支援するものです。

その下の（事項）強い産地づくり対策事業費

の説明欄の１、宮崎の農業「強い産地づくり」

対策事業12億2,240万8,000円でございます。こ

れは、農産物の高付加価値化など、産地収益力

の強化を図るため、集出荷貯蔵施設や低コスト

耐候性ハウスなどの整備を支援するものです。

322ページを御覧ください。

上から１つ目の（事項）施設園芸エネルギー

対策事業費の説明欄の１ （１）新規事業、脱炭、

素をめざす省エネ型施設園芸設備導入推進事

業1,450万円でございます。これは、環境負荷を

軽減し、将来にわたり持続可能な食料の生産・

供給体制を構築するため、燃油に依存しない加

温技術や高収益技術の実証・導入など脱炭素に

向けた取組を支援するものです。

上から２つ目の（事項）主要農作物生産対策
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事業費の説明欄の２、新規事業、土地利用型農

業産地再編・強化対策事業につきましては、後

ほど常任委員会資料で説明いたします。

その下の新規事業、稲作経営基盤強化対策事

業１億5,000万円でございます。これは、コロナ

禍により米価下落の影響を受けた生産者が、営

農継続に対する不安を払拭し、希望を持って米

作りを継続できるよう、農業機械・機器の導入

を支援するものです。

323ページを御覧ください。

上から４つ目の（事項）茶業奨励費の説明欄

の１ （１）新規事業、持続可能な茶生産をめざ、

す産地再生支援事業4,892万7,000円でございま

す。これは、産地が一体となった売れる茶産地

への転換を行うため、各地域の実情に応じた産

地再生ビジョンを策定し、ビジョンの具現化に

必要な産地再編や販路拡大、茶園の若返りによ

る優良園地の育成当を支援するものです。

324ページを御覧ください。

上から２つ目の（事項）産地強化対策事業費

の説明欄の２、新規事業、みやざきの優良種苗

供給体制構築事業につきましては、常任委員会

資料で説明いたします。

それでは、常任委員会資料の17ページを御覧

ください。

土地利用型農業産地再編・強化対策事業であ

ります。

本事業は、土地利用型経営体の規模拡大を促

進することにより、大規模経営体を核に、本県

土地利用型農業の産地再編・強化に取り組むも

のです。

18ページの現状・課題を御覧ください。

本県の耕種農業は、直近５年で小規模の水稲

生産者が21％減少するなど、生産力が低下する

とともに、スマート農業技術の活用による労働

生産性の向上などへの対応も求められておりま

す。

これらの課題・ニーズに対応するため、本県

耕種農業を担う大規模経営体を育成し、農業産

出額アップに向けた大規模生産体制を構築した

いと考えています。

具体的には、①の土地利用型農業規模拡大促

進事業におきまして、大規模な経営体同士によ

る地域ネットワークを設置し、水田裏の利用や

農地利用の調整等の意見交換を行いながら、取

組の具現化を支援します。

また、規模拡大の課題として、圃場の大区画

、 、化を目的に 個人レベルで中畦を除去した際に

農地の境界の明確化のためのルールが定まって

ないことや経費負担が生じること、さらには、

水田裏での高収益作物の実証やスマート農機の

オペレーター育成などが障害となっていると、

意見が寄せられております。

これらのお困り事の解決を県が後押しするこ

と、あわせて、スマート農業等の情報提供など

を支援することで規模拡大を促進します。

次に、②の大規模経営体育成加速化事業にお

いて、規模拡大に意欲の高い経営体を選定し、

大規模営農計画の提案と実践を支援することと

しており、具体的には、農業経営の視点で農家

経営支援センター、生産技術の視点で専門技術

員 普及指導員がタッグを組み シミュレーショ、 、

、 。ンを行いながら 大規模営農計画を提案します

あわせて、大規模経営の実践に必要なスマー

ト農業技術の導入を支援し、計画の達成に向け

たフォローも行いながら、大規模経営体を育成

いたします。

17ページにお戻りください。
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予算額は1,050万4,000円、事業期間は、令和

６年度までの３か年を予定しております。

次に、19ページを御覧ください。

みやざきの優良種苗供給体制構築事業であり

ます。

本事業は、本県野菜・果樹類の優良種苗の安

定供給体制を構築するため、県内種苗業者等と

産地によるネットワークの整備や機械・設備等

の導入を支援するものであります。

。20ページの上段の現状と課題を御覧ください

左側にありますとおり、種苗を含めた生産資

材の価格高騰や種苗生産能力の低下、新奇病害

虫発生等のリスク管理への対応が必要となる一

方、葉たばこ廃作による種苗の需要増加が予想

されています。

特に、生産地域が限られ大手種苗業者が対応

していない里芋やカンショ、ライチなどの品目

におきましては、種苗生産者の減少や労働力不

足により、種芋や苗の確保ができないなどの課

題がありますことから、県内でしっかりとした

供給体制を構築する必要があります。

そこで、本事業では、まず、中段の①優良種

苗供給体制構築事業において、１つ目の丸、種

苗生産関係者の種苗に関する情報の共有や種苗

供給基本方針の策定を目的として、ネットワー

ク会議を設置します。

また、２つ目の丸、種苗生産上の課題分析と

改善に向けたコンサルにより、機械化等による

種苗生産の効率化・省力化の提案を行います。

その結果を基に、中段②の優良種苗確保産地

緊急支援事業で、里芋やカンショの種芋や苗の

増殖・確保体制を確立するとともに、県内種苗

供給の省力化や分業化に向けて必要な機械・設

備等の導入支援、ライチの優良種苗の導入、母

樹育成などの取組を支援します。

これらの取組を通じ、里芋の日本一の産地づ

くりやカンショの基腐病の早期解決、ライチの

さらなる産地拡大等を図ってまいります。

なお、里芋やカンショでは全国的に病害が発

生していることもあり、生産者や農業団体から

も、優良種苗供給体制の構築に向けた取組を強

く求められております。

19ページにお戻りください。

予算額は561万5,000円、事業期間は、令和６

年度までの３か年を予定しております。

続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

に係る対応状況について御説明いたします。

決算特別委員会の指摘要望事項に係る対応状

況の12ページを御覧ください。

⑬の「カンショ・里芋病害対策の強化につい

て、引き続き、サツマイモ基腐病の防除対策の

確立に努めるとともに、農家が経営を継続でき

るよう、ウイルスフリー苗の供給体制や安定し

た代替作物との輪作体系の検討など、総合的な

対策を構築すること」についてであります。

県では、持ち込まない、増やさない、残さな

いの３つの柱で対策に取り組んでいるところで

ございます。

持ち込まない対策では、健全な種芋・苗の確

保等の啓発やウイルスフリー苗の生産体制の強

化を行い、増やさない対策では、発生株の迅速

、 、な発見や ドローンを活用した一斉防除に加え

早植え栽培への移行、ゴボウ等の輪作体系の構

築などを推進しております。また、残さない対

策では、収穫後の残渣持ち出しや分解促進、土

壌消毒の徹底を進めております。

さらに、今後、抵抗性が確認された品種を導

入することとしており、引き続き、最新知見を
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対策に取り入れるとともに、国庫事業等の活用

により、被害の抑制と生産者の栽培意欲の向上

に向け、総合的な蔓延延防止対策を構築してま

いります。

お手元の歳出予算説明資○戸髙農村計画課長

料の325ページを御覧ください。

農村計画課の当初予算は 一般会計のみで 27、 、

億8,379万6,000円をお願いしております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

327ページを御覧ください。

まず、下段の（事項）公共農村総合整備対策

費でございます。

主なものとしまして、説明欄１の国営造成施

設管理体制整備促進事業の9,114万2,000円につ

きましては、国営造成施設を管理する土地改良

区の管理体制の強化を図るもので、尾鈴地区ほ

か７地区へ助成するものであります。

２の基幹水利施設管理事業の１億1,6 8 7

万6,000円につきましては、同じく国営造成施設

を管理する市や町に管理費の一部を補助するも

ので、一ツ瀬川地区ほか４地区へ助成するもの

であります。

次に、328ページを御覧ください。

中ほどの（事項）国土調査費の９億6,832万円

でございます。これは、説明欄１の地籍調査事

業により、土地の一筆ごとに、所有者や地番、

地目、面積を明確化するものであり、宮崎市ほ

か17市町村等で実施するものであります。

次に、一番下の（事項）大規模土地改良計画

調査費でございます。

次の329ページを御覧ください。

説明欄２の畑かん活用農業経営体チャレンジ

支援事業の537万8,000円につきましては、常任

委員会資料により説明いたします。

次に、その下の（事項）土地改良事業負担金

の８億349万8,000円でございます。これは、西

諸地区ほか６地区の国営土地改良事業に係る負

担金でございます。

。歳出予算説明資料の説明は以上でございます

次に、常任委員会資料の21ページを御覧くだ

さい。

畑かん活用農業経営体チャレンジ支援事業に

ついて御説明いたします。

本事業は、畑かん利用を波及させ、賢く稼げ

る農業を実現するため、新たな畑かんマイスタ

ーとなる農業経営体の畑かん営農へのチャレン

ジを支援するものであります。

右のページを御覧ください。

現状と課題にありますとおり、農家の減少や

加工・業務用野菜等のニーズの増加に対応する

ため、担い手の育成と計画的な生産出荷体制を

備えた産地体制の構築が重要でございます。そ

のため、畑かんを活用して、地域を牽引する農

業経営体を早期に育成する必要があります。

中段の取組内容を御覧ください。

左の畑かん整備済地区では、畑かんを活用し

た営農に先駆的に取り組まれている農家を、畑

かんマイスターとして委嘱し、周辺農家への助

言やＰＲなどの活動をしていただいているとこ

ろです。

事業の内容は、この畑かんマイスターを整備

中の地区で新たに育成するもので、①の研修会

や現地視察等では、畑かんマイスターの方々か

ら、利用経験のない農家に対して、効果の研修

や技術の継承等を行いながら、ネットワークを

構築します。

②の省力型散水技術の普及促進では、最新の
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省力型散水装置の実証支援を行うとともに、こ

れまで実証してきた収量向上の技術と合わせて

マニュアル化し、安心して畑かん利用を始めら

れるよう支援をいたします。

このような取組により、効果を実感し、実践

していただく農業経営体に、新たな畑かんマイ

スターとして活動いただき、畑かん活用の効果

を地域農家に情報発信することや、③のひなた

ＭＡＦｉＮ等による畑かん効果のＰＲでの活用

状況や事例などの情報発信により受益地全体へ

の波及を図ってまいります。

本事業により、産地づくりを振興し、収益向

上を図ってまいります。

左のページにお戻りください。

２の事業の概要のとおり 予算額は537万8,000、

円、事業期間は令和６年度までの３か年を予定

しております。

次に、同じく常任委員会資料の37ページを御

覧ください。

議案第30号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例」でありま

す。

本条例は、知事の権限に属する事務の一部を

市町村が処理することに関し、必要な事項を定

めるものでございます。

１の改正の理由についてであります。

農地法に基づく知事の権限に属する事務の一

部について、取扱いを希望する西米良村に権限

を移譲するため、所要の改正を行うものであり

ます。

２の改正の概要についてであります。

農地法に基づく農地転用許可に関する事務の

ほか、農地等の賃貸借解約許可、立入調査、農

業委員会等からの報告の聴取、並びに違反転用

。に対する処分等に関する事務となっております

３の施行期日についてでありますが、令和４

年４月１日からの施行となります。

引き続き、38ページを御覧ください。

議案第34号「農政水産関係建設事業執行に伴

う市町村負担金徴収について」であります。

次の39ページを御覧ください。

中ほどの表、農村計画課の欄にありますとお

り、農業農村整備実施計画策定事業ほか１事業

について、市町村負担を予定しており、地方財

政法第27条第２項の規定により、あらかじめ市

町村の意見を聴き、同意を得た上で、負担割合

を定め議会の議決に付すものであります。

歳出予算説明資料の331ペ○押川農村整備課長

ージを御覧ください。

農村整備課の当初予算は 一般会計のみで 139、 、

億5,596万3,000円をお願いしております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

333ページを御覧ください。

一番上の（事項）農業農村振興対策事業費18

億9,230万1,000円については、説明欄の２の

（１）多面的機能支払交付金につきまして、農

業・農村が有する多面的機能の維持・発揮を図

るため、集落等が共同で取り組む、草刈り等の

地域共同活動等を支援するものであります。

次に、その下の（事項）公共農村総合整備対

策費８億4,656万円については、その下の説明欄

の３、中山間地域総合整備事業につきまして、

農業の生産条件等が不利な中山間地域の農業生

産基盤と生活環境基盤を総合的に整備し、農業

・農村の活性化を図るため、日之影町の七折地

区ほか４地区で、農業用用排水路や営農飲雑用

水施設などを整備するものであります。
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次に、335ページを御覧ください。

一番上の 事項 県単土地改良事業費２億1,810（ ）

万9,000円については、その下の説明欄の１、県

単独土地改良事業につきまして、国庫補助事業

の対象とならない小規模な農業用用排水路や農

道などを整備するものであります。

次に その下の 事項 公共土地改良事業費49、 （ ）

億8,557万6,000円については、その下の説明欄

の１、県営畑地帯総合整備事業につきまして、

畑地帯の担い手の育成・強化とともに、多様な

営農形態に対応できる力強い産地づくりを図る

ため、三股町の高才第１地区ほか47地区で、畑

地かんがい施設や農道などを整備するものであ

ります。

説明欄の２、県営経営体育成基盤整備事業に

つきましては、後ほど委員会資料で御説明いた

します。

次に、336ページを御覧ください。

中ほどの 事項 公共農道整備事業費２億3,586（ ）

万円については、その下の説明欄の２、県営基

幹農道整備事業につきまして、農畜産物の効率

的な輸送体系の確立などを図るため、宮崎市の

小田元４期地区ほか２地区で、基幹的な農道を

整備するものであります。

次に、その下の欄の（事項）公共農地防災事

業費21億1,324万3,000円については、農地や農

業用施設の災害を未然に防止するため、次のペ

ージの説明欄の２、県営ため池等整備事業につ

きまして、宮崎市の馬越上・下地区ほか27地区

、 。で ため池や用水路を整備するものであります

次に、338ページを御覧ください。

下の欄にあります（事項）耕地災害復旧費29

億5,909万1,000円については、台風や集中豪雨

などにより被災した農地・農業用施設の早期復

旧を行うものであります。

続きまして、常任委員会資料の23ページを御

覧ください。

県営経営体育成基盤整備事業について御説明

いたします。本事業は、従来から既定事業とし

て実施している国庫補助事業でございます。

米中心から野菜などの高収益作物を中心とし

た営農体系への転換が求められる中、担い手へ

の農地集積・集約化や農業の高付加価値化を図

るため、農地中間管理機構との連携などにより

まして、農業生産基盤の整備を実施するもので

ございます。

右側の24ページを御覧ください。

上段、１、現状と課題にありますように、小

区画で不整形な農地や狭い農道のため、大型機

械での作業が困難であったり、圃場の排水不良

により高収益作物への転換が困難であるなど、

。未整備の農地は借り手がいない状況にあります

このため、２、事業内容にありますように、

区画整理や農道、暗渠排水などを整備するもの

でございます。

また、整備に係る地元負担の軽減の取組とし

まして、基盤整備を契機に中心経営体への農地

集積・集約化を図る場合、農地の集積率等に応

じた促進費が助成される中心経営体農地集積促

進事業を積極的に活用していくこととしており

ます。

23ページに戻っていただきまして、２の事業

の概要の予算額は10億4,940万6,000円をお願い

しており （５）の事業内容の③にありますよう、

に、経営体育成基盤整備事業で村内地区ほか15

地区、機構関連農地整備事業で祓川第１地区で

の事業実施を予定しております。

次に、債務負担行為について御説明いたしま
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す。

常任委員会資料の４ページを御覧ください。

中ほどの農村整備課の欄の県営経営体育成基

盤整備事業は、串間市の塩屋原地区及び小林市

の野尻原１期地区において、令和５年度までの

工期で、水田の区画整理及び管水路工事を実施

するものであり、限度額として9,500万円をお願

いしております。

次に、県営ため池等整備事業は、宮崎市の中

地区において、令和５年度までの工期で、ため

、池の堤体の補強対策工事を実施するものであり

限度額として3,000万円をお願いしております。

次に、県営湛水防除事業は、宮崎市の正蓮寺

地区において、令和５年度までの工期で、排水

機場上流の排水路工事を実施するものであり、

限度額として5,000万円をお願いしております。

次に、特別議案について御説明いたします。

常任委員会資料の38ページを御覧ください。

議案第34号「農政水産関係建設事業執行に伴

う市町村負担金徴収について」であります。

表の農村整備課の欄にありますとおり、基幹

水利施設ストックマネジメント事業などの農業

農村整備事業において、市町村負担を予定して

、 、おり 地方財政法第27条第２項等の規定により

あらかじめ市町村の意見を聴き、同意を得た上

で、議会の議決に付すものであります。

議案に対する説明が終了いたし○岩切委員長

ました。質疑はございませんか。

常任委員会資料の17ページ、大規○山下委員

模経営を目指してやっていこうということで、

具体的に水稲で30ヘクタール以上、土地利用型

農業で100ヘクタール以上を目指す施策の提案だ

と思うんですが、実際、こういう経営体もいっ

ぱいあるんですよ。

今までも申し上げましたけれども、農地の集

、 。 、積と 区画化なんですよ 30ヘクタール以上で

まだ基盤整備率が非常に低いという実態であり

ますから、これを早くしないといけないという

のが、一番の課題だろうと思うんです。この事

業化を目指そうと思っても、人手がいない中で

農地が分散していると、作業性がよくない。こ

れが経営圧迫につながっていくんです。

ただ、面積を広げてたら、経営収支がよくな

るかというと、そうはいかないんです。ここの

中でも説明がありましたけれども、米の値段が

下がってくる、されど、水田というのは、圃場

多面的機能等があって、補助金政策はしっかり

とできていますから、面積を増やすことによっ

て、経営収支は畑作営農からするとまだ少しま

しかなと思うんですが、農地の集積と、基盤整

備、そして、水路管理をしっかりやらないと、

面積を広げてくると、水系が幾つもありますか

ら、それに対する労働力の確保とか、そういう

問題がいっぱい出てくるんです。

今回出てきた強化対策事業ですが、水稲を30

ヘクタールもさせていくということは、旧来の

ＪＡのライスセンター組織体系、これにお願い

していく体系になるのか、それとも、自立経営

型で稲作の栽培からもみの調整・乾燥、もみす

り、そして、白米にする作業等も入れて、これ

までの事業と抱き合わせて推進していくのか。

その辺の考え方をお聞きしたいんですが。

委員のおっしゃったとお○川上農産園芸課長

り、いろいろな課題がある中でも、やはり集積

・集約化 そして いろいろな管理の分散といっ、 、

た問題が大きいと思っております。

今回、事業化するに当たりまして、いろいろ

な法人の御意見を伺ったりしながら、このよう
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な事業を構築しました。特に集約化に向けたい

ろいろな細かい作業をするうえで、国の問題で

あったり、水の管理の問題であったりといった

お困り事も伺いました。

そういったところをしっかりと課題解決でき

る事業の中身にしておりますけれども、特に、

委員がおっしゃられたライスセンター等の整備

等につきましては、この事業でもそのネットワ

ークの中で随時情報交換し、計画等の情報を共

有しながら計画をつくっていくことは可能だと

思っています。

ただ、こういう規模ですので、実際の施設整

備や機械などの導入は、既存の国庫事業等の活

用も視野に入れながらやっていくのものと考え

ているところです。

稲作経営で、私も７ヘクタールま○山下委員

では経営したことがあるんですよ。だけど、７

ヘクタール作ってみて、共同精米所に乾燥とか

もみすりとか全部頼んでいましたが、そこが一

番経費を食うところなんですよ。

30ヘクタールの経営体をつくっていこうとい

うことになると、自分で施設をつくって、米も

冷蔵庫で保管する時代になってきましたから、

冷蔵庫まで設置して、もみすりから全て一体的

に推進していかないと、お米だって限られた所

得率しかないですからね。

だから、それに対する施設整備の資金等も十

分対応していただいて、それで農家育成をやっ

ていかないといけないと思うんですよ。ぜひ、

その辺は検討していただきたいと思います。

地域の田んぼというのは、地域を守るために

一番大事な部分なんです。水田というのは、国

もこれだけの予算を組んで、米の転作奨励もし

ているわけですから。

田んぼの果たしている役割というのは重々分

、 、かっていてこれだけの圃場政策をして あとは

担い手がしっかりと所得を確保して、経営安定

化に向けた取組をしないといけないわけですか

ら、そういうことをしっかりと推進する形での

事業化をぜひお願いしたいと思います。

それから、後でも出てくると思うんですが、

農村整備課と農村計画課です。皆さん方が、実

際に基盤整備をやっていこうとするときに、農

地の集積から基盤整備を進める中で、何が一番

課題ですか。そこを教えてください。

最近は、若い農家の方も○戸髙農村計画課長

出てきておりまして、規模拡大の意向も強く、

圃場整備や区画の拡大の要望が多くなってきて

おります。

そういう中で、圃場整備等を計画するに当た

りましては、地域全体の同意が必要になってま

いりますので、地域の中での話し合い等をしっ

かり行って、集積計画であったり、作物は何を

作るのかといったところの計画をつくっていく

ことが重要でありますので そこをしっかりやっ、

ていくというのが大事なところだと思っていま

す。

また、そういった大規模な国庫補助を使った

圃場整備に加えまして、一次整備をしたところ

につきましては、畦畔の除去等で区画を拡大で

きるところもございますので、そういったいろ

いろなメニューを地域に提案しながら、地域の

話し合い等をしっかりとやっていくというとこ

ろが大事だと思っておりますが、そういった同

意形成が難しいところでもあると感じていると

ころです。

基本的には、話し合いを○押川農村整備課長

して、どこでどのように物を作っていくか、そ
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のために広げるのか、それとも、排水改良なり

用水、もしかすると開水路になっていたのを維

持管理が大変だということでパイプラインにす

。 、るのかという技術的なものもあります 今後は

県内も未相続地があったりしていて、その農地

をどうまとめていくのかということも課題とし

てあるとは思っております。

何年たっても、この問題は堂々巡○山下委員

りなんです。だけど、農村社会というのは一年

一年もう危機的状況なんです。午前中の審査の

中でその話をしましたけれども、団塊の世代が

まだ何とか余力があるんですよ。団塊の世代

が2025年問題で、あと３年たつとみんな後期高

齢者になる。

だから、みんな５年後は、どうなるかなと、

心配しているんですよ。まだ、何とかしたいと

いう思いはありますから、あなた方もいつも同

じ課題と向き合っているのではなくて どうやっ、

て地域に下りて、地域と話し合いをして、まと

める努力をどれだけしているのか、数値目標も

つくりながら、この地域には、こういう担い手

が何人かいるから、何年度までには農地の集積

をやる、今言われた畦畔除去なり、作業性を高

めていくことをどんどん積極的にやっていかな

いと、様子見では、団塊世代が、もうあと何年

しかないですから、そこの形態を体制づくりを

急いで進めていかないといけないと思うんです

よ。ぜひ、そこは強力なリーダーシップでお願

いしたいと思います。

相続不明の土地も増えてくる、そして、土地

持ち非農家が増えてくる、まとめていくという

のは、もう一日一日厳しい状況になってきてい

ますから、できるだけ早急に対策を打ってほし

い。そして、あなた方に言いたいのは、数値目

標をつくっていただきたいということです。何

、 、年度にはどれだけの基盤整備をやると だから

何戸の30ヘクタール、土地利用型農業だった

ら、100ヘクタール以上の農家育成をこれだけ

やっていくんだと。そこをやらないことには問

題が見えてこないんですよ。ぜひ積極的な体制

づくりをお願いしたいと思います。

今、委員がおっしゃった○戸髙農村計画課長

とおり、高齢化等で喫緊の課題だということで

危機感を持っておりまして、圃場整備につきま

しては、30地区を重点地区として、重点的に事

業採択に向けて取り組んでいるところでござい

ます。第八次の長期計画におきましては、簡易

基盤整備を含めて５年間で725ヘクタールの基盤

整備をやっていこうということで、農業土木だ

けでなくて農業の分野も含めて体制整備等を考

えているところでございます。

水稲を30ヘクタール経営したとき○山下委員

に、所得がどれくらいになると見込んでおられ

ますか。

30ヘクタールで農業所得○川上農産園芸課長

は約1,000万円を見込んでおります。スケールメ

リットによる低コスト化等も含めて、30ヘクタ

ールにすることでコストが削減され、所得とし

ては約1,000万円と見込んでおります。

1,000万円という所得は30ヘクター○山下委員

ルだったら、一般米だけじゃないと思うんです

よ 飼料米があり 加工米があり ＷＣＳもあっ。 、 、

たり、いろいろな栽培体系になってくるかと思

うんですが、30ヘクタールで1,000万円の所得

だったら、所得率が１反当たり３万円くらいに

なりますか。

３万5,000円で算出してお○川上農産園芸課長

ります。
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そんなもんだろうと思います やっ○山下委員 。

ぱり30ヘクタールとなると、人の雇用も計算に

入れないといけないですよね。この1,000万円を

獲得していくためには、基盤整備と農地の集積

率が高まらないことにはこれだけの所得は上が

りませんよ。

だから、早急に数値に基づいた基盤整備の体

制の在り方やマッチングをしていかないと、こ

れ以上の所得は上がってこないんですよ。その

ことをしっかりと認識して体制づくりをしてく

ださい。

おっしゃるとおりだと思○川上農産園芸課長

います。ネットワークを設置しますので、その

中で情報交換や農地利用の在り方、そういった

ものを含めて、しっかりと集積・集約ができる

よう、シャッフルであったり、そういったもの

を含めて検討して、それを基に大規模化への計

画をつくっていく。そういう構想として考えて

いるところでございます。

委員会資料の19ページ、苗の生産○山下委員

体制です。これも数年前からの取組だろうと思

うんですが、この種苗新品種の開発も総合農業

試験場がずっと取り組んできた。そして、試験

場を中心にいろいろな品種改良もやってきてい

ただいた。これが本県の農業を支えてくれてい

る、試験場の役割がしっかりとできてきている

ということだろうと思うんです。

それで、私もやっぱりライチの苗とか、マン

ゴーとか不足しているのかなと思っていたとこ

ろなんです。先ほど対策の話をされましたけれ

ども、ウイルスフリー等の苗の供給の体制づく

りとか、いろいろあろうかと思うんですが、こ

の事業を新規で組み立てられたということは、

試験場の役割がさらに増してくるだろうと思う

んですよね。その辺のそれぞれの試験場の役割

について教えてください。

この事業は、苗の供給体○川上農産園芸課長

制という部分で、直接的に試験場が絡んでいる

わけではございませんけれども、各品目のいろ

いろな課題については、試験場での取組が必要

だと考えています。

例えば、里芋に関しましては系統がいろいろ

ありますので、そういった品種の選定であった

り、カンショについては、基腐病対策の確立、

そういったものは、試験場の協力がなくてはで

きないと考えています。

また、ライチにつきましても、取り木などの

増殖の方法ですね、苗を作る場合の技術的な部

分、そういうものは試験場の協力が要ると考え

ているところです。

そのほかにも、カンショではウイルスフリー

をする場合の宮崎県バイオテクノロジー種苗増

殖センターが同じ敷地内にありますが、そこで

の協力も必要ですし、総合的に、試験場と一緒

に連携しながらやっていく必要があると考えて

いるところでございます。

供給体制づくりは試験場の役割○山下委員

じゃないということですが、例えば、里芋もあ

りましたけれども、今、特にカンショの基腐病

、等の対策はまだ決め手がないということだけど

この決め手を見つけていくのが試験場の役割だ

ろうと思うんですよ。

苗の供給体制だって、試験場が開発したウイ

ルスフリーの苗を作るにしたって、莫大な苗の

供給体制が必要なわけですから、その体制づく

りを早くしていかないといけないと思うんです

が、予算額が560万円ということで、この予算額

で、喫緊の課題に対して対応・対策が十分でき
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るのかなという思いで説明を聞かさせていただ

きました。

ここに課題と書いてありますけれども、これ

に対して早急にどういうことができるのか、こ

れぐらいは我々が責任を持って、これは完全に

、 、こうなりますとか 何かその辺の考え方の下で

この予算額でどのような展開ができるのかとい

うことが見えないものですから、教えていただ

くとありがたいと思います。

この事業では、種苗供給○川上農産園芸課長

体制の基づくりとして、まず、種苗供給基本方

針を作成します。専門家にお願いしまして、ど

ういったところに問題があるか、どういう形で

構築していけばいいのかというコンサルティン

グを受ける。その中で、委員がおっしゃいまし

たように、必要な設備であったり、どういった

組織をつくっていくか、そういったところが出

、 、 、てくると思いますので それについては 別途

また国の事業等も活用しながら、産地体制をつ

くっていくことになろうかと思っております。

ただ、ハード支援という部分で、予算を組ん

でおりますけれども、これは早急に必要な体制

、 、であったり 機械設備の導入といったところは

この中で支援してまいります。

県全体の方針の中で、もっと大きな施設が必

要であるとか、そういったものが出てきました

ら、国の事業を活用させていただくことになる

と考えています。

また、試験場の関係ということで委員から御

意見がございましたけれども、おっしゃるとお

り、試験場もしっかり絡んでいただいて、例え

ば、カンショの増殖方法とかいったものも、現

場での増殖方法といったところは、試験場の試

験データ等も活用しながらやっていくことにな

ると思っております。県全体で取り組んでまい

りたいと考えております。

毎回、カンショの基腐病の問○武田副委員長

題で質問させていただいているんですが、昨年

、 、 、も苗が足りないということで 農家からも 今

。植えないと早期の芋が取れないのに苗がないと

それで、話を聞くと、農家の求めている苗と品

種にずれがあったりとか、時期的に重なってし

まってどうしても対応し切れないということ

だったんです。今回、優良種苗確保産地緊急支

援事業という事業名を聞くと、緊急対策として

農家の方が欲しい品種の苗が、欲しい時期に、

欲しい分だけ供給されるような印象を受けるん

ですが、予算的に見ても、これで十分カバーが

できるのか、事業期間が３年で、令和４年度か

ら６年度までの事業ですので、その間に何とか

そういう方向に持っていくという感じなんです

けれども、農家の方としては、令和６年ではな

くて、今年どうしようか、来年どうしようかと

いうところなんです。実際、この供給体制で、

時期的なもの、量と品種については、今年は十

分賄えるんでしょうか。

カンショの苗の流れとい○川上農産園芸課長

うのが、宮崎県バイオテクノロジー種苗増殖セ

ンターからウイルスフリー苗を供給しまして、

一部、ダイレクトに植え付ける苗もありますけ

れども、ＪＡでや、生産者が現地で増殖して定

植苗になっていく。この間がやっぱり１年ぐら

いかかる、これが大半でございます。

そういう中で、宮崎県バイオテクノロジー種

苗増殖センターに注文した苗がなかなかこちら

側の予定どおりいかないということで、苗の供

給が不足しているという話が出ていると思うん

ですけれども、宮崎県バイオテクノロジー種苗
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増殖センターとしては、ある程度計画的に苗を

供給しながら、できるだけ要望に応えていくと

いうことで、140万本のところを150万本に体制

を少し強化しました。

当然、それで3,000ヘクタールのカンショの畑

に、宮崎県バイオテクノロジー種苗増殖センタ

ーから直接というのは難しいので、それを、現

地で、50倍にする。2,500本植えると、3,000ヘ

クタール分ぐらいの定植苗になります。

ですので、現地での種芋の育成、それから、

それを伏せ込んで採苗する、その仕組みをこの

事業の中でしっかりと構築して、本当に農家が

必要とする時期に必要とする苗を入手できるよ

うな体制づくりを目指してまいりたいと考えて

いるところでございます。

本当に緊急の問題ですので、○武田副委員長

もう４年ですよね。今までは自分のところで種

芋を採って、種芋から苗を作っていた農家が、

ＪＡから地元の芋は使っちゃいけません、苗は

全て買いましょうという話があって、種芋も四

国とか、その他のところから仕入れて、種芋の

価格じゃなくて、市場価格で仕入れるという大

変な状態です もちろん国・県・市の補助があっ。

てこその種芋仕入れであったりとか苗の仕入れ

なんですけれども。

基腐病対策について、県の方々が本当に一生

懸命頑張ってくれていることは、地元の人も感

謝しているんですが、なかなか結果が出ないと

いうことで、さあ頑張って植えようと思ったら

苗が足りないとか、供給体制もどこの責任とい

うわけではなくて、課長が言われるように、全

体でやっていかないといけないことなんだと思

います。

県、市、ＪＡ、農家の方と一緒になって、去

年少し足りなかったのはどこなのか、そこを改

良して今年はどうなのか、来年はどうしようか

という体制をしっかりとして、一生懸命頑張っ

ていらっしゃるのは十分理解はしているんです

が、末端の農家の方は、そういうところがなか

なか見えなくて、やきもきしている状況ですの

で、そのあたりをしっかりとケアをしていただ

きたいと思っています。よろしくお願いしてお

きます。

最重要課題として、緊急○川上農産園芸課長

性が高いと考えておりますので、優先的に取り

組んでまいりたいと考えております。

この種苗生産場の課題分析と改善○右松委員

に向けたコンサルティングということですが、

これは委託事業でしょうか もう既に どういっ。 、

たところに委託するのか、そのあたりはもう決

まっているんでしょうか。

まだ、予算が成立してい○川上農産園芸課長

ませんので、実施いたしませんけれども、候補

は探しているところでございます。

、 、種苗の専門的な知識や知見がある あるいは

こういったことをやっている事例や実績を持っ

ているところが九州内にもあるようですので、

そういったところにお願いできればと考えてい

るところでございます。

事業効果で、今、ゼロ品目という○右松委員

ことで、令和６年度に３品目に広げていくとい

うことですが、資料にはライチとか出ておりま

すけれども、具体的な品目について考えておら

れれば教えてください。

ここに上げております里○川上農産園芸課長

芋、カンショ、ライチを想定しておりますけれ

ども、取組としては、その他の品目もネットワ

、 、ーク会議の中でいろいろと考えながら 例えば



- 88 -

令和４年３月９日(水)

マンゴーも老木化が進んでいて苗の供給体制が

必要だというところもありますので、そういう

品目でも取り組みながら、候補としてこの３品

目を考えているところでございます。

常任委員会資料の20ページ、優良○右松委員

種苗供給体制のイメージですが、計画生産、生

産供給計画を立てて、それから、機械導入化に

、 、 、よる省力化 そして これはストックですよね

こういったところも含めて供給していくという

ことですから、事業としては非常に大きくなろ

うかと思いますので、引き続き頑張っていただ

きたいと思います。

歳出予算説明資料の337ページの３○川添委員

番、県営湛水防除事業は、３地区あると思うん

ですが、それぞれの内訳とか場所が分かれば教

えてください。

、○押川農村整備課長 県営湛水防除事業ですが

清武の正蓮寺、新富町の大渕、それから、佐土

。原にあります天神の３地区を予定しております

木花の正蓮寺だと思うんですけれ○川添委員

ども、工事の完了はいつ頃の予定でしょうか。

現在のところ、令和５年○押川農村整備課長

を予定しております。

、 、○川添委員 これは 地元の長年の要望もあり

非常に期待が高くて、長年、水害に悩まされて

非常に困っているところで、強く要望してきた

ところなものですから、ぜひ引き続き、令和５

年度までよろしくお願いいたします。

歳出予算説明資料の322ページの上○山下委員

の新規事業、脱炭素を目指す省エネ型施設園芸

設備導入推進事業です。燃油代が高くなってき

たということで、本県も十数年前からヒートポ

ンプ、そして、木質ペレット等の普及をやって

きました。今回、また新規でこれだけの事業を

つくったわけですが、その内容というのは、省

エネに対してどういう新たな効果をつくる体制

づくりをあなた方は希望されていますか。

脱炭素を目指す省エネ体○川上農産園芸課長

制ということで、現時点で、これという形の技

術であったり、機械であったりというのはまだ

開発段階でございます。

本事業では、例えば、高性能のヒートポンプ

が入っていますけれども、どんどん新しくなっ

てきていますので、そういった性能の高いヒー

、 、トポンプであったり ＣＯ を再利用する機械２

そういったところも導入の検討であったり、そ

ういった効果等の検討をこの事業では考えてい

るところでございます。

それから、省エネ資材ということで二重被覆

の資材によって重油の使用率を下げる、省エネ

につなげていく。それによって炭素の発生量を

減らしていくといったところを検証しながら、

、その中で本当に効果のあるものにつきましては

国の事業も活用しながら広げていくということ

で、将来的に重油に頼らない施設園芸の形とい

うことでこの事業を組み立てたところでござい

ます。第一歩の取組として考えているところで

ございます。

今までいろいろ確認した中で、木○山下委員

質ペレットは単価が高くなったり、経済的な問

題があるということで、これは実質今使ってい

る人たちは少ないと思うんです。

予想以上に、Ａ重油等も燃費が上がってきて

いますから、具体的に温度効果を上げるといえ

ば、二重、三重被覆にすること、そして、今ま

、 、でもずっとやってきたんですが 説明を聞くと

さらに高性能のヒートポンプということですの

で、Ａ重油を燃やした暖房機と併用してヒート
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ポンプを使っていくんですよね。それの利用だ

ろうと思うんです。今、ヒートポンプを併用し

て使っている農家どれぐらいいるのか教えてく

ださい。

県内で、これまで3,009台○川上農産園芸課長

のヒートポンプが導入されております。その中

で、特に利用率が高いのがコチョウランで、ほ

。 、ぼ全てのところで使われております それから

バラも利用率が高いです。マンゴーは72％で導

入されているところです。ピーマンも22％で野

菜の中では高い割合で使われております。状況

としては、そういうところでございます。

割と高収益で単価の高い花や果物○山下委員

で普及しているということですね。これをピー

マンとかキュウリ農家までどんどん普及して

いってほしいと思います。当分燃油高というの

は続くと思うんです。昨日、私もガソリンを入

れたら １リットル173円でした 今は補助金の15、 。

円が効いていますが、ガソリンスタンドで聞い

たら、また、さらに価格が上がっていくという

話でしたので、対策は早めに講じてください。

次に、委員会資料の21ページ、畑かんマイス

ターの件です。マイスターというのは、これは

もう一番の推進役になっていることは私も理解

、 、しているんですが 先ほどからありますように

土地利用型の面積をどんどん増やしていっても

らわないといけない。その中で、水利用の効果

というのは確かに出ているんです。私もずっと

携わっていて、散水したところと散水していな

いところとでは、歴然とその差があることは、

いままでのデータで分かっているんですよ。

だけど、大規模経営になってくると、散水球

の設置、これに対する労働力が確保できないん

ですよ。もう面倒くさくて、あとで撤収しない

といけない。それが普及しない一番大きな原因

なんです。

都城市の太陽ファームで太陽電池を使って、

自動で感知して動く自動散水みたいなものです

、 、けど それぐらいのものを推進していかないと

大規模経営になると、人を10～20人雇用してい

ますから、その人たちを10分、20分だらだらさ

せることと経費が多くかかるわけですから、農

地の集積と畑かんの普及を推進して、田畑での

収量、金額を上げようと思ったら、必要不可欠

。 、 。なんです その決め手が何か今 あるんですか

少しモデル的に②に書いてありますけれど、ど

れぐらい省力化できるのか教えてください。

大規模農家への支○鳥浦畑かん営農推進室長

援につきましては、これまでのマイスター活動

の中で、散水の効果ははっきり認識しているけ

れども、労力が足りないという声を踏まえて、

自動化を進めることにしております。

常任委員会資料の22ページの真ん中、②番、

省力型散水技術の普及促進を今回上げておりま

すのも、そういったマイスターからの助言等を

踏まえて取り組んだものでございます。

これまでも、自動かん水に関しましては、タ

、イマー等で制御するものはありましたけれども

どうしても止めるときは手動であったり、天候

に関わらず自動で散水するために、なかなか思

うような効果が得られませんでした。

そこで、今回、センサーを用いて、水分量で

あるとか、日射量であるとか、ほぼ人手がかか

らないような制御に取り組み始めたところでご

ざいます。特に土壌水分に関しては、都城市に

あります畑作支場におきまして、昨年度から実

験的に始めたもので、その適切かん水量とデー

タを今、蓄積しているところでございます。早
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ければ今年度から来年度にかけて、実際の圃場

でマイスターの協力を踏まえて実証できればと

考えております。

今、スマート農業とか、ドローン○山下委員

とか、デジタル化とか、いろいろなことが言わ

れているんですが、一番肝心なのは、とにかく

農地の集積と基盤整備と、こういうものをスマ

ート化して人手を要するところを合理化してい

、 、く これの研究開発しかないと思うんですよね

この実用化しかない。これはスマート農業の１

丁目１番地だろうと思うんですよ。そのことを

しっかりと皆さん方も認識していただいて、普

及と推進施策というのをしっかりとやっていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

米について少しお尋ねしますけれ○ 原委員

ど、常任委員会資料の23ページと17ページに水

田のことが出てきています。

23ページでは、米中心の営農体系から脱皮し

、 、てというか ほかの体系へ移るわけだけれども

いわゆるアフター米というかな、脱米という

か 17ページでは 水田をやるんだけれども 30。 、 、

ヘクタールぐらいの米農家をつくって云々とい

うのが書いてあるんですが、１人当たりの米の

消費量も、今年間50キロぐらいになったんです

かね。昔は120キロ食べていたそうです。

この米というものの存在ですけれど、これを

どう見て、これからの将来の日本のこの農政の

中で、米の扱いというか、そのあたりが何か微

妙なところで、国において、何かこう議論がな

されているのか。それと、今ここにある23ペー

ジと17ページの方向性です。これは何か将来を

暗示しているようなことなんでしょうか。その

あたりの情報が何かあれば、教えてください。

なければいいです。

17ページのこの土地利用○川上農産園芸課長

型の事業、要するに水稲30ヘクタールの経営体

を育成する目的として、水稲はやはりなくては

ならない品目だと考えております。その中で、

経営が成り立つためには、大規模化というとこ

ろで、この事業では水稲の大規模化を進める。

また、あわせて露地野菜、これも水田で作る

ものもございます。ほかに、ＷＣＳであったり

飼料用米といったものも水田で作れるというこ

とで、食用米はそのうちの何割かに下がってし

まいますけれども 水田のベストミックスといっ、

たものをこの事業等を活用しながら、しっかり

と水田を有効利用していくということでありま

す。それから、食用米は県内でも足りない状況

、 、でございますので ここで農産園芸課としては

米と露地野菜も含めて水田の活用を図っていく

ということで、事業を構築しているところでご

ざいます。

分かりました。要するに、コンセ○ 原委員

プトというか基本的な考えは儲かる作物を作ろ

うよということがベースですね。であるから、

これが何か米政策の転換とかそういう兆しでも

暗示するものでもないということですね。

圃場整備をすることによ○押川農村整備課長

りまして、今までだと米しか作れない土地で、

例えば、暗渠排水することで汎用化を図って、

今年は米を作るけれども、次の年はここで野菜

を作るというふうにやっていけるような基盤を

つくっていくというイメージであります。

この前、我々自民党の環境農林水○ 原委員

産部会で岩見沢市に行ったんですけれども、教

育分野とか社会分野とか、いろいろなところで

ローカル５Ｇがかなり徹底していて、その中の
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一つとして、水田農業をスマート化してやろう

ということで、トラクターを複数台、自動運転

させようとか、並列させようとか、そういうこ

とをやっているところだったので、さっきから

話が出ていますけれども、せめて、この大区画

化は必要だろうなと思いました。

逆に、僕らが見てきたものは、北海道だから

できる、あの広さですからね。それに近いもの

に持っていかないと、なかなかこちらで同じよ

うなことをするのは無理だろうなというような

ことを感じたところでしたから、その方向性は

間違いないと思います。

他に質疑はございませんか。○岩切委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、 、○岩切委員長 それでは 以上で 農産園芸課

農村計画課、農村整備課の審査を終了いたしま

す。

執行部入替えのため、暫時休憩いたします。

午後２時14分休憩

午後２時21分再開

委員会を再開いたします。○岩切委員長

水産政策課、漁業管理課、畜産振興課、家畜

防疫対策課の議案の審査を行います。順次説明

を求めます。

お手元の令和４年度歳出○西府水産政策課長

予算説明資料の339ページを御覧ください。

水産政策課の当初予算額は、一般会計で25

億4,375万3,000円、沿岸漁業改善資金特別会計

で２億6,764万9,000円 合計で28億1,140万2,000、

円をお願いしております。

それでは、主な内容について説明をいたしま

す。

341ページを御覧ください。

（ ） 、中段の 事項 漁業基本対策費の説明欄の２

漁業調査船みやざき丸新船建造事業、11億8,439

万9,000円につきましては、令和３年度に引き続

き、みやざき丸新船を建造するもので、環境Ｄ

ＮＡなどの先進的な資源調査の導入や漁業者に

リアルタイムで漁業情報発信を行い、本県漁業

のさらなる操業効率化を支援することとしてお

りまして、新船は令和５年１月からの運用を計

画しております。

342ページを御覧ください。

上から２番目の（事項）水産金融対策費の説

明欄の１、漁業近代化資金利子補給金、7,333

万7,000円であります。これは、漁船建造や機器

整備などの資金の貸付けに伴う利子補給金でご

ざいます。

（１）の漁業近代化資金の融資枠は12億円、

（２ （３）の資金は過去の貸付け分に対する）、

利子補給でございます。

その下の（事項）内水面漁業振興対策費であ

ります。説明欄の１、河川放流委託事業、8,803

万円は、内水面資源の維持を図るため、アユ等

の稚魚放流を行うものでございます。

説明欄の２、特定疾病等対策事業、１億3,899

万4,000円は、コイヘルペスウイルス病などの特

定疾病が発生した場合のへい死魚の回収処理な

どに要する経費でございます。

次に、その下の（事項）栽培漁業定着化促進

事業費の343ページにあります、説明欄の４の

（１）養殖グリーン成長戦略推進事業につきま

、 。しては 後ほど委員会資料で説明をいたします

次に、その下の（事項）漁業生産担い手育成

事業費の説明欄１の未来へつなぐ漁業担い手育

成総合対策事業、1,036万8,000円は、公益社団

法人宮崎県漁村活性化推進機構の取組を支援し
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まして、漁業担い手の確保や経営体の生産力強

化を図るものでございます。

次に、一番下の（事項）地域漁業経営改革対

策費であります。

344ページを御覧ください。

説明欄１のチョウザメ養殖経営安定対策事

業、425万3,000円は、本県キャビア産業のさら

なる成長を図るため、その基盤となる県内チョ

ウザメ養殖業者の経営力強化の取組を支援する

ものでございます。

次に 一番下の 事項 水産業試験費 １億963、 （ ） 、

万円であります。

これは、水産試験場の試験研究に要する予算

でありまして、水産資源の強化、管理や漁場予

測、水産物の品質向上など、漁業の収益性向上

。に係る技術開発に取り組むこととしております

345ページを御覧ください。

沿岸漁業改善資金特別会計 ２億6,764万9,000、

円であります。これは、新規就業者の漁船購入

などの資金を無利子で貸し付けるものでござい

ます。

次に、主な新規重点事業について説明をいた

します。

別冊の常任委員会資料の25ページを御覧くだ

さい。

新規事業、養殖グリーン成長戦略推進事業で

あります。

事業の目的や内容につきましては、右のペー

。 。ジで説明いたします 背景の欄を御覧ください

国のみどりの食料システム戦略において、養

殖業では天然資源や漁場環境に負荷をかけない

ための人工種苗や固形飼料への転換、海藻によ

るＣＯ 吸収の推進が掲げられておりますけれ２

ども、現在、本県の多くの養殖経営体では、取

扱いに慣れている天然種苗や生餌の構成割合が

高い飼料を使っている状況にございます。

このため、事業内容のとおり、養殖業者に対

し人工種苗や固形飼料であるＥＰ飼料の有効性

、を実感してもらう実証支援やワカメ養殖の導入

いわゆるブルーカーボンの取組を支援いたしま

す。

このように養殖業に重要な種苗、飼料、環境

の一体的なグリーン化を促進し、生産力向上と

持続性の両立による本県養殖業の成長産業化の

実現を目指します。

左のページにお戻りいただきまして、２、事

業の概要ですが、予算額は1,018万2,000円、事

。業期間は令和６年度までの３か年でございます

続きまして、債務負担行為について説明をい

たします。

同じ資料の４ページを御覧ください。

中段下の水産政策課の欄にありますとおり、

令和４年度漁業近代化資金など３つの資金に係

る利子補給について、期間及び限度額を設定す

るものでございます。

歳出予算説明資料の347ペ○大村漁業管理課長

ージを御覧ください。

漁業管理課の令和４年度当初予算額につきま

しては、一般会計のみで39億9,695万9,000円を

お願いしております。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

350ページを御覧ください。

中ほどの（事項）資源管理対策費の説明欄１

の資源管理イオベーション推進事業、1,566

万6,000円でございます。これは、水産資源の最

適な利用管理と環境保全を推進するため、国の

水産政策の改革に基づく新たな資源管理への対
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応を図りつつ、本県独自の資源の利用管理シス

テムの高度化、種苗放流、藻場・干潟などが持

つ漁場機能保全の取組支援を総合的に行い、本

県漁業生産力の持続的な向上を図るものであり

ます。

次に、２のうなぎ資源持続的利用対策事

業、5,918万4,000円でございます。

これは、シラスウナギ採捕数量の減少や国際

的な取引規制の懸念など、ニホンウナギを取り

巻く厳しい状況が続く中、適正流通や密漁防止

対策に取り組み、全国３位という本県養鰻業の

。持続的な資源利用につなげるものでございます

次に、説明欄３の新規事業、かつお・まぐろ

漁業安全確保支援事業、１億2,500万円でござい

ます。こちらにつきましては、後ほど常任委員

会資料で御説明いたします。

次に、一番下の（事項）種子島周辺漁業対策

事業費、３億4,396万2,000円でございます。

351ページになりますが、これは、ロケット打

ち上げに伴い、操業規制を受ける漁業への影響

緩和のため、関係団体が実施する共同利用施設

の整備に対して、宇宙航空研究開発機構の負担

金を基に補助を行うものでございます。

中ほどの（事項）水産基盤（漁場）整備事業

費、２億9,120万円でございます。これは、漁業

の生産力向上と豊かな生態系の維持回復を図る

ために実施する漁場整備に要する経費で、日向

灘沖合に来遊する回遊魚を滞留させ、操業の効

率化を図るための漁礁・漁場の整備をするもの

でございます。

次に、352ページを御覧ください。

中ほどの（事項）漁港管理費であります。

説明欄４の 美しい宮崎の港づくり プレジャ「 」

ーボート適正管理強化事業、1,113万8,000円で

ございます。これは、漁港等におけるプレジャ

ーボートの放置艇問題を解決するため導入しま

した許可制の未申請者等対策や沈船・廃船の処

理の規制措置により、漁港内の航路や泊地の安

全性を確保し、適正な管理を行うものでござい

ます。

353ページを御覧ください。

上から２番目の（事項）水産基盤（漁港）整

備事業費、16億9,442万7,000円でございます。

これは、漁港の安全性を確保するとともに、漁

業生産基盤としての機能向上を図るために漁港

整備を行う事業でございます。

説明欄３の漁港施設機能強化事業では、宮之

浦漁港ほか４漁港において、南海トラフ地震等

の大規模な地震・津波に備えた防災・減災対策

として、防波堤や岸壁の改良を行い、漁港及び

背後集落の安全確保を図るものでございます。

次に、354ページを御覧ください。

一番下の（事項）漁港災害復旧事業費、１

億7,442万8,000円及び355ページの（事項）水産

施設災害復旧事業費、6,859万4,000円でござい

ますが、これは台風などで災害が発生した際の

調査費や復旧工事に要する経費を、それぞれ計

上しているものでございます。

次に、債務負担行為について御説明いたしま

す。

常任委員会資料の４ページを御覧ください。

、 （ ）下から２番目の漁業管理課 水産基盤 漁港

整備事業についてですが、流通拠点漁港に位置

づけております北浦漁港において、衛生管理体

制の構築と流通機能の強化を図るため、新たな

衛生管理型荷さばき施設の建設に必要な経費と

しまして、令和４年度から令和６年度までの期

間において、限度額９億円の後年度負担が生じ



- 94 -

令和４年３月９日(水)

るため、債務負担行為の設定をお願いするもの

でございます。

続きまして、令和４年度の新規・重点事業に

ついて御説明いたします。

常任委員会資料の27ページを御覧ください。

新規事業、かつお・まぐろ漁業安全確保支援

事業であります。

１の事業の目的・背景にありますように、本

事業は、カツオ・マグロの漁業者などに対し、

、漁船の整備に係る費用の一部を支援することで

整備・修繕の手控えを防止し安全性の確保を図

ることを目的としております。

右側のポンチ絵を御覧ください。

まず、新型コロナの影響ですが、カツオ・マ

グロともに魚価の下落、生産額の減少など、経

営環境が悪化しております。

その右側の図にありますように、主な漁場が

日本近海の遠方に点在していることから、１操

業当たりの航海日数が長く、事故が発生した場

合には、他の漁業と比べ被害が大きくなる傾向

にあり、漁船の整備は大変重要なものとなって

ございます。

このような状況の中、その下の事業内容の図

にありますように、カツオ・マグロ漁業等が法

定検査に係る費用負担が大きいいため、必要な

船体・機関の整備や配電設備の修繕などの手控

えが生じないよう、これらの経費について３分

の１相当額を補助するものでございます。

これによりまして、期待される効果の欄にあ

りますように、人命・財産の保護及び操業機会

の逸失防止が図られ、コロナ禍に立ち向かうカ

ツオ・マグロ漁業者の経営継続を図ってまいり

ます。

左のページに戻っていただきまして、２の事

業の概要のところですが、予算額は１億2,500万

円、事業期間は令和４年度単年を予定しており

ます。

最後に、38ページを御覧ください。

議案第34号「農政水産関係建設事業執行に伴

う市町村負担金徴収について」でございます。

次の39ページ、一番下の漁業管理課の欄でご

ざいます。水産基盤整備事業に要する経費に充

てるため、市町負担金を徴収するもので、地方

財政法第27条第２項の規定等によりまして、議

会の議決に付するものでございます。

この負担金の設定にあたりましては、あらか

じめ対象となる市や町の意見をお聴きし、その

結果、異論がない旨の回答を得たものでござい

ます。

なお、負担金の割合は、事業費の100分の10と

しております。

歳出予算説明資料の357ペ○河野畜産振興課長

ージを御覧ください。

畜産振興課の令和４年度当初予算は、一般会

計のみで73億3,996万4,000円をお願いしており

ます。

それでは、主な内容につきまして御説明いた

します。

359ページを御覧ください。

一番下の（事項）畜産経営環境保全事業費で

ございます。

360ページを御覧ください。

説明欄（１）の新規事業、未来につなぐ畜産

バイオマス利活用支援事業につきましては、後

ほど常任委員会資料で説明します。

次に、下から２番目の（事項）畜産団地整備

育成事業費の説明欄１の畜産競争力強化整備事

業、いわゆる畜産クラスター事業、48億円は、
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地域の中心的な畜産経営体が、地域畜産業の収

益性向上と生産基盤の強化を図るための畜舎等

の施設整備や家畜の導入を支援するものです。

次に、下の（事項）肉用牛改良対策費でござ

います。

361ページを御覧ください。

説明欄４の2022全国和牛能力共進会対策事

業、3,349万4,000円につきましては、今年10月

に鹿児島県で開催の第12回全国和牛能力共進会

での内閣総理大臣賞獲得を目指し、県推進協議

会等が取り組む出品対策を支援するものです。

次に、下から２番目の（事項）酪農振興対策

費、説明欄３の改善事業、持続可能な魅力ある

宮崎酪農支援事業、1,240万7,000円につきまし

ては、持続的な生乳生産基盤強化のため、分業

化に向けた育成牛預託事業を推進し、牛群検定

事業のスマート化への支援や酪農への理解醸成

・消費拡大を推進するものです。

説明欄４の新規事業、みやざき牛乳生産基盤

維持・消費回復応援事業、7,200万円につきまし

ては、コロナ禍により牛乳・乳製品の業務用需

用の回復が厳しい中、生産基盤の維持に向けた

取組や需用の回復に向けた販路拡大等の取組を

支援するものです。

次に、下の（事項）養豚振興対策費、説明欄

１の改善事業、宮崎ブランドポーク販売促進加

速化事業、412万7,000円につきましては、認知

度向上やイメージアップに向け、コロナ禍に対

応したＥＣサイトの活用や情報発信、ＰＲ資材

の作成及びイベント開催等による消費拡大への

取組を支援するものです。

２の新規事業、肉豚生産基盤強化緊急支援事

業、１億円につきましては、コロナ禍の中、輸

出量拡大や需用回復等を見据え、県産豚肉の供

給体制を維持するため、生産者の種豚確保に向

けた取組を支援するものです。

362ページを御覧ください。

、 （ ） 、次に ４番目の 事項 食肉鶏卵流通対策費

説明欄１の改善事業、県産牛肉販売促進総合対

策事業につきましては、常任委員会資料で説明

いたします。

歳出予算説明資料につきましては、以上であ

ります。

続きまして、常任委員会資料の29ページを御

覧ください。

未来につなぐ畜産バイオマス利活用支援事業

であります。

１の事業の目的・背景ですが、畜産バイオマ

スの利用拡大を図るため、畜ふん等の焼却処理

に関する実証調査や、他産業との連携を図ると

ともに、家畜排せつ物の高度な処理・利用・流

通の取組を支援するものです。

右のページを御覧ください。

まず、現状では、国がみどりの食料システム

戦略を策定し、畜産業でも持続可能な取組が求

められ、県においても、農業長期計画に資源循

環型産地づくりを位置づけ、資源循環と脱炭素

社会を目指したエネルギー転換を推進しており

ますが、県内では畜産経営の大規模化が進み、

家畜排せつ物の増加が懸念されております。

次に、課題では、全国では畜ふん等の燃焼処

理やエネルギーの利用事例が少なく、実証デー

タが乏しいこと、県内の堆肥生産量と利用量の

乖離が大きいことが挙げられます。

そのため、下段の対策のうち、新たな利用で

は、畜ふん等の燃焼処理方法及び発生した電力

や熱エネルギーの活用に向けた実証調査や、他

産業と連携した園芸ハウスや水産業等での畜産
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バイオマスの利活用を検討します。

また、堆肥のニーズ拡大では、県内で生産さ

れた良質堆肥の県内外への流通やホームセンタ

ー等の農外への利用等、広域的流通モデルの構

築を支援します。

良質堆肥の生産では、畜産環境アドバイザー

の育成や環境コンサルタントと連携した良質堆

肥生産への技術指導を支援します。

これらの取組を総合的に推進することで、畜

産バイオマスの新たな利活用が拡大し、脱炭素

化及び環境負荷軽減に取り組む、持続可能な畜

産経営の実現を目指してまいります。

前のページに戻っていただき、２の事業の概

要の（１）の予算額は2,381万2,000円 （３）の、

事業期間は令和４年度から令和６年度までの３

年間であります。

次に、31ページを御覧ください。

県産牛肉販売促進総合対策事業であります。

１の事業の目的・背景ですが、宮崎牛をはじ

めとする県産牛肉の販路拡大のため、第12回全

国和牛能力共進会を契機とした集中的なＰＲと

継続的なプロモーションを実施するとともに、

県産牛肉に対し、科学的根拠による新たな価値

を付加することで、国内外における、さらなる

ブランド力の強化を図ります。

右のページを御覧ください。

、 、上段のとおり これまでの全共の結果を受け

日本一を冠としたＰＲ等により、宮崎牛の認知

度向上や指定店数及び輸出量の増加等の成果を

得てまいりました。

このため、まずは、次の事業内容①全共ＰＲ

対策事業により、全共での最高位賞の連続受賞

を契機とした、さらなる宮崎牛の集中的なＰＲ

を行ってまいります。

また、②宮崎牛等魅力発信・販路拡大支援事

業により、食育活動や大相撲での贈呈に加え、

コロナ禍の新生活に対応した県産牛肉のＥＣ販

売の強化やオンラインによる商談活動及び新た

な輸出先の開拓等を進めます。

、 、さらに ③牛肉の新たな価値創造事業により

肉の新たな魅力発信のために、おいしさに関す

るデータの収集及び検証や検討を行い、他産地

との差別化に向けた取組を進めてまいります。

これらの取組を総合的に推進し、国内外にお

ける宮崎牛等の県産牛肉のブランド力強化と販

路拡大を図ります。

左のページにお戻りいただき、２の事業の概

要ですが （１）の予算額は2,660万円 （３）、 、

の事業期間は令和４年度から令和６年度までの

３年間であります。

次に、４ページを御覧ください。

債務負担行為についてであります。一番下の

畜産振興課の欄を御覧ください。

１つ目は、令和４年度に金融機関が公益社団

法人宮崎県農業振興公社に事業資金を融資した

ことによって損害を受けた場合の損失補償につ

いて、２つ目は、令和４年度における畜産特別

資金融通事業の利子補給について、３つ目は、

令和４年度における家畜疾病経営維持資金融通

事業の利子補給について、それぞれ期間及びそ

の限度額を設定するものであります。

最後に、常任委員会資料の35ページを御覧く

ださい。

畜産振興課と建築住宅課が共管する特別議案

の議案第21号「使用料及び手数料徴収条例の一

」 。部を改正する条例 について御説明いたします

１の改正の理由ですが、畜舎等の建築等及び

利用の特例に関する法律により、畜舎建築利用
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計画の認定等の事務が新設されたことに伴い、

所要の改正を行うものです。

右側のページを御覧ください。

１の特例法の概要ですが、特例法は宿泊等の

制限などの利用基準を満たす畜舎等について、

その計画を知事が認定することで建築基準法を

適用除外とし、同法による緩和された技術基準

を適用するものです。

次に、２の特例法のポイントですが、まず、

（１）のとおり、特例法は畜産業の国際競争力

の強化とその振興を図ることを目的とし、事務

の簡素化や技術基準の緩和を行うものでありま

す。

手続の流れの図を御覧ください。

特例法を選択する場合、申請者は知事に計画

認定の申請を行い、①の利用基準適合の審査を

受けることとなりますが、②のとおり、床面積

が3,000平方メートルを超える場合のみ、技術基

準への適合の審査が必要となります。また、③

のとおり、工事完了後の現場の検査は不要とな

ります。

その他のポイントとして （２）のとおり、畜、

舎等を建築する場合、建築基準法と特例法のい

ずれかを選択できること （３）の特例法で建築。

可能な場所は、下の図のとおり、破線部分で囲

まれた場所であり、図の左側の都市計画区域内

のうち市街化区域及び用途地域の外側及び図の

右側の都市計画区域外となります。

左のページにお戻りください。

次に、２の改正の内容です。

表の手数料名称欄に記載しております（１）

から（６）の手数料を新設するもので、このう

ち畜産振興課は （１）畜舎建築利用計画認定申、

請手数料及び変更認定申請手数料ほか （３ 、、 ）

（４ （５）の４つの手数料を所管します。な）、

、 （ ） （ ） 、お 残り ２ 及び ６ の手数料に関しては

建築住宅課が所管します。

最後に、３の施行期日は、令和４年４月１日

であります。

歳出予算説明資料○丸本家畜防疫対策課長

の365ページを御覧ください。

家畜防疫対策課の令和４年度当初予算は、一

般会計のみで４億6,483万1,000円をお願いして

おります。

それでは、主な内容につきまして御説明いた

します。

367ページを御覧ください。

１番目の（事項）家畜防疫対策費、説明欄の

。３の家畜防疫体制整備事業についてであります

別冊の常任委員会資料の33ページを御覧くだ

さい。

本事業は、鳥インフルエンザや口蹄疫といっ

た家畜伝染病が発生した際、蔓延を防止するた

め、発生農場における迅速な防疫対応や消毒ポ

。イントの設置等に係る経費を措置するものです

右のページを御覧ください。

まず、上段の①発生前対策についてです。

鳥インフルエンザにつきましては宮崎家畜保

健衛生所において、また口蹄疫、豚熱、アフリ

カ豚熱につきましては、国の機関に検体を送付

して確定診断が実施されます。

初動体制の構築にあたりましては、確定まで

の短期間に重機の手配などの準備を速やかに行

うことが重要であります。このため、確定前に

必要となる経費を措置することにより、迅速な

防疫措置につなげるものであります。

次に、②のア、初動防疫についてです。

発生農場での防疫措置につきましては、殺処
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分は24時間以内、埋却を72時間以内に完了する

、 、ことが目安とされており 家畜伝染病の確定後

速やかに作業を開始する必要があります。

また、消毒ポイントにつきましても、確定と

同時に稼働を開始することが求められておりま

す。このため、これらの必要経費を事前に措置

するものであります。

次に、イの影響緩和対策についてです。

家畜伝染病の発生の伴い、蔓延防止の観点か

ら、家畜伝染病予防法にもとづき、周辺農場に

おける家畜等の移動が制限され、飼養期間の延

長等による飼料費の掛かり増し経費等が発生し

ます。

このため、発生した掛かり増し経費等を家畜

伝染病予防法に基づき交付することで、制限を

受けた農場の経営的な影響を緩和するものであ

ります。

影響緩和対策につきましては、これまで家畜

伝染病の発生後に予算措置しておりましたが、

今後はあらかじめ措置し、より一層の蔓延防止

と速やかな影響緩和対策を可能にするものであ

ります。

左側の説明資料に戻っていただき、２の事業

概要でありますが、予算額は１億8,959万6,000

円であります。

議案に関する説明が終了いたし○岩切委員長

ました。質疑はございませんか。

シラスウナギに関して、まずは天○右松委員

然のシラスウナギの漁獲量の推移というか、一

昨年が不漁で昨年が持ち直して、今期の状況は

どうなのか教えていただきたいと思います。

今期の本県のシラスウナ○大村漁業管理課長

ギにつきましては、昨年の11月29日から３月13

日までの期間で採捕がされております。

直近12月は非常に捕れなくて、今年はかなり

、 、悪いのかなと心配したのですが １月下旬以降

やや持ち直しまして、直近の３月７日時点で県

内の採捕量は143キロとなっております。この数

字は不漁年でございました平成30年、31年の２

か年を、既に現時点で上回っているということ

でございます。

少し将来的な状況を聞きたいんで○右松委員

すけれども、みどりの食料システム戦略で、人

工種苗について触れていて、ニホンウナギや、

クロマグロも書いてありますけれども、養殖に

おいて人工種苗率の比率を100％実現ということ

で、物すごい目標値を掲げております。現状の

技術力で果たして可能なのか。まだ先の話です

から いずれ ふ化 仔魚の成長とか餌とかいっ、 、 、

、た問題を解決していくんだろうと思うんですが

その辺の宮崎県の取組について教えてもらうと

ありがたいと思います。人工ふ化による完全養

殖が可能なのか、その辺も含めて教えてくださ

い。

ウナギの仔魚の人工種苗○坂本水産試験場長

、 、のお話ですけれども 水産試験場におきまして

国や関係県と連携いたしました共同研究という

形で、今年度から、ウナギの人工種苗の飼育実

証試験を開始しております。

具体的には、卵、受精卵は国の研究所がつく

りまして、志布志市の事業所でありますとか、

南伊豆の事業所で受精卵、そしてふ化して５日

目のものを、水産試験場の国が開発した特別の

仕様の水槽で 国がこれまでつくってきたマニュ、

アルで再現できるかという試験を始めたところ

であります。

11月に１回目を入れまして、今、４回目の飼

育試験中で、今年度の目標である40日間飼育と
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はクリアしております。先月からは長期飼育に

入り、200日以上たちますとシラスウナギに変態

するということですので、それが思いどおりに

いくのかというところで、今取り組んでおりま

す。

尾数は２万弱ですけれども、再来年度までの

研究期間の間での当試験場の目標は1,000尾とい

うことで設定されているところでございます。

海の天気図など、水産試験場では○右松委員

すごい技術を開発をされておりますので、さす

がだなと思いながら聞いていたところです。

実際、この人工種苗の大量生産というのは、

これから何年かかけて可能になってくるのか、

そこも併せて教えてください。

大量生産、現状では200○坂本水産試験場長

リッターぐらいの水槽で、300～500尾ぐらいの

シラスウナギをつくるという技術の段階でござ

います。それが実際の養殖現場に展開されるの

は、まだまだ技術の発展のフェーズというか、

クリアしなければいけない技術があろうかと思

いますけれども、国においても最重要の研究課

題として取り組んでおりまして、我々としても

その技術がしっかりとフォローアップできるよ

うに取り組んでまいりたいと考えております。

御存じのとおり、鹿児島県では、○右松委員

養鰻業者が初めてウナギの人工ふ化に成功した

ということで、ぜひ国と連動していただきなが

ら、宮崎県のこの力をますます伸ばしていただ

きたいと思います。

国の研究施設が志布志市のダグリ○ 原委員

岬のところにありますよね。もう十何年前です

が霧島高原クラブというのが都城市にあって、

そこで視察に行ったことがあります。議会でも

一回、冒頭で、少しお話ししたことがあるんで

すけれども、そのときは、ウナギの餌をつくる

のに非常に苦労されていて、ウナギの稚魚が食

べる餌を、ようやく開発したんだという話を聞

いたことがありましたね。

そのときは、まだ本当に試験槽、実験室段階

だったんですけれども それからもう十何年たっ、

ていますが、進化というか発展をしてきたんだ

なと思って聞いたところでした。

志布志市のダグリ岬の事○坂本水産試験場長

業所でやっております その餌の開発当時は 30。 、

リッターのボウルを並べて飼育するという段階

だったんですけれども、今はもっと大きいサイ

ズで飼育できるようになって、餌につきまして

も、チューブ状の餌ということで、一定の確立

ができたんですけれども、近年は国の研究所の

ほうで粉末の飼料も開発できたということで、

技術が年々開発されていると考えております。

何か少しずつ 明るいほうに向かっ○ 原委員 、

ているようですから、頑張っていただいて、も

のにしてください。

天然種苗ということで、ブリ○武田副委員長

、 、類は 90％が天然種苗ということですけれども

串間市の黒瀬水産は、ほとんど人工種苗じゃな

いかと思うんですが、ブリ類はどんどん人工種

苗に変わっていく状態になっているのか、いま

だに、まだ90％が天然種苗なのでしょうか。

串間市の黒瀬水産につい○西府水産政策課長

ては、自社で人工種苗センターをお持ちになっ

ているので、基本、黒瀬水産が飼養するブリの

種苗は、全量人工種苗に依存できるような状況

になってきております。ただ、全国的にブリの

人工種苗をつくる施設が非常に限られておりま

して、黒瀬水産以外は、全国的にまだ天然種苗

に依存している状況です。
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全国的には９割がまだ天然種苗に依存してい

るということなのですが、本県は黒瀬水産が養

殖に占める割合が大きいので、全体的に９割ぐ

らいは人工種苗となっております。ブリの養殖

経営体が県内で11経営体ぐらいいらっしゃるん

ですけれども、黒瀬水産とか大きなところであ

と２～３社で人工種苗を使っている以外は、中

小の経営体については、全て天然種苗という状

況にございます。

このグリーン成長戦略を推進○武田副委員長

していっていただいて、ブリに関しても、黒瀬

水産ができているわけだから、黒瀬水産がその

技術を外に出されるかどうかは別として、技術

としてはもうあるんでしょうから、どんどん広

げていっていただきたいなと思います。カンパ

チも串間市にあるんですけれども、天然種苗を

使っていらっしゃるみたいですので、そこら辺

りも、早く天然から転換されていくと、ゼロカ

ーボン社会に向けて、いい感じになってくるん

じゃないかと思いますので、よろしくお願いい

たします。

ブリ類は、全国的にまだ○西府水産政策課長

９割が天然種苗である中で、ブリについては、

県内の大手の方が人工種苗をつくられているの

で、かなり人工種苗の割合が高くなっている一

、 、 、方で カンパチは 非常に少のうございまして

県内に入っている仔魚の２割が人工種苗で、８

割が天然種苗に依存している状況なので、その

８割を何とか人工種苗にしていく努力を続けて

いく必要があると考えております。

歳出予算説明資料の344ページで○川添委員

す。チョウザメの養殖経営安定対策事業という

ことで、宮崎県産キャビアだと思うんですけれ

、 、ども いろいろマスコミ等にも出られたりして

これから、いよいよ生産拡大とか販路の拡大と

いうところだと思うんですが、現在、このチョ

ウザメ養殖に取り組んでいる経営体というか事

。 、 、業者が何社あるのか また 生産数というのか

生産頭数というのか、チョウザメなりキャビア

なりの生産量はどのぐらいなのか把握している

ところで教えていただきたいのと、この経営安

定対策事業はどういった事業なのか教えてくだ

さい。

県内でチョウザメ養殖を○西府水産政策課長

、 。されている経営体が 現在17経営体ございます

生産量については、個人の事業者が多く、全量

を把握することはできませんけれども、この17

経営体のうちの13経営体が加入しているジャパ

ンキャビア もともとは事業共同組合として―

、立ち上がった会社です の生産実績でいくと―

昨年は417キログラムのキャビアを販売したとい

うことでございまして、今年はその数量を上回

るとお聞きしております。

、 、３月で一回締めますので 今年度については

まだ正確な数字は分かっていない状況です。

、 、 、それから 今般 新規事業をお願いしている

このチョウザメ養殖経営安定対策事業の養殖業

者への支援の内容でございますけれども、経営

が非常に厳しい中で、経営を合理化する必要が

あろうかと考えております。宮崎県のチョウザ

メキャビア産業をしっかりと成長させるための

基盤となるのは養殖業者でありますので、この

養殖経営体の経営の合理化を図っていく必要が

。 、あろうかと思っております 養殖業者の方々が

例えば飼育作業や飼育管理を複数の養殖業者間

で協議をして行うといったものです。

チョウザメは稚魚で養殖場に入った後２年間

ぐらいは雄か雌か分かりません。２年後に雄を
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取り除いて雌だけで養殖を始めていくことにな

るんですが、その雌雄判別を養殖業者自身がし

なくてはならない。一匹一匹やらなくてはなら

ないということで、非常に手作業かかるため、

これを養殖業者間で協議してやろうといったこ

とです。こういった取組でありますとか、養殖

業者は個人個人で飼育されているので、飼育方

法がまちまちというか、ばらばらなところがあ

るので、一番いい飼育の方法はどういうやり方

かというのを、みんなで研究をして統一感を図

るといった取組について支援していこうと考え

ております。

、○川添委員 長年の研究と苦労の連続の中から

やっとできてきた宮崎県が誇る事業だと思いま

、 、 、すので 同じ部内の農業技術ブランド課が 今

自治体と事業者とでコラボレーションして新し

い付加価値をつけて売り込んでいこうという取

組も、今、事業を組み立てているところですの

で、そういったところと連携しながら、ぜひ全

国に大々的に売り込んでいくような中長期の視

点で取り組んでいただきたいと思います。

歳出予算説明資料の344ページの○右松委員

（事項）水産業試験費ですけれども、１億963万

円ということで、これは令和３年度と比較し

て3,400万円ぐらい減っているんですが、この減

額の理由は何ですか。

この（事項）水産業試験○坂本水産試験場長

における3,406万8,000円の減額の理由ですが、

説明の欄の一番下の５、研究開発等促進費の令

和４年度の予算が2,482万7,000円となっており

令和３年度と比して3,360万7,000円の減額と

なっております。

これは、国の水産研究・教育機構からの委託

事業でございまして、委託を受けていた事業が

終わったことや、中身の組替え、予算の配分等

もございまして 令和４年度はこちらの額となっ、

ております。受託費が減ったことが大きな要因

となっております。

国の委託事業が一つ終わったとい○右松委員

うことで、先ほどウナギの人工種苗の話が出ま

したけれども、あれも国の委託事業ということ

で、先ほど、国と連動してやっているというこ

とでしたが、その辺は当初予算に反映されてい

るんですよね。

ウナギ仔魚の飼育実証試○坂本水産試験場長

験ですが、同じ５の研究開発等促進費に含まれ

ております。

令和３年度は、いろいろな施設を整備する関

係で1,500万円程度の予算でしたけれども、来年

は900万円弱の予算ということで国からお話はい

ただいているところですけれども、最終的な決

定は年度が明けてからということになっており

ます。

国の委託であれば致し方ないかと○右松委員

は思いますが、研究開発をしていく上で、やっ

ぱり潤沢とまではいかないまでも、ある程度の

資金がないと技術の開発も、なかなか難しいで

しょうから、ここ数年の推移とか他県との比較

は分かりませんけれども、ぜひ限られた予算で

あっても、できるだけこの開発、この試験費と

いうのは最低でも現状維持で、国は別にして、

できるだけ獲得していけるように応援します。

常任委員会資料の29ページ、未来○山下委員

、につなぐバイオマス利活用支援事業なんですが

（５）の事業内容の中の①なんですが、園芸ハ

ウスとの連携というと、どのような連携ができ

るのか教えてください。

ハウスとの連携というこ○河野畜産振興課長
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とで、メタン発酵プラントを考えております。

メタン発酵プラントでは電気もできますが、そ

の副産物として熱エネルギー及び消化液が出て

まいります。その熱エネルギーをハウスの暖房

に利用し、消化液につきましては、液肥として

の利用がどうなるかということで、利用の検討

をしていきたいと考えております。

高千穂牧場に、もう20年ぐらい前○山下委員

になりますけれども、発酵メタンのプラントを

つくっているんです。それを想定したときに、

メタンガスで熱源をとってハウスに利用しよう

ということでしょうけれども、そうなった場合

に熱源としての利用はかなり限られてきますよ

。 、ね メタンガスであれだけの消化槽をつくって

周りから熱を与えないと発酵しないわけですか

ら、36℃くらいの熱線を張って、もちろん電気

をつくれば、それを電熱線に流してやれば、う

まくガスが出るんですけれども、それとハウス

との一体化というのが、どうも私にはイメージ

できないんです。

、 、というのは これだけ防疫をやっている中で

誰がその畜ふんを持ってくるのか、養豚家なの

か酪農家なのか、そこら辺もイメージできない

。 、んですよ この事業化しようとしている内容を

、 、例えばどういうところで どういう畜産主体で

ハウスがどのぐらい近くにあるのか、新しくハ

ウスを造るのか、もう少し詳しく教えてくださ

い。

この園芸ハウスとの連携○河野畜産振興課長

については、現在想定しておりますのは、児湯

地区に酪農家の方のメタン発酵プラントがござ

います。そこはプラントができております。ま

た、児湯地区で、今後そういうプラントを、関

係酪農家を含めてできるかどうかという検討も

されるという話も聞いております。

酪農家の方がやられているメタン発酵プラン

トの熱源や液肥を用いて、まだハウスのほうは

施設としてはできておりませんが、今後近くに

ハウス団地等を造って利用できるかどうかを、

。児湯地区で検討していきたいと考えております

大体分かりました。それなら酪農○山下委員

家の大規模な牧場がないと駄目だと思うんで

す。100匹以上の規模がないと十分な発酵もでき

ないと思うので、その牧場の近くに、ハウス団

地を造っていこうという構想があるということ

で理解していいですね。

特定の大きな牧場のそば○河野畜産振興課長

にというのも、もちろん一つありますが、もう

一つはそういうプラントを造って、そこにふん

尿を収集するというスタイルも県外にあります

ので、どういう形がその地域に一番いいかとい

うことを踏まえて検討していきたいと考えてお

ります。

関連してお尋ねしますけれども、○川添委員

メタンガスの発電所というのは、県内もしくは

国内で何か所かあるんですか。

県内では、先ほど山下委○河野畜産振興課長

員からお話しのありました高千穂牧場と児湯地

区の酪農家の方が設置しているものの２か所だ

けでございます。

あと全国には、北海道に先進的なプラントが

整備されております。

ほかに質疑はございませんか。○岩切委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で水産政策課、○岩切委員長

漁業管理課、畜産振興課、家畜防疫対策課の審

査を終了いたします。

、 。総括質疑の準備のため 暫時休憩いたします
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午後３時20分休憩

午後３時27分再開

委員会を再開いたします。○岩切委員長

。各課の説明及び質疑が全て終了いたしました

これから総括質疑を行います。農政水産部全

体について質疑はございませんか。

創造的な企業とのコラボレーショ○川添委員

ンとか、いろいろな取組に期待しております。

しかしながら、今ウクライナの紛争とヨーロッ

パのエネルギー事情が非常に不安定な状況で、

天然ガス、もしくはオイル等の高騰が予想され

ております。

そして、政府は、庶民の暮らしに影響が及ば

ないように対策を講じているわけなんですが、

農政水産部の中で、いわゆる施設園芸における

燃油高騰対策、緊急安定対策とか、それから、

水産業における燃料高騰対策、こういったとこ

ろについて、今現状をどのように把握されてい

るのか。今回の事業に上がっていなかったよう

な感じがしたんですが、今後、補正で対応して

いかれる予定があるのかお尋ねいたします。

施設園芸について、まず○川上農産園芸課長

状況等を説明したいと思います。

ハウスにつきましては、重油価格がずっと上

がっておりまして、１月末現在で１リットル111

円ちょうどでございます。また今後の上昇も懸

念されるところでございまして、昨年の80円と

比較しますと、それだけでも年間４万リットル

使用する農家では120万円ぐらいの負担増になっ

ているところでございます。

施設園芸農家に対しましては、国のほうがセ

ーフティーネットの事業を行っておりまして、

。燃油の使用量に対しての支援がされております

併せまして、その燃油を削減する方向、それ

については幾つかの視点があると思います。

まず、施設の点検とか補修とか、そういった

ところを指導しているところでございます。ビ

ニールハウスの破れだったり、接合部の隙間で

あったり、それによってはしっかりと点検して

補修して、使用量を削減していきます。

それからヒートポンプの導入です。国の補助

事業を活用して重油に頼らない施設園芸の推進

ということになります。

それから、保温資材等の導入です。先ほど事

業の説明にもありましたけれども、保温資材を

導入することで、重油の使用量を下げていく。

内張の二重カーテンなどを導入したり 防風ネッ、

トなどの資材を活用する。これらの徹底により

まして、重油の使用量を削減することで農家の

負担を減らしていくというものです。

チラシをつくって農家の啓発をしたり、事業

の推進等を図りながら、少しでも農家の負担を

軽減できる方策を検討しながら取り組んでいき

たいと考えております。

水産業における燃油の上○西府水産政策課長

昇の状況なんですが、農業と同じように、この

一年で急激に燃油価格が高騰しております。宮

崎県漁業協同組合連合会が実際販売をすること

になるんですが、それでも１リットル110円を超

えているという状況です。10年ほど前ですが、

過去にも一番高い時で、１リットル120円という

ときがあったかと思うんですが、それに大分近

づいてきたということで危機感を持っておりま

す。

漁業者は特に重油を使って漁船を動かします

ので、何とかその重油の使用量を抑えようとい

うことで、県も業界も一緒になって省エネ機器
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の導入などの取組を行っているところで、これ

からそれを加速していかなくてはならないと考

えております。

あと、燃油の急激な高騰への対策として、漁

業経営セーフティーネット構築事業の発動が、

今年度から始まって、第３期まで発動されると

いうことで、何とかその発動で少しでも影響を

抑制しようということを行っておりますけれど

も、水産業の場合、このセーフティーネットの

加入申請時期が４月となっています。３月中に

この取りまとめの団体に加入しますということ

を申し出る必要があり、今、まさしく来年度の

取組が始まっているところです。

宮崎県漁業協同組合連合会さんと連携して、

この加入をしっかり行うということと、その加

入のときの積立て単価を、いろいろな段階があ

るので、どのような燃油高騰にも耐えれるよう

、な大きい額で積立てをするようにということで

現在、指導しているところでございます。

農業ではヒートポンプや設備の補○川添委員

修の支援とか、そういったフォローをしていた

だいているわけですけれども、ハウス農家も、

まだ来月、再来月ぐらいまでは繁忙期で、この

冬の間、かなり収益が圧迫されて、直接聞いた

話では、共済の保険で、少しはカバーしていた

だけるけれども、相当に利益を食われて、長期

中期で考えたら、利益がなくなってしま宇土言

うことです。

夏場を越して、また来シーズンも状況がどう

、 、なっていくのか 設備補修や省エネと並行して

当面の経営状況といったところも、注意深く見

ていただいて、支援していただけるとありがた

いと思います。

豚熱関係ですけれども、昨年、宮○山下委員

崎県では発生がなかったんですが、全国至ると

ころで豚熱が発生して、本県の養豚業界として

は、元豚の導入やら精液導入に大変支障を来し

、 、たということで 大きな問題になったんですが

今回の新規事業について、そのシステムを教え

てください。

そして、養豚農家にとって、それが決め手に

なる対策となるのかどうか、それも合わせて教

えてください。

歳出予算説明資料の361ペ○河野畜産振興課長

ージの一番下の（事項）養豚振興対策費の説明

欄の２です。肉豚生産基盤強化緊急支援事業で

ございますが、これは、今回、豚熱関係等で県

内の養豚農家の方々が、子豚とか精液等の導入

において大変支障が出ているということで、経

営を続ける中で、様々なコストが増えていると

いうことがございます。

、 、 、そういうものに鑑みまして しっかりと 今

生産基盤を維持しておかないと、今後需用回復

等があったときに養豚経営ができていないと、

本県の産業として、なかなか厳しいところがご

ざいます。

今回の事業の内容としましては、まず一つは

新たな子豚導入先の確保です。例えば、子豚を

確保するために、輸送するときの輸送コストと

か、子豚代が余計にかかっているという掛かり

増し経費について支援をするというのがありま

す。

２つ目としては、自家育成に切り替えられる

養豚農家の方々です。今までは外に頼っていた

、 、 。んですけれど この際 自家育成に切り替える

その場合は、その子豚を飼うための施設整備、

改修等が必要になってきますので、そういうコ

ストの掛かり増し経費への支援であります。
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３つ目は人工授精への切替えです。精液を確

保して自分のところで人工授精をしようとする

場合に、その精液の確保の経費、そして、あと

人工授精するための機械器具等が必要になって

きますので、そういう整備コストを支援しよう

ということで、養豚農家が、この３つの取組を

するときの掛かり増し経費への支援ということ

を考えております。

事業費は、掛かり増しの経費200万円を上限に

して、その２分の１を支援するということで、

予算額１億円で、100農場程度を想定していると

いうことでございます。

今回、いろいろ聞かせていた○武田副委員長

だいて、本当に宮崎県を支えているのは農林水

産業だなというのがよく分かりました。

先日、冒頭に部長からお話しがありましたけ

れども、県立高等水産研修所の終業式に行かせ

ていただきました。今回、林業大学校も定員を

超えて生徒を採っている。農業大学校も65名の

定員に対して60名以上の学生がいつも入学して

くる。水産研修所が、少し厳しい状態だという

話も聞いているんですが、僕が終業式に行って

思ったことは、今、社会には、学校の不登校で

あるとか、社会になじめないひきこもりである

とか、ハラスメントにあって、なかなか世の中

に出てこられないといった方々がいっぱいい

らっしゃるわけです。担い手不足で大変困って

いる宮崎県の農林水産業に、この一次産業の農

林水産業の学校に、そういった人たちにいっぱ

いに来ていただいて それが農林水産施策に―

なるかどうかは別として 宮崎に来ていただ―

、 、いて 宮崎県の魅力を感じていただいたりとか

やっぱり外で働くことによって、そういう鬱憤

というか、鬱屈したようなものを出していく、

そういう社会がＳＤＧｓにつながると思うんで

す。

、 、 、 、だから 皆様が 今 取り組んでいることは

、 、ただ農水畜産業のためだけではなくて これは

本当にＳＤＧｓということを考えると、ゼロカ

ーボンも含めて、物すごくいい、すごい社会に

なるために、今、皆さんが頑張っていらっしゃ

ると思うので、しっかりと取り組んでいただき

たいと思います。

、 、水産研修所も ぜひ定員を超えるような取組

今まで鹿児島県とか福岡県から来ていらっしゃ

いましたけれども、それ以外の東京とか大阪の

ような都会からも来ていただけるような形で、

日本の中で宮崎県の研修はすごいなと言われる

ようなところになると、また面白いんじゃない

かなと思っていますので、よろしくお願いいた

します。

武田副委員長には終業式○西府水産政策課長

にお越しいただき、ありがとうございました。

おっしゃるとおり、県内の中学校を回って、

実際に中学校を卒業する方で漁業に就きたいと

いいますか そういう希望をもっている方を募っ、

ているところなんですが、やっぱり人をしっか

りと確保していく必要もあろうかと思っており

ますので、今もやっていることはやっているん

ですが、もう少し県外も視野に入れながら、入

所生を増やす対策をしっかり検討してまいりた

いと考えております。

県内の中学校を卒業して、ストレートという

か、16歳で入所する方もいらっしゃいますけれ

ども、中には高校を中退されて、要は高校を卒

業せずに、なかなか行く先がない中で、やっぱ

り漁業で生きていきたいということで入所を決

、められるという方も県内外にいらっしゃるので
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そういう方を一つのターゲットにすることも踏

まえて、検討を十分してまいりたいと考えてお

ります。

ほかに質疑はございませんか。○岩切委員長

それでは、総括質疑を終了しまして、その他

で何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上で農政水産部を終了いたし○岩切委員長

ます。執行部の皆様、お疲れ様でした。

暫時休憩いたします。

午後３時43分休憩

午後３時51分再開

委員会を再開いたします。○岩切委員長

まず、採決についてでありますが、委員会日

程の最終日に行うこととなっておりますので 11、

日に採決を行うこととし、再開時刻を13時とし

たいと思いますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○岩切委員長

します。

その他で、何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして、○岩切委員長

本日の委員会を終了いたします。

午後３時53分散会
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午後０時57分再開

出席委員（７人）

委 員 長 岩 切 達 哉

副 委 員 長 武 田 浩 一

委 員 原 正 三蓬

委 員 山 下 博 三

委 員 右 松 隆 央

委 員 川 添 博

委 員 河 野 哲 也

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議事課主任主事 木 村 結

委員会を再開いたします。○岩切委員長

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に

各議案につきまして、賛否も含め御意見をお願

いいたします。御意見はございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、意見もないようでご○岩切委員長

ざいますので、議案の採決を行います。

議案につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決いたし○岩切委員長

ます。

議案第１号 第６号から第８号 第12号 第21、 、 、

号、第30号、第33号及び第34号について、原案

。のとおり可決することに御異議ございませんか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議なしと認めます。よって○岩切委員長

各号議案につきましては、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。

環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査につきましては継続調査といたしたいと思い

ますが、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○岩切委員長 御異議ありませんので この旨

議長に申し出ることといたします。

、 。次に 委員長報告骨子案についてであります

委員長報告の項目として、特に御要望等はあ

りませんか。

暫時休憩いたします。

午後０時58分休憩

午後０時58分再開

委員会を再開いたします。○岩切委員長

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○岩切委員長

す。

その他で、何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で委員会を終了○岩切委員長

いたします。

午後０時58分閉会

令和４年３月11日(金)
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